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徳
島
県
庁
か
ら
国
道
五
十
五
号
を
南
下

し
、
勝
浦
川
に
架
か
る
橋
を
右
折
、
上
流

へ
と
遡
る
と
両
岸
か
ら
山
が
迫
っ
て
き
ま

す
。

　「
ど
こ
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
？
」
初

め
て
連
れ
て
き
た
友
人
の
ほ
と
ん
ど
が
そ

う
口
に
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
道
を
十
分
も
車
で
走
る

と
、
清
流
勝
浦
川
を
中
央
に
左
右
に
開
け

た
田
園
風
景
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
て
、

「
案
外
近
か
っ
た
」「
小
ぢ
ん
ま
り
と
開
け

た
ま
ち
で
す
ね
」
と
、
一
様
の
感
想
が
聞

か
れ
ま
す
。

　
中
山
間
地
域
と
し
て
の
表
情
と
は
異
な

り
、
徳
島
市
、
小
松
島
市
、
そ
し
て
、
阿

南
市
に
隣
接
し
、
車
で
三
～
四
十
分
も
あ

れ
ば
行
く
こ
と
が
で
き
る
便
利
さ
を
兼
ね

備
え
た
、
ほ
ど
ほ
ど
の
田
舎
で
す
。

　
町
民
は
気
候
の
暖
か
さ
と
比
例
し
て
、

穏
や
か
で
人
情
味
に
あ
ふ
れ
、
恥
ず
か
し

が
り
屋
で
あ
り
な
が
ら
人
懐
っ
こ
く
お
節

介
や
き
が
多
く
、
お
接
待
の
文
化
を
し
っ

か
り
と
継

承
し
て
い

ま
す
。

　
人
生
百

歳
時
代
と

言
わ
れ
る

今
日
、
勝

浦
町
の
魅

力
で
あ
る

豊
か
な
自

然
、
田
園

風
景
、
そ

し
て
、
何

よ
り
も
町
民
の
穏
や
か
な
気
質
は
、
次
の

世
代
に
引
き
継
ぎ
、
百
年
続
く
ま
ち
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

進
む
人
口
減
少
、

　
　
　
　
少
子
高
齢
化

　
昭
和
三
十
年
に
旧
横
瀬
町
と
旧
生
比
奈

村
が
合
併
し
て
勝
浦
町
が
誕
生
し
た
当
時

は
、
約
一
万
人
余
り
あ
っ
た
人
口
が
、
平

成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
で
は
、
概
ね
半

分
の
五
千
三
百
余
人
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
の
内
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢

者
は
、
二
千
一
百
余
人
と
ほ
ぼ
四
〇
％
に

達
し
、
こ
れ
か
ら
も
高
齢
化
は
急
激
に
進

ん
で
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
過
疎
対
策
事
業
に
よ
る
人
口
減
少
の
抑

制
、
地
方
創
生
総
合
戦
略
の
移
住
定
住
対

策
も
抜
本
的
な
施
策
に
は
至
っ
て
い
な
い

の
が
現
状
で
す
。

　
し
か
し
、
何
よ
り
も
人
口
減
少
、
少
子

高
齢
化
に
よ
っ
て
ま
ち
に
活
力
が
な
く
な

り
、
町
民
の
間
に
閉
塞
感
が
漂
う
こ
と
を

恐
れ
ま
す
。

　
現
状
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
子
供
た

ち
や
若
者
が
生
き
生
き
と
活
動
し
、
労
働

者
や
生
産
者
が
意
欲
を
も
っ
て
働
け
る
、

そ
し
て
、
高
齢
者
が
安
全
で
安
心
し
た
暮

ら
し
が
営
め
る
勝
浦
の
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

勝
浦
な
ら
で
は
の

　
　
　
　
ま
ち
づ
く
り

農
業
の
伝
統
を
継
承
す
る

　
生
き
生
き
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
は
、
町

の
経
済
が
活
性
化
す
る
こ
と
と
比
例
し
ま

す
。
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
を
再
興
す
る

こ
と
は
、
最
重
要
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　
農
業
従
事
者
や
農
家
数
の
減
少
は
人
口

減
少
以
上
に
深
刻
で
す
が
、
若
者
の
ほ
と

ん
ど
が
、
町
外
、
あ
る
い
は
県
外
に
就
職

し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
農
業
以
外
の
新
た
な
産
業
は

生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
み
か
ん
栽
培

を
中
心
と
し
た
農
業
が
町
の
経
済
の
中
心

で
す
。

　
歴
史
あ
る
み
か
ん
栽
培
か
ら
生
産
さ
れ

る
み
か
ん
は
、
他
の
大
規
模
産
地
と
出
荷

時
期
が
異
な
る
勝
浦
熟
成
み
か
ん
と
し
て
、

ブ
ラ
ン
ド
化
に
取
り
組
み
、
出
荷
箱
を
統

一
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
デ
ザ
イ
ン
は
市

場
に
も
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

百
年
つ
づ
く
ま
ち
づ
く
り

　
〜
生
涯
暮
ら
し
た
い
勝
浦
町
を
築
き
た
い
〜

野
　
上
　
武
　
典

勝
浦
町
長

百
年
つ
づ
く
ま
ち
づ
く
り

　
〜
生
涯
暮
ら
し
た
い
勝
浦
町
を
築
き
た
い
〜

勝浦町全景（みかんと稼勢山と勝浦川）
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み
か
ん
が
持
つ
フ
ァ
イ
ト
ケ
ミ
カ
ル
な

ど
の
機
能
性
表
示
や
地
理
的
表
示
保
護
制

度
な
ど
を
生
か
し
、
大
規
模
産
地
に
負
け

な
い
み
か
ん
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
促
進
し
て

い
き
ま
す
。

　
若
者
の
流
出
に
よ
る
農
業
の
担
い
手
不

足
が
深
刻
化
し
て
い
る
中
、
ブ
ラ
ン
ド
化

の
取
り
組
み
の
効
果
が
出
て
い
る
の
か
、

こ
こ
数
年
、
み
か
ん
の
販
売
価
格
が
上
昇

し
て
お
り
、
農
業
に
取
り
組
む
若
い
移
住

者
が
現
れ
る
な
ど
、
明
る
い
兆
し
も
見
え

始
め
て
い
ま
す
。

　
最
近
で

は
、
農
業

次
世
代
人

材
投
資
資

金
青
年
就

農
給
付
金

な
ど
の
制

度
を
活
用

し
、
み
か

ん
栽
培
や

施
設
園
芸
な
ど
新
た
な
農
業
に
挑
戦
を
始

め
る
若
者
が
出
て
き
始
め
ま
し
た
。

　
勝
浦
町
で
は
、
み
か
ん
栽
培
を
中
心
に

農
業
へ
の
支
援
は
非
常
に
手
厚
く
、
農
業

に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
若
い
就
農
者
だ
け

で
な
く
、
定
年
な
ど
で
退
職
後
に
農
業
を

始
め
る
農
家
の
担
い
手
に
対
し
て
支
援
す

る
制
度
を
創
設
し
、
継
続
で
き
る
農
業
の

確
立
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
労
働

力
不
足
を
補
う
た
め
の
ア
グ
リ
サ
ポ
ー
ト

事
業
、
農
業
用
設
備
や
柑
橘
特
有
の
栽
培

方
法
に
対
す
る
町
単
補
助
金
な
ど
は
、
種

類
も
豊
富
に
利
用
し
や
す
く
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
旧
徳
島
県
果
樹
研
究
所
は
、
柑

橘
栽
培
に
特
化
し
た
「
か
ん
き
つ
ア
カ
デ

ミ
ー
」
と
し
て
再
利
用
が
始
ま
り
、
柑
橘

栽
培
の
技
術
継
承
と
担
い
手
養
成
に
期
待

が
集
ま
り
ま
す
。

　
町
に
お
い
て
も
、
県
と
連
携
し
て
、
農

産
物
の
六
次
産
業
化
拠
点
施
設
な
ど
の
活

用
を
ぜ
ひ
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

次
代
を
担
う
子
供
ら
に
快
適
環
境

　
子
供
た
ち
の
笑
顔
が
は
じ
け
る
ま
ち
は
、

明
る
さ
と
楽
し
さ
に
つ
つ
ま
れ
ま
す
。

　
勝
浦
町
で
は
、
横
瀬
校
と
生
比
奈
校
の

二
小
学
校
の
地
震
へ
の
備
え
と
大
規
模
改

修
が
完
了
し
た
こ
と
か
ら
快
適
な
学
校
環

境
が
整
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
勝
浦
中
学
校
は
六
年
前
に
改
築
し
、
完

成
し
た
校
舎
は
、
県
産
材
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
用
し
、
自
然
採
光
や
自
然
通
風
を
確
保

す
る
こ
と
で
、
ぬ
く
も
り
と
優
し
さ
に
包

ま
れ
た
学
習
環
境
を
創
り
だ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
や
エ
コ

な
ど
多
様
な
観
点
か
ら
デ
ザ
イ
ン
や
機
能

性
が
評
価

さ
れ
木
材

利
用
優
良

施
設
　
林

野
庁
長
官

賞
、
グ
ッ

ド
デ
ザ
イ

ン
賞
や
公

共
建
築
賞

な
ど
数
々

の
表
彰
を

受
賞
し
て

い
ま
す
。

　
多
目
的
ス
ペ
ー
ス
や
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

ガ
ー
デ
ン
な
ど
大
小
様
々
な
空
間
は
、
ア

ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
喚
起
し
、
学
力
向
上
の
ほ
か
豊
か
な
人

間
性
や
社
会
性
を
育
て
る
仕
掛
け
が
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
次
代
を
担
う
子
供
た
ち
が
伸
び
伸
び
と

学
び
、
生
き
生
き
と
学
校
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
ふ
る
さ
と
「
勝
浦
」
が

強
く
印
象
に
残
る
こ
と
と
確
信
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

　
児
童
生
徒
の
熱
中
症
対
策
と
と
も
に
、

集
中
し
て

学
習
で
き

る
環
境
づ

く
り
の
た

め
、
小
・

中
学
校
の

普
通
教
室

全
て
に
空

調
設
備
を

整
備
い
た

し
ま
し
た
。

　
今
後
、
勝
浦
ら
し
さ
を
生
か
し
た
教
育

環
境
の
充
実
を
図
り
、
ふ
る
さ
と
勝
浦
を

誇
り
に
思
う
子
供
た
ち
を
育
て
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

恐
竜
化
石
や
伝
統
文
化
を
生
か
す

　
平
成
三
十
年
八
月
、
勝
浦
町
に
お
い
て

約
一
億
三
千
万
年
前
の
国
内
最
古
級
と
な

る
白
亜
紀
前
期
の
恐
竜
化
石
が
発
掘
さ
れ
、

し
か
も
、
化
石
の
含
有
層
、
い
わ
ゆ
る

ボ
ー
ン
ベ
ッ
ド
で
あ
っ
た
こ
と
が
公
表
さ

れ
ま
し
た
。

　
初
め
て
の
恐
竜
化
石
発
見
は
平
成
六
年
、

次
が
平
成
二
十
八
年
で
、
二
回
と
も
よ
く

似
た
場
所
で
見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
必
ず

出
る
と
、
粘
り
強
い
調
査
を
行
っ
た
結
果

で
す
。

　
徳
島
県
は
秋
か
ら
発
掘
調
査
を
再
開
し
、

新
た
に
獣
脚
類
な
ど
の
恐
竜
化
石
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
町
に
お
い
て
は
継
続
調

査
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
化
石
の
展
示

や
発
掘
体
験
な
ど
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
で

き
る
も
の
と
大
い
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
で

す
。

　
ま
た
、
わ
が
町
に
は
、
伝
統
芸
能
を
継

承
す
る
人
形
浄
瑠
璃
「
勝
浦
座
」
が
活
躍

し
て
い
ま
す
が
、
後
継
者
の
育
成
に
お
い

て
も
、
小
中
学
校
や
高
校
の
ク
ラ
ブ
活
動

の
指
導
な
ど
熱
心
に
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
大
阪
の
文
楽
協
会
で
人
形
遣
い
と
し
て

活
躍
し
て
い
る
町
出
身
者
が
い
る
こ
と
も

あ
り
、
勝
浦
座
と
共
演
で
き
る
機
会
を
計

画
し
、
伝
統
文
化
の
継
承
に
努
め
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

信
頼
さ
れ
る
医
療
を
提
供

　
信
頼
で
き
る
医
療
、
健
康
、
そ
し
て
、

福
祉
は
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
民
み
ん

な
の
思
い
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
勝
浦
病
院
は
、
勝
浦
郡

内
唯
一
の
有
床
医
療
機
関
と
し
て
、
地
域

医
療
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
施
設
は
老
朽
化
す
る
と
と
も

に
、
他
の
医
療
施
設
と
比
べ
て
、
病
室
や

通
路
の
利
便
性
も
十
分
で
な
く
な
っ
て
い

巻頭言　百年つづくまちづくり〜生涯暮らしたい勝浦町を築きたい〜

みかん出荷箱（品評会）

勝浦中学校全景

勝浦中学校内部

恐竜化石（最新）
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る
こ
と
か
ら
改
築
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
病
院
の
正
面

玄
関
を
分
か
り
や
す
く
、
ア
ク
セ
ス
の
利

便
性
を
確
保
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や

保
険
薬
局
な
ど
周
辺
施
設
と
の
連
携
性
を

向
上
し
、
利
用
し
や
す
い
施
設
整
備
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

　
勝
浦
町
で
は
、
町
民
の
健
康
づ
く
り
を

担
う
愛
育
班
が
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
健
康
教
室
や
健
康
相
談
を
は
じ
め
、
特

定
健
診
や
が
ん
検
診
な
ど
の
検
診
事
業
に

つ
い
て
、
愛
育
班
と
連
携
し
て
取
り
組
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
検
診
受
診
率
は
県
内
で

も
上
位
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
で
盛
り
上
げ
る

　
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
地
域

活
動
は
、
元
気
な
ま
ち
の
象
徴
で
す
。

　
今
年
で
第
三
十
一
回
を
迎
え
た
「
ビ
ッ

グ
ひ
な
祭
り
」
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
阿
波
か
つ

う
ら
井
戸
端
塾
が
運
営
し
、
全
国
に
向
け

て
勝
浦
町
を
Ｐ
Ｒ
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
同
時
期
開
催
の
「
坂
本
ひ
な
街
道
」
も
、

坂
本
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
運
営
委
員
会

が
主
体
と
な
り
、
民
家
の
軒
先
に
毎
年
趣

向
を
変
え
て
お
ひ
な
様
を
飾
っ
て
い
ま
す
。

　
坂
本
で
は
、
秋
に
「
あ
か
り
の
里
さ
か

も
と
」
や
坂
本
元
気
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
始

め
た
「
坂
道
マ
ラ
ソ
ン
」
を
開
催
し
、
年

間
を
通
し
て
熱
心
な
取
り
組
み
を
進
め
て

い
ま
す
。

　
三
月
下
旬
に
は
、
地
元
の
住
民
団
体
、

生
名
ロ
マ
ン
の
会
が
主
催
す
る
「
勝
浦
さ

く
ら
祭
り
」
が
道
の
駅
ひ
な
の
里
か
つ
う

ら
周
辺
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
釣
り
堀
、
舟
下
り
、
ト
ロ
ッ
コ
列
車
を

は
じ
め
と
す
る
既
存
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

の
ほ
か
、
毎
年
趣
向
を
凝
ら
し
ア
イ
テ
ム

を
増
や
し
て
い
ま
す
。今
年
は
、マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
四
国
大
学
の
学
生
と

提
携
し
て「
セ
レ
シ
ア（
ラ
テ
ン
語

：

桜
）」

を
製
作
す
る
ほ
か
、
た
ら
い
舟
の
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
を
追
加
し
て
い
ま
し
た
。

　
平
成
三
十
年
四
月
、
豪
華
客
船
マ
ジ
ェ

ス
テ
ィ
ク
プ
リ
ン
セ
ス
号
の
来
航
か
ら
取

り
組
ん
で
い
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
事
業
に
つ

い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
、
香
港
定
期

就
航
便
で
、
ビ
ッ
グ
ひ
な
祭
り
を
中
心
に

三
百
人
を
超
え
る
外
国
人
観
光
客
の
誘
致

に
成
功
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
住
民
団
体
が
実
施
す
る
活
動
を

支
援
す
る
た
め
、
勝
浦
町
活
性
化
協
会
を

設
立
す
る
と
と
も
に
、「
か
つ
う
ら
み
ら

い
創
生
事
業
補
助
金
」
な
ど
で
住
民
活
動

を
応
援
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
住
民
と
協
働
し
、
ワ
ク
ワ
ク
と

ド
キ
ド
キ
の
楽
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
み
ま
す
。

安
心
な
暮
ら
し
、
安
全
な
生
活

　
災
害
が
少
な
い
、
災
害
に
備
え
る
ま
ち

づ
く
り
は
、
町
民
の
生
活
に
安
心
を
も
た

ら
し
ま
す
。

　
勝
浦
町
は
常
備
消
防
が
な
い
た
め
、
消

防
、
防
災
へ
の
対
応
に
お
い
て
は
、
非
常

備
の
消
防
団
が
頼
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
町
内
全
地
区
に
あ
る
自
主
防
災
団
は
、

専
門
的
な
知
識
や
経
験
に
乏
し
く
、
大
災

害
へ
の
不
安
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
近
隣
市
町
と
の
提
携
、
も

し
く
は
県
が
進
め
る
広
域
消
防
へ
の
編
入

協
議
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
な
取
り
組
み

を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
救
急
救
命
業
務

に
つ
い
て
は
、
民
間
の
日
本
救
急
シ
ス
テ

ム
に
委
託
し
業
務
開
始
で
き
た
と
こ
ろ
で

す
。

　
道
路
整

備
に
つ
い

て
は
、
県

道
阿
南
勝

浦
線
沼
江

バ
イ
パ
ス

三
工
区
に

着
工
し
、

開
通
す
れ

ば
阿
南
市
及
び
小
松
島
市
へ
の
利
便
性
が

よ
り
高
ま
る
と
期
待
す
る
と
と
も
に
、
四

国
横
断
道
路
の
小
松
島
立
江
地
区
地
域
イ

ン
タ
ー
が
実
現
し
ま
す
と
、
勝
浦
町
か
ら

県
内
は
も
と
よ
り
、
県
外
へ
の
交
通
が
格

段
に
便
利
に
な
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

広
が
る
交
流
と
移
住
促
進

　
情
報
発
信
は
知
名
度
を
上
げ
る
だ
け
で

な
く
、
地
方
で
の
起
業
な
ど
に
も
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
情
報
通
信
技
術
の
革
新
に
よ
り
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
情
報
伝
達
の
高
速
化
、
多
様
化
が

異
常
な
速
さ
で
進
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の

波
に
乗
り
遅
れ
な
い
よ
う
活
用
で
き
る
体

制
や
シ
ス
テ
ム
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

　
地
方
創
生
総
合
戦
略
の
う
ち
、
分
譲
地

の
宅
地
造
成
に
つ
い
て
は
、
７
区
画
を
整

備
し
、
若
い
世
帯
か
ら
需
要
が
多
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
継
続
し
て
推
進
を
図
っ
て
い

き
ま
す
。

結
び
に

　
勝
浦
町
は
住
民
活
動
が
盛
ん
で
す
が
、

人
口
減
少
や
高
齢
化
は
こ
れ
ら
の
団
体
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
、
運
営
体
制
の
人
材
不

足
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
で
は
、
住
民
団
体

と
の
協
働
が
必
ず
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、

今
後
、
財
政
支
援
だ
け
で
な
く
、
人
材
育

成
に
つ
い
て
の
支
援
も
必
要
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
ら
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、
生
き
生

き
と
活
気
あ
る
ま
ち
を
築
き
上
げ
て
い
く

た
め
に
、
住
民
に
も
職
員
に
も
中
心
と
な

る
キ
ー
マ
ン
、
人
財
が
必
要
と
痛
感
し
て

い
ま
す
。

　
住
民
と
協
働
で
効
果
的
な
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
に
は
、
職
員
個
々
の
才
能

を
見
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
の
向
上
、

拡
大
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
勝
浦
町
が
生
き
生
き
と
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
に
は
、
職
員
そ
れ
ぞ
れ

が
能
力
を
生
か
し
、
日
々
充
実
感
を
も
っ

て
、
伸
び
伸
び
と
任
務
に
向
き
合
う
土
壌

を
創
っ
て
い
く
こ
と
が
、
私
に
課
せ
ら
れ

た
責
任
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さくら祭り（舟下り）

沼江バイパス起工式
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特集１●　平成31年度　地方財政計画の概要等について

1特集

１
　
は
じ
め
に

　「
地
方
財
政
計
画
」
は
、
地
方
交
付
税
法
第
七
条
の

規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
「
地
方
団
体
の
歳
入
歳
出

総
額
の
見
込
額
に
関
す
る
書
類
」
の
こ
と
で
あ
り
、
同

条
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
一

般
へ
の
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
計
画
は
、
人
口
や
産
業
集
積
の
度
合
い
に
よ
る

地
域
間
格
差
や
景
気
の
動
向
に
よ
る
税
収
の
年
度
間
格

差
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
団
体
が
そ
の
重
要
な
責
任
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

　
○
地
方
交
付
税
制
度
と
関
連
し
て
、
地
方
財
源
を
保

障
す
る
機
能

　
○
地
方
団
体
に
お
け
る
当
該
年
度
の
「
財
政
運
営
の

指
針
」
と
し
て
の
機
能

　
○
「
国
家
財
政
・
国
民
経
済
等
と
の
整
合
性
」
を
確

保
す
る
機
能

を
担
っ
て
い
ま
す
。

２
　
平
成
三
十
一
年
度
の

　
地
方
財
政
計
画

　
平
成
三
十
一
年
度
の
地
方
財
政
計
画
は
、
二
月
八
日

に
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、

一
般
に
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
東
日
本
大
震

災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年

度
か
ら
、
被
災
地
が
自
立
し
、
地
方
創
生
の
モ
デ
ル
と

な
る
復
興
を
目
指
す

｢

復
興
・
創
生
期
間
」
に
移
行
し

て
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
「
通
常
収
支
分
」
と
「
東
日

本
大
震
災
分
」
に
区
分
し
て
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
通
常
収
支
分

　
通
常
収
支
分
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
厳
し
い
地
方
財

政
の
現
状
等
を
踏
ま
え
、
歳
出
面
に
お
い
て
は
、
人
づ

く
り
革
命
の
実
現
や
地
方
創
生
の
推
進
、
防
災
・
減
災

対
策
等
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
が
計
上
さ
れ

る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
を
反
映
し
た

計
上
が
行
わ
れ
る
一
方
、
国
の
取
組
み
と
基
調
を
合
わ

せ
た
歳
出
改
革
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
歳
入
面
に
お
い
て
は
、「
経
済
財
政
運
営
と

改
革
の
基
本
方
針
二
○
一
八
」（
平
成
三
十
年
六
月
十

五
日
閣
議
決
定
）
で
示
さ
れ
た
「
新
経
済
・
財
政
再
生

計
画
」
を
踏
ま
え
、
交
付
団
体
を
は
じ
め
地
方
の
安
定

的
な
財
政
運
営
に
必
要
と
な
る
地
方
の
一
般
財
源
総
額

に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
度
地
方
財
政
計
画
の
水
準
を

下
回
ら
な
い
よ
う
実
質
的
に
同
水
準
を
確
保
す
る
こ
と

を
基
本
と
し
て
、
引
き
続
き
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
大

幅
な
財
源
不
足
に
つ
い
て
、
地
方
財
政
の
運
営
上
支
障

が
生
じ
な
い
よ
う
補
填
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

　「
通
常
収
支
分
」
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
次
の
点

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
一
般
財
源
総
額
の
確
保

　
平
成
三
十
一
年
度
の
一
般
財
源
総
額
は
、
前
年
度

を
〇
・
六
兆
円
上
回
る
六
二
・
七
兆
円
（
水
準
超
経

費
を
除
く
一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
も
前
年
度
を

〇
・
四
兆
円
上
回
る
六
○
・
七
兆
円
）
が
確
保
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
歳
出
に
つ
い
て
は
、
幼
児
教
育
の
無
償
化
を
含
む

社
会
保
障
関
係
経
費
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

事
業
費
（
前
年
度
と
同
額
の
一
・
○
兆
円
）
及
び
重

点
課
題
対
応
分
（
森
林
環
境
譲
与
税
を
財
源
と
し
て

平
成
三
十
一
年
度
　
地
方
財
政
計
画
の
概
要
等
に
つ
い
て

市
町
村
課
係
長
（
企
画
財
政
担
当
）　

青
　
木
　
秀
　
夫
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実
施
す
る
森
林
整
備
等
の
経
費
を
新
た
に
二
〇
〇
億

円
計
上
し
、
前
年
度
か
ら
二
〇
〇
億
円
増
の
〇
・
二

七
兆
円
）、
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の

三
か
年
緊
急
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
事
業
費
等
の

歳
出
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
方
税
が
増
収
と
な
る
中
で
、
地
方
交
付

税
総
額
は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
来
七
年
ぶ
り
の
増

額
と
な
り
、
前
年
度
を
〇
・
二
兆
円
上
回
る
一
六
・

二
兆
円
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
臨
時
財
政
対
策

債
は
、
前
年
度
か
ら
〇
・
七
兆
円
減
の
三
・
三
兆
円

に
抑
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
幼
児
教
育
の
無
償
化
に
係
る
財
源
の
確
保

　
幼
児
教
育
の
無
償
化
に
つ
い
て
は
、「
教
育
の
無

償
化
に
関
す
る
国
と
地
方
の
協
議
」
の
中
で
、
平
成

三
十
一
年
度
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
に

伴
う
地
方
の
増
収
が
僅
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
額

国
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
決
定
さ
れ
た
負
担
割
合
に
則
っ
て

生
じ
る
地
方
負
担
額
二
、
三
四
九
億
円
を
措
置
す
る

臨
時
交
付
金
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨
時
交
付
金

（
仮
称
））
を
創
設
し
て
対
処
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

③
環
境
性
能
割
の
臨
時
的
軽
減
に
係
る
財
源
の
確
保

　
平
成
三
十
一
年
度
税
制
改
正
大
綱
の
中
で
、
消
費

税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
と
し
て
実
施
さ
れ
る
環
境

性
能
割
（
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
）
の
臨
時
的
軽

減
に
よ
る
減
収
に
つ
い
て
は
、
地
方
特
例
交
付
金
に

よ
り
、
全
額
国
費
で
補
填
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
自
動
車
税
減
収
補
填
特
例
交
付

金
が
二
二
六
億
円
、
軽
自
動
車
税
減
収
補
填
特
例
交

付
金
が
二
三
億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
三
か
年
緊
急

対
策
の
推
進

　
三
か
年
緊
急
対
策
に
基
づ
く
、
直
轄
事
業
負
担
金

及
び
補
助
事
業
費
一
兆
一
、
五
一
八
億
円
が
地
方
財

政
計
画
の
歳
出
に
計
上
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と

連
携
し
つ
つ
、
地
方
が
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る

防
災
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
新
た
に

緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
費
三
、
〇
〇
〇
億
円

が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤
地
方
財
政
の
健
全
化

　
地
方
税
の
増
収
等
に

伴
い
、
地
方
の
財
源
不

足
は
六
・
二
兆
円
か
ら

四
・
四
兆
円
に
縮
小
し
、

国
と
地
方
の
折
半
対
象

財
源
不
足
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
年
度
以
来
十

一
年
ぶ
り
に
解
消
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
臨

時
財
政
対
策
債
の
発
行

額
が
抑
制
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
平
成
三
十
一

年
度
末
の
残
高
は
、
五

三
・
七
兆
円
の
見
込
み

と
な
り
、
こ
れ
は
、
平

成
三
十
年
度
末
か
ら

〇
・
二
兆
円
の
縮
小
と

な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
交
付
税
特

別
会
計
借
入
金
の
償
還

特集１●　平成31年度　地方財政計画の概要等について

1特集

１ 通常収支分

２ 東日本大震災分
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に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
の
償
還
計
画
の
見

直
し
に
伴
い
償
還
を
繰
り
延
べ
て
い
た
も
の
の
一
部

一
、
〇
〇
〇
億
円
を
増
額
し
、
五
、
〇
〇
〇
億
円
を

償
還
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
交

付
税
特
別
会
計
借
入
金
の
平
成
三
十
一
年
度
末
の
残

高
は
、
三
一
・
一
兆
円
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
地
方
財
政
の
健
全
化
が
進
む
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
財
源
不
足
は
依
然
と
し
て
巨
額
で

あ
り
、
地
方
交
付
税
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
該
当
す
る
の
は
二
十
四
年
連
続
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
折
半
対
象
財
源
不
足
が
解
消
し
た
と
言
っ
て
も
、

折
半
対
象
財
源
不
足
は
財
源
不
足
の
一
部
で
し
か
な

く
、
過
去
に
発
行
し
た
臨
時
財
政
対
策
債
の
元
利
償

還
金
を
充
て
る
た
め
の
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
は
、

依
然
と
し
て
続
け
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
す
。

（
２
）
東
日
本
大
震
災
分

　
東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
事
業
等
の
財
源
と
し

て
、「
震
災
復
興
特
別
交
付
税
」
が
○
・
四
兆
円
確
保

さ
れ
て
い
ま
す
。

３
　
お
わ
り
に

　
今
回
の
地
方
財
政
計
画
に
お
い
て
は
、
地
方
一
般
財

源
総
額
が
前
年
度
を
上
回
る
規
模
で
確
保
さ
れ
、
さ
ら

に
、
地
方
交
付
税
の
増
額
と
臨
時
財
政
対
策
債
の
大
幅

な
抑
制
に
よ
る
地
方
財
政
健
全
化
の
前
進
が
図
ら
れ
た

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
三
十
一
年
度
は
、
地
方
法
人
課
税
の
新
た
な
偏

在
是
正
措
置
や
消
費
税
一
○
％
へ
の
引
き
上
げ
と
い
っ

た
税
制
の
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
る
と
と
も
に
、
地
方

創
生
・
総
合
戦
略
の
総
仕
上
げ
や
相
次
ぐ
自
然
災
害
へ

の
緊
急
対
応
、
全
世
代
型
社
会
保
障
制
度
へ
の
転
換
な

ど
、
多
く
の
重
要
課
題
に
取
り
組
む
一
年
で
あ
り
、
今

回
の
地
方
財
政
計
画
に
も
そ
う
い
っ
た
内
容
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
市
町
村
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
的

確
に
対
応
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
国
の
動
向
を
注
視

し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
将
来
を
見
据
え
た
、

戦
略
的
か
つ
健
全
な
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
市
町
村
課
に
お
き
ま
し
て
も
、
県
内
市
町
村
と
更
に

連
携
を
密
に
し
な
が
ら
、
徳
島
発
の
政
策
提
言
は
も
と

よ
り
、
全
国
知
事
会
な
ど
を
通
じ
て
、
地
方
交
付
税
制

度
の
充
実
・
強
化
、
必
要
な
歳
出
総
額
や
一
般
財
源
総

額
の
確
保
に
向
け
た
取
組
み
を
推
進
し
て
参
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
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平
成
三
十
一
年
度
地
方
債
計
画
は
、
平
成
三
十
年
十

二
月
二
十
一
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
毎
年
度
の
地
方
債
計
画
は
、
地
方
財
政
法
第
五
条
の

三
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
意
等
を
行
う
地
方
債

の
予
定
額
の
総
額
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す

る
書
類
と
し
て
作
成
、
公
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
地

方
交
付
税
制
度
と
と
も
に
地
方
財
源
を
保
障
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

Ⅰ
　
地
方
債
計
画
の
策
定
方
針

　
平
成
三
十
一
年
度
地
方
債
計
画
は
、
引
き
続
き
厳
し

い
地
方
財
政
の
状
況
の
下
で
、
地
方
財
源
の
不
足
に
対

処
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
ま
た
、
地
方
公
共
団
体

が
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
緊
急
対
策
、

公
共
施
設
等
の
適
正
管
理
及
び
地
域
の
活
性
化
へ
の
取

組
み
等
を
着
実
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
地
方
債

資
金
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
東
日
本
大
震
災
に
関

連
す
る
事
業
を
円
滑
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
所
要
額
に

つ
い
て
そ
の
全
額
を
公
的
資
金
で
確
保
を
図
る
こ
と
と

し
て
、
通
常
収
支
分
、
東
日
本
大
震
災
分
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
策
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
両
者
を
合
計
し
た

地
方
債
の
総
額
は
、
一
二
兆
八
十
四
億
円
と
な
り
、
前

年
度
に
比
べ
て
三
、
五
七
五
億
円
、
三
・
一
％
の
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。

Ⅱ
　
地
方
債
計
画
の
主
な
特
色

１
　
通
常
収
支
分

（
１
）
概
況

　
平
成
三
十
一
年
度
地
方
債
計
画
の
通
常
収
支
分
に

つ
い
て
は
、
地
方
財
政
の
見
通
し
に
基
づ
き
、
さ
ら

に
公
営
企
業
会
計
等
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団

体
の
所
要
額
等
を
勘
案
し
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
総
計
で
は
、
普
通
会
計
分
が
九
兆
四
、
二
八
二
億

円
、
公
営
企
業
会
計
等
分
が
二
兆
五
、
七
七
四
億
円

で
、
合
わ
せ
て
一
二
兆
五
十
六
億
円
が
計
上
さ
れ
て

お
り
、
前
年
度
に
比
べ
て
三
、
六
○
○
億
円
、
三
・

一
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
表
１
）

（
２
）
主
な
特
色

　
①
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
緊
急
対

策
の
推
進

　「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
三
カ

年
緊
急
対
策
」（
以
下
「
三
カ
年
緊
急
対
策
」
と

い
う
。）
に
基
づ
く
補
助
事
業
等
の
着
実
な
推
進

の
た
め
、
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策

事
業
が
創
設
さ
れ
、
六
、
○
八
四
億
円
が
計
上
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、地
方
公
共
団
体
が
「
三
カ
年
緊
急
対
策
」

に
基
づ
く
事
業
と
連
携
し
つ
つ
、
緊
急
に
自
然
災

害
を
防
止
す
る
た
め
の
社
会
基
盤
の
整
備
に
取
り

組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策

事
業
が
創
設
さ
れ
、
三
、
○
○
○
億
円
が
計
上
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
各
市
町
村
に
お
か
れ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
を

活
用
し
、
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
の
た
め
の

取
組
み
の
推
進
を
図
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　
② 

公
共
施
設
等
の
適
正
管
理
の
推
進

　
地
方
公
共
団
体
が
、
公
共
施
設
等
の
適
正
管
理

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
公
共
施

設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
に
お
い
て
、
長
寿
命
化

に
係
る
事
業
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
、
前
年
度
同
額

の
四
、
三
二
○
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
各
市
町
村
に
お
か
れ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
を

活
用
し
、
公
共
施
設
等
の
適
正
管
理
に
つ
い
て
、

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
等
に
基
づ
く
取
組
み

の
推
進
を
図
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　
③ 

過
疎
対
策
事
業
の
推
進

　
過
疎
地
域
の
自
立
促
進
の
た
め
の
施
策
を
推
進

平
成
三
十
一
年
度
　
地
方
債
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

市
町
村
課
係
長
（
企
画
財
政
担
当
）　

大
　
野
　
文
　
哉
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（単位：億円、％）

平成31年度地方債計画
（通常収支分）

表１

項　　　　目
平成31年度
計画額（Ａ)

平成30年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

一　一 般 会 計 債

　１　公 共 事 業 等 16,627 16,476 151 0.9

　２　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 6,084 − 6,084 皆増

　３　公 営 住 宅 建 設 事 業 1,140 1,130 10 0.9

　４　災 害 復 旧 事 業 955 873 82 9.4

　５　教育・福祉施設等整備事業 3,402 3,391 11 0.3

　　(1)　学 校 教 育 施 設 等 1,256 1,245 11 0.9

　　(2)　社 会 福 祉 施 設 383 383 0 0.0

　　(3)　一 般 廃 棄 物 処 理 656 656 0 0.0

　　(4)　一 般 補 助 施 設 等 567 567 0 0.0

　　(5)　施 設（ 一 般 財 源 化 分） 540 540 0 0.0

　６　一 般 単 独 事 業 25,415 22,634 2,781 12.3

　　(1)　一　　　　　　　　　般 2,113 2,332 △ 219 △ 9.4

　　(2)　地 域 活 性 化 690 690 0 0.0

　　(3)　防 災 対 策 871 871 0 0.0

　　(4)　地 方 道 路 等 3,221 3,221 0 0.0

　　(5)　旧 合 併 特 例 6,200 6,200 0 0.0

　　(6)　緊 急 防 災 ・ 減 災 5,000 5,000 0 0.0

　　(7)　公 共 施 設 等 適 正 管 理 4,320 4,320 0 0.0

　　(8)　緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 3,000 − 3,000 皆増

　７　辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業 5,210 5,085 125 2.5

　　(1)　辺 地 対 策 510 485 25 5.2

　　(2)　過 疎 対 策 4,700 4,600 100 2.2

　８　公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 345 345 0 0.0

　９　行 政 改 革 推 進 700 700 0 0.0

　10　調　　　　　　　　　　　整 100 100 0 0.0

計 59,978 50,734 9,244 18.2

二　公 営 企 業 債

　１　水 道 事 業 5,946 5,389 557 10.3

　２　工　業　用　水　道　事　業 307 216 91 42.1

　３　交 通 事 業 1,420 1,327 93 7.0

　４　電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業 262 225 37 16.4

　５　港 湾 整 備 事 業 569 508 61 12.0

　６　病院事業・介護サービス事業 4,005 3,822 183 4.8

　７　市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業 362 358 4 1.1

　８　地 域 開 発 事 業 912 745 167 22.4

　９　下 水 道 事 業 12,773 12,298 475 3.9

　10　観 光 そ の 他 事 業 154 169 △ 15 △ 8.9

計 26,710 25,057 1,653 6.6

合　　　　　計 86,688 75,791 10,897 14.4
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す
る
た
め
、
過
疎
対
策
事
業
が
充
実
さ
れ
、
前
年

度
比
一
○
○
億
円
増
の
四
、
七
〇
〇
億
円
が
計
上

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
④ 

財
政
融
資
資
金
の
償
還
期
間
の
延
長

　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
幼
稚
園
そ
の
他

の
学
校
施
設
及
び
社
会
体
育
施
設
）
に
つ
い
て
、

二
十
年
以
内
（
う
ち
据
置
三
年
以
内
）
が
二
十
五

年
以
内
（
う
ち
据
置
三
年
以
内
）
に
延
長
さ
れ
る

と
と
も
に
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
に
つ
い
て
は
、

十
五
年
以
内
（
う
ち
据
置
三
年
以
内
）
が
二
十
年

以
内
（
う
ち
据
置
三
年
以
内
）
に
延
長
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
⑤ 

臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行

　
地
方
財
源
の
不
足
に
対
処
す
る
た
め
、
地
方
財

政
法
第
五
条
の
特
例
と
し
て
、
前
年
度
に
比
べ
て

七
、
二
九
七
億
円
、
一
八
・
三
％
減
の
三
兆
二
、

五
六
八
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
　
東
日
本
大
震
災
分

　
平
成
三
十
一
年
度
地
方
債
計
画
の
東
日
本
大
震
災
分

に
つ
い
て
は
、
復
旧
・
復
興
事
業
と
し
て
、
総
計
で
二

十
八
億
円
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
前
年
度
に
比
べ
て
二

十
五
億
円
、
四
七
・
二
％
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
表

２
）Ⅲ

　
地
方
債
資
金
の
確
保

　
平
成
三
十
一
年
度
地
方
債
計
画
の
資
金
の
構
成
は
、

表
１
、
表
２
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
通
常
収
支
分
の
公
的
資
金
（
財
政
融
資
資
金
、
地
方

項　　　　目
平成31年度
計画額（Ａ)

平成30年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

三　臨 時 財 政 対 策 債 32,568 39,865 △ 7,297 △ 18.3

四　退 職 手 当 債 800 800 0 0.0

五　国 の 予 算 等 貸 付 金 債 （　　　281） （　　　276） （ 5） （ 1.8）

総　　　　　計
（　　　281） （　　　276） （ 5） （ 1.8）

120,056 116,456 3,600 3.1

内 

訳

普 通 会 計 分 94,282 92,186 2,096 2.3

公 営 企 業 会 計 等 分 25,774 24,270 1,504 6.2

資　金　区　分

公 的 資 金 47,892 45,848 2,044 4.5

財 政 融 資 資 金 29,507 28,066 1,441 5.1

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 18,385 17,782 603 3.4

（ 国 の 予 算 等 貸 付 金 ） （　　　281） （　　　276） （ 5） （ 1.8）

民 間 等 資 金 72,164 70,608 1,556 2.2

市 場 公 募 39,400 38,200 1,200 3.1

銀 行 等 引 受 32,764 32,408 356 1.1

その他同意等の見込まれる項目
　１　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債
　２　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債
　３　財政再生団体が発行する再生振替特例債

（備考）
１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として 56 億円を計上している。
２　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外

書である。
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特集１●　平成31年度　地方債計画の概要について
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公
共
団
体
金
融
機
構
資
金
）
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
と

同
程
度
の
割
合
が
確
保
さ
れ
、
所
要
額
と
し
て
、
四
兆

七
、
八
九
二
億
円
（
前
年
度
比
二
、
○
四
四
億
円
、
四
・

五
％
増
、構
成
比
三
九
・
九
％
）
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
分
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る

事
業
が
円
滑
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
所
要
額
の
全
額
が

公
的
資
金
で
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
民
間
等
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
円
滑
な
調

達
を
図
る
た
め
、
市
場
公
募
地
方
債
の
発
行
を
引
き
続

き
推
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅳ
　
お
わ
り
に

　
各
市
町
村
に
お
か
れ
て
は
、
中
長
期
的
な
視
点
に

立
っ
た
計
画
的
な
財
政
運
営
に
資
す
る
た
め
、
地
方
債

の
発
行
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
年
度
の
地
方
債
計
画
の

内
容
に
十
分
ご
留
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
将
来
に
わ
た

る
地
方
債
の
発
行
計
画
や
償
還
計
画
等
に
よ
り
、
総
合

的
な
地
方
債
の
管
理
に
努
め
つ
つ
、
地
方
債
を
効
果
的

に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
創
生
に
関
す
る
取
組

み
や
、
防
災
・
減
災
対
策
等
の
着
実
な
推
進
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
三
十
一
年
度
の
各
事
業
債
の
詳
細
な
取

扱
い
等
、
具
体
的
な
起
債
事
務
に
つ
い
て
は
、
総
務
省

が
告
示
す
る
地
方
債
同
意
等
基
準
や
、
総
務
副
大
臣
が

通
知
す
る
地
方
債
同
意
等
基
準
運
用
要
綱
等
を
踏
ま
え
、

適
切
な
事
務
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

（単位：億円、％）

平成31年度地方債計画
（東日本大震災分）

表２

項　　　　　目
平成31年度
計画額（Ａ)

平成30年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

一 般 会 計 債

公 営 住 宅 建 設 事 業 9 30 △ 21 △ 70.0

災 害 復 旧 事 業 10 9 1 11.1

一 般 単 独 事 業 3 2 1 50.0

公 営 企 業 債

下 水 道 事 業 6 12 △ 6 △ 50.0

国 の 予 算 等 貸 付 金 債 （　　　　　5） （　　　　　4） （　 1） （ 25.0）

総　　　　　　　　計
（　　　　　5） （　　　　　4） （ 1） （ 25.0）

28 53 △ 25 △ 47.2

内
訳

普 通 会 計 分 12 32 △ 20 △ 62.5

公 営 企 業 会 計 等 分 16 21 △ 5 △ 23.8

資
金
区
分

公 的 資 金

財 政 融 資 資 金 20 36 △ 16 △ 44.4

地方公共団体金融機構資金 8 17 △ 9 △ 52.9

（ 国 の 予 算 等 貸 付 金 ） （　　　　　5） （　　　　　4） （ 1） （ 25.0）

その他同意等の見込まれる項目
　１　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設

整備等事業債
　２　上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る復興交付金等を受けて事業を実施する場合に発行する

公営企業債
　３　上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債
　４　旧公営企業金融公庫資金又は地方公共団体金融機構資金の使用によって取得した財産が、東日本大震災に
　　より焼失又は滅失した場合において繰上償還の財源として発行する被災施設借換債

（備考）
　　国の予算等貸付金債の（　）書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。

復旧・復興事業
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（単位：億円、％）

平成31年度地方債計画
（通常収支分と東日本大震災分の合計）

（参考）

項　　　　目
平成31年度
計画額（Ａ)

平成30年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

一　一 般 会 計 債

　１　公 共 事 業 等 16,627 16,476 151 0.9

　２　防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 6,084 − 6,084 皆増

　３　公 営 住 宅 建 設 事 業 1,149 1,160 △ 11 △ 0.9

　４　災 害 復 旧 事 業 965 882 83 9.4

　５　教育・福祉施設等整備事業 3,402 3,391 11 0.3

　　(1)　学 校 教 育 施 設 等 1,256 1,245 11 0.9

　　(2)　社 会 福 祉 施 設 383 383 0 0.0

　　(3)　一 般 廃 棄 物 処 理 656 656 0 0.0

　　(4)　一 般 補 助 施 設 等 567 567 0 0.0

　　(5)　施 設（ 一 般 財 源 化 分） 540 540 0 0.0

　６　一 般 単 独 事 業 25,418 22,636 2,782 12.3

　　(1)　一　　　　　　　　　般 2,116 2,334 △ 218 △ 9.3

　　(2)　地 域 活 性 化 690 690 0 0.0

　　(3)　防 災 対 策 871 871 0 0.0

　　(4)　地 方 道 路 等 3,221 3,221 0 0.0

　　(5)　旧 合 併 特 例 6,200 6,200 0 0.0

　　(6)　緊 急 防 災 ・ 減 災 5,000 5,000 0 0.0

　　(7)　公 共 施 設 等 適 正 管 理 4,320 4,320 0 0.0

　　(8)　緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 3,000 − 3,000 皆増

　７　辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業 5,210 5,085 125 2.5

　　(1)　辺 地 対 策 510 485 25 5.2

　　(2)　過 疎 対 策 4,700 4,600 100 2.2

　８　公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 345 345 0 0.0

　９　行 政 改 革 推 進 700 700 0 0.0

　10　調　　　　　　　　　　　整 100 100 0 0.0

計 60,000 50,775 9,225 18.2

二　公 営 企 業 債

　１　水 道 事 業 5,946 5,389 557 10.3

　２　工　業　用　水　道　事　業 307 216 91 42.1

　３　交 通 事 業 1,420 1,327 93 7.0

　４　電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業 262 225 37 16.4

　５　港 湾 整 備 事 業 569 508 61 12.0

　６　病院事業・介護サービス事業 4,005 3,822 183 4.8

　７　市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業 362 358 4 1.1

　８　地 域 開 発 事 業 912 745 167 22.4

　９　下 水 道 事 業 12,779 12,310 469 3.8

　10　観 光 そ の 他 事 業 154 169 △ 15 △ 8.9

計 26,716 25,069 1,647 6.6

合　　　　　計 86,716 75,844 10,872 14.3

特集１●　平成31年度　地方債計画の概要について

1特集
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項　　　　目
平成31年度
計画額（Ａ)

平成30年度
計画額（Ｂ)

差　　引
(Ａ)−(Ｂ)　(Ｃ)

増　減　率
(Ｃ)／(Ｂ)×100

三　臨 時 財 政 対 策 債 32,568 39,865 △ 7,297 △ 18.3

四　退 職 手 当 債 800 800 0 0.0

五　国 の 予 算 等 貸 付 金 債 （　　　286） （　　　280） （ 6） （ 2.1）

総　　　　　計
（　　　286） （　　　280） （ 6） （ 2.1）

120,084 116,509 3,575 3.1

内 

訳

普 通 会 計 分 94,294 92,218 2,076 2.3

公 営 企 業 会 計 等 分 25,790 24,291 1,499 6.2

資　金　区　分

公 的 資 金 47,920 45,901 2,019 4.4

財 政 融 資 資 金 29,527 28,102 1,425 5.1

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 18,393 17,799 594 3.3

（ 国 の 予 算 等 貸 付 金 ） （　　　286） （　　　280） （ 6） （ 2.1）

民 間 等 資 金 72,164 70,608 1,556 2.2

市 場 公 募 39,400 38,200 1,200 3.1

銀 行 等 引 受 32,764 32,408 356 1.1

その他同意等の見込まれる項目
　１　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債
　２　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債
　３　財政再生団体が発行する再生振替特例債
　４　旧公営企業金融公庫資金又は地方公共団体金融機構資金の使用によって取得した財産が、東日本大震災に
　　より焼失又は滅失した場合において繰上償還の財源として発行する被災施設借換債

（備考）

　１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として 56 億円を計上している。
　２　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするもの

であって外書である。

特集１●　平成31年度　地方債計画の概要について

1特集
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は
じ
め
に

　
平
成
三
十
一
年
度
の
税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て
は
、

消
費
税
率
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
を
平
成
三
十
一
年
十
月

に
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
駆
け
込
み
需
要
と
反

動
減
と
い
っ
た
大
き
な
需
要
変
動
が
生
じ
な
い
よ
う
、

住
宅
に
対
す
る
税
制
上
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
車
体
課
税
に
つ
い
て
は
、
保
有
課
税
の
軽
減
も
含

め
て
地
方
の
安
定
的
な
財
源
を
確
保
し
つ
つ
大
幅
な
見

直
し
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
寄
附
金
税
額
控
除
）

の
見
直
し
や
、
子
ど
も
の
貧
困
に
対
応
す
る
た
め
の
個

人
住
民
税
の
非
課
税
措
置
の
導
入
な
ど
多
様
な
改
正
が

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
以
下
、
市
町
村
税
に
関
す
る

主
な
改
正
点
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

１
　
個
人
住
民
税
関
係

（
１
）　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
（
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
）
の
拡
充
に
伴
う
措
置
等

　
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
需
要
変
動
の
平
準
化
対
策

の
う
ち
、
住
宅
に
係
る
措
置
と
し
て
は
、
平
成
三
十
二
年

末
ま
で
の
間
、
消
費
税
率
一
〇
％
が
適
用
さ
れ
る
住
宅

取
得
等
に
つ
い
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
控
除
期
間
を

三
年
延
長
し
、
十
三
年
間
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
個
人
が
、
住
宅
の
取
得
等
（
そ
の
対

価
の
額
又
は
費
用
の
額
に
含
ま
れ
る
消
費
税
等
の
税
率

が
一
〇
％
で
あ
る
場
合
の
住
宅
の
取
得
等
に
限
る
。）

を
し
て
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に
供
し
た
場

合
に
お
け
る
、
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得

税
額
の
特
別
控
除
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
者
の
う
ち
、

適
用
年
の
十
一
年
目
か
ら
十
三
年
目
ま
で
の
各
年
分
の

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
か
ら
当
該
年
分
の
所

得
税
額
（
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用
が
な
い
も

の
と
し
た
場
合
の
所
得
税
額
と
す
る
。）
を
控
除
し
た

残
額
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度
分
の
個
人
住

民
税
に
お
い
て
、
当
該
残
額
に
相
当
す
る
額
を
当
該
年

分
の
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
等
の
額
に
百
分
の
七

を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
高
一
三
・
六
五
万
円
）
の
控
除

限
度
額
の
範
囲
内
で
減
額
さ
れ
ま
す
。
　

　
こ
の
措
置
に
よ
る
個
人
住
民
税
の
減
収
額
は
、
全
額

国
費
で
補
填
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
三
十
一
年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に

お
け
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
に
つ
い

て
、
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ

た
申
告
書
に
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
に
関
す
る

事
項
の
記
載
が
あ
る
こ
と
等
の
要
件
が
不
要
と
な
り
ま

す
。（
表
１
）

（
２
）　
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
寄
附
金
税
額
控
除
）
の

見
直
し

　
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
ふ
る
さ
と
や
地
方
団
体
の

様
々
な
取
組
み
を
支
援
す
る
気
持
ち
を
形
に
す
る
仕
組

み
と
し
て
、
平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
ま
し
た
が
、
地
方
団
体
間
の
返
礼
品
競
争
が
激
化

し
、
一
部
の
団
体
に
お
い
て
ふ
る
さ
と
納
税
の
趣
旨
に

反
す
る
よ
う
な
返
礼
品
が
送
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指

摘
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
今
回
の
税
制
大
綱
で
は
、

「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
健
全
な
発
展
に
向
け
て
、
一

定
の
ル
ー
ル
の
中
で
地
方
公
共
団
体
が
創
意
工
夫
を
す

る
こ
と
に
よ
り
全
国
各
地
の
地
域
活
性
化
に
繋
げ
る
た

め
、
過
度
な
返
礼
品
を
送
付
し
、
制
度
の
趣
旨
を
歪
め

て
い
る
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ

と
納
税
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
制
度

の
見
直
し
を
行
う
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
見
直
し
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
三
十
一
年
度
　
税
制
改
正
（
市
町
村
税
関
係
）
に
つ
い
て

市
町
村
課
課
長
補
佐
（
税
政
担
当
）　

岡
　
本
　
理
　
恵

特集１●　平成31年度　税制改正（市町村税関係）について
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①
　
総
務
大
臣
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
都
道
府
県

又
は
市
区
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。）

を
ふ
る
さ
と
納
税
（
特
例
控
除
）
の
対
象
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
イ
　
寄
附
金
の
募
集
を
適
正
に
実
施
す
る
都
道
府
県

等

　
ロ
　
イ
の
都
道
府
県
等
で
返
礼
品
を
送
付
す
る
場
合

に
は
、
次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
都
道

府
県
等

　(

イ)

　
返
礼
品
の
返
礼
割
合
を
三
割
以

下
と
す
る
こ
と

　(

ロ)

　
返
礼
品
を
地
場
産
品
と
す
る
こ

と

②
　
①
の
基
準
は
総
務
大
臣
が
定
め
る
こ

と
と
す
る
。

③
　
指
定
は
、
都
道
府
県
等
の
申
出
に
よ

り
行
う
こ
と
と
す
る
。

④
　
総
務
大
臣
は
、
指
定
を
し
た
都
道
府

県
等
が
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と

認
め
る
場
合
等
に
は
、
指
定
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

⑤
　
総
務
大
臣
は
指
定
を
し
、
又
は
指
定

を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
。

⑥
　
基
準
の
制
定
や
改
廃
、
指
定
や
指
定

の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
審

議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
改
正
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
一

日
以
後
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

（
３
）　
子
ど
も
の
貧
困
に
対
応
す
る
た
め
の
個
人
住
民

税
の
非
課
税
措
置

①
　
現
行
の
個
人
住
民
税
の
非
課
税
措
置
の
対
象
は
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
一
二
五
万
円
（
平
成
三
十

三
年
度
以
降
分
は
一
三
五
万
円
）
以
下
の
障
害
者
、

未
成
年
者
、
寡
婦
又
は
寡
夫
と
な
っ
て
お
り
、
未
婚

の
ひ
と
り
親
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
今
回
の
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講

ず
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
、
平
成
三
十
三
年
度
分
以

後
の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
ア
　
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
児
童
の

父
又
は
母
の
う
ち
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者

又
は
配
偶
者
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
（
こ
れ

ら
の
者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
一
三
五
万
円

を
超
え
る
場
合
を
除
く
。）
を
個
人
住
民
税
の
非

課
税
措
置
の
対
象
に
加
え
る
。

　
　（
※
）「
児
童
」
は
、
父
又
は
母
と
生
計
を
一
に
す

る
子
で
前
年
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
が

四
八
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

  

　（
※
）「
婚
姻
」
及
び
「
配
偶
者
」
に
は
、
婚
姻
の

届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む

　
イ
　
個
人
住
民
税
の
申
告
書
、
給
与
所
得
者
の
扶
養

親
族
申
告
書
及
び
給
与
支
払
報
告
書
等
に
つ
い
て
、

①
の
者
に
該
当
す
る
旨
を
記
載
し
、
申
告
す
る
こ

と
と
す
る
。

②
　
個
人
住
民
税
の
非
課
税
措
置
に
お
け
る
未
成
年
の

要
件
に
つ
い
て
、
改
正
後
の
民
法
の
未
成
年
と
同
様

と
す
る
。

③
　
平
成
三
十
一
年
度
分
の
個
人
住
民
税
に
係
る
非
課

税
限
度
額
（
均
等
割
・
所
得
割
）
に
つ
い
て
は
、
現

特集１●　平成31年度　税制改正（市町村税関係）について
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行
ど
お
り
と
す
る
。

（
４
）　
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
並
び
に
森
林
環
境
譲
与

税
（
仮
称
）
の
法
制
化

　
パ
リ
協
定
の
枠
組
み
の
下
に
お
け
る
わ
が
国
の
温
室

効
果
ガ
ス
排
出
削
減
目
標
の
達
成
や
災
害
防
止
を
図
る

た
め
、
森
林
整
備
等
に
必
要
な
地
方
財
源
を
安
定
的
に

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
三
十
年
度
税
制
改
正
大
綱

の
内
容
の
と
お
り
、
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
及
び
森
林

環
境
譲
与
税
（
仮
称
）
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
改
正
内

容
は
平
成
三
十
年
度
税
政
制
改
正
大
綱
で
示
さ
れ
た
内

容
と
同
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。(

表
２)

２
　
車
体
課
税
関
係

　
消
費
税
率
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
に
あ
わ
せ
、
自
動
車

税
の
税
率
を
恒
久
的
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
自

動
車
ユ
ー
ザ
ー
の
負
担
を
軽
減
し
、
需
要
を
平
準
化
す

る
と
と
も
に
、
国
内
自
動
車
市
場
の
活
性
化
と
新
車
代

替
の
促
進
に
よ
る
燃
費
性

能
の
優
れ
た
自
動
車
や
先

進
安
全
技
術
搭
載
車
の
普

及
等
を
図
る
こ
と
と
さ
れ

ま
し
た
。

　
恒
久
減
税
に
よ
る
地
方

税
の
減
収
に
つ
い
て
は
、

エ
コ
カ
ー
減
税
の
見
直
し

や
グ
リ
ー
ン
化
特
例
の
重

点
化
、
環
境
性
能
割
の
基

準
見
直
し
に
よ
り
財
源
を

確
保
し
、
な
お
生
じ
る
財

源
不
足
額
に
つ
い
て
は
そ

の
全
額
を
国
費
で
補
填
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に

見
合
っ
た
地
方
税
財
源
を

確
保
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。（
表
３
）

  

こ
の
う
ち
、
市
町
村
税

（
軽
自
動
車
）
に
関
す
る

主
な
改
正
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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（
１
）　
軽
自
動
車
税
環

境
性
能
割
の
税
率

の
適
用
区
分
の
見

直
し

①
　
平
成
三
十
一
年
十

月
一
日
か
ら
導
入
さ

れ
る
軽
自
動
車
税
環

境
性
能
割
に
つ
い
て

は
、
非
課
税
又
は

一
％
若
し
く
は
二
％

の
税
率
（
営
業
用

自
動
車
に
あ
っ
て

は
、非
課
税
又
は
〇
・

五
％
若
し
く
は
一
％

の
税
率
。
自
家
用
軽

自
動
車
に
係
る
特
例

措
置
に
よ
る
二
％
の

税
率
を
除
く
。）
の

適
用
区
分
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
見
直
し

が
あ
り
ま
し
た
。

　
ア
　
天
然
ガ
ス
軽
自

動
車

　
平
成
三
十
年
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
す
る
も
の

を
非
課
税
の
適
用
を
受
け
る
区
分
に
加
え
る
。

　
イ
　
乗
用
車
及
び
ト
ラ
ッ
ク
（
車
両
総
重
量
が
二
・

五
ト
ン
以
下
の
も
の
）

　
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
で
平
成
三
十
年
排
出
ガ
ス

規
制
に
適
合
し
、
か
つ
、
平
成
三
十
年
排
出
ガ
ス

基
準
値
よ
り
五
〇
％
以
上
窒
素
酸
化
物
等
の
排
出

量
が
少
な
い
軽
自
動
車
を
、
非
課
税
又
は
一
％
若

し
く
は
二
％
の
税
率
の
適
用
を
受
け
る
区
分
に
加

え
る
。（
表
４
）

②
　
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
対
応
と
し
て
、
平
成
三

十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
九
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
取
得
し
た
自
家
用
乗
用
車
に
つ
い
て
、

環
境
性
能
割
の
税
率
を
一
％
分
軽
減
す
る
特
例
措
置

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
こ
の
措
置
に
よ
る
減
収
に
つ
い
て
は
、
全
額

国
費
で
補
填
さ
れ
る
予
定
で
す
。（
表
５
）
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（
２
）　
グ
リ
ー
ン
化
特
例（
軽
課
）

の
大
幅
見
直
し

①
　
自
家
用
乗
用
車

　
消
費
税
率
引
上
げ
に
配
慮
し
、

現
行
制
度
を
二
年
間
延
長
し
た

上
で
、
平
成
三
十
三
年
度
及
び
平

成
三
十
四
年
度
に
新
規
取
得
し

た
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
グ
リ
ー

ン
化
特
例
（
軽
課
）
の
適
用
対

象
が
電
気
自
動
車
及
び
天
然
ガ

ス
軽
自
動
車
に
限
定
さ
れ
ま
す
。

②
　
①
以
外
の
軽
自
動
車

　
現
行
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例

（
軽
課
）
の
適
用
期
限
が
二
年

延
長
さ
れ
ま
す
。（
表
６
）

（
３
）　
そ
の
他

　
県
税
や
国
税
の
改
正
に
よ
り

市
町
村
税
収
に
影
響
が
あ
る
も

の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
　
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
交

付
金
に
か
か
る
交
付
率
の
見
直
し

　
今
回
の
車
体
課
税
の
見
直
し
に
伴
う
都
道
府
県
・

市
町
村
間
の
財
源
調
整
の
た
め
、
自
動
車
税
環
境
性

能
割
交
付
金
に
か
か
る
県
か
ら
市
町
村
へ
の
交
付
率

が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

②
　
エ
コ
カ
ー
減
税
の
軽
減
割
合
等
の
見
直
し

　
環
境
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の

乗
用
車（
登
録
車
及
び
軽
自
動
車
）に
係
る
エ
コ
カ
ー

減
税（
自
動
車
取
得
税(

県
税)

・
自
動
車
重
量
税(

国

税)

）
の
見
直
し
に
よ
っ
て
、
市
町
村
に
交
付
さ
れ

る
自
動
車
取
得
税
交
付
金
及
び
市
町
村
に
譲
与
さ
れ

る
自
動
車
重
量
譲
与
税
が
増
収
と
な
り
ま
す
。

　
※
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
九

月
三
十
日
に
廃
止
さ
れ
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一

日
か
ら
環
境
性
能
割
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

３
　
固
定
資
産
課
税
関
係

　　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
を
利
用
し
た
地
域
福
利
増
進

事
業
に
係
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準

の
特
例
措
置
の
創
設

　
平
成
三
十
年
に
制
定
さ
れ
た
「
所
有
者
不
明
土
地
の

利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
お
い
て
、

一
定
の
所
有
者
不
明
土
地
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事

に
よ
る
事
業
の
公
益
性
等
の
確
認
を
経
て
、
都
道
府
県

知
事
の
裁
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
に
上
限
を
十
年
と
す

る
使
用
権
を
設
定
し
、
公
園
、
広
場
等
を
整
備
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
「
地
域
福
利
増
進
事
業
」
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

　
平
成
三
十
一
年
度
税
制
改
正
で
は
、
所
有
者
不
明
土

地
の
利
用
を
進
め
る
地
域
福
利
事
業
を
実
施
す
る
者
が

当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
一
定
の
土
地
及
び
償
却
資
産

に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
課

税
標
準
を
最
初
の
五
年
間
価
格
の
三
分
の
二
と
す
る
特

例
措
置
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
適
用
と
な
っ

て
い
ま
す
。
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４
　
納
税
環
境
整
備
等

　（１
）　eLT

A
X

障
害
発
生
時
の
申
告
等
に
係
る
期
限
延

長
　eLT

A
X

に
障
害
が
発
生
し
た
場
合
の
申
告
等
に
係

る
期
限
に
つ
い
て
、
迅
速
か
つ
全
国
統
一
的
な
対
応

を
行
う
た
め
、総
務
大
臣
は
、eLT

A
X

の
障
害
に
よ
っ

て
多
く
の
納
税
者
が
期
限
ま
で
に
申
告
等
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
告
示
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
当
該
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
ま
し
た
。

（
２
）　
大
法
人
の
電
子
申
告
の
義
務
化
に
伴
う
所
要
の

措
置

　
大
法
人
に
対
す
る
法
人
住
民
税
に
係
る
電
子
申
告

義
務
の
創
設
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
所
要
の
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
　
申
告
書
の
添
付
資
料
に
つ
い
て
は
、
光
デ
ィ
ス
ク

等
に
よ
る
提
出
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

②
　
電
子
通
信
回
線
の
故
障
や
災
害
等
の
理
由
に
よ
り

電
子
申
告
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
の

長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
申
告
書
等
を
書
面
に

よ
り
提
出
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

③
　
総
務
大
臣
は
、eLT

A
X

の
障
害
に
よ
り
電
子
申
告

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
告
示
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
申
告
書
等
を
書
面
に
よ
り
提
出
で
き
る

こ
と
と
す
る
。

む
す
び
に

　
今
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、
消
費
税
率
一
〇
％
へ
の

引
上
げ
を
平
成
三
十
一
年
十
月
に
確
実
に
実
施
す
る
こ

と
と
し
、
需
要
変
動
の
平
準
化
に
向
け
た
支
援
策
等
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
等
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
意
義
、
地
方
税

財
源
の
充
実
・
確
保
の
観
点
か
ら
の
必
要
性
な
ど
に
つ

い
て
、
県
民
に
分
か
り
や
す
く
、
丁
寧
に
説
明
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
、
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
の
導
入
に
当
た
り
、

混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
万
全
の
準
備
を
進
め
る
た
め
に

は
、
住
民
に
身
近
な
市
町
村
か
ら
の
事
業
者
及
び
消
費

者
へ
の
周
知
が
効
果
的
で
す
の
で
、
積
極
的
な
広
報
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
後
の
検
討
事
項
と
し
て
、
自
動
車
関
係
諸

税
に
つ
い
て
は
、
技
術
革
新
や
保
有
か
ら
利
用
へ
の
変

化
等
の
自
動
車
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
の
動
向
、
環
境

負
荷
の
低
減
に
対
す
る
要
請
の
高
ま
り
等
を
踏
ま
え
つ

つ
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
財
源
を
安
定
的
に
確
保
し
て

い
く
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
検
討
を
行
う
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
さ
ら
に
、
子
ど
も
の
貧
困
に
対
応
す
る
た
め
、
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
子
を
持
つ
ひ
と
り
親
に
対
す

る
更
な
る
税
制
上
の
対
応
の
要
否
等
に
つ
い
て
は
、
平

成
三
十
二
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
検
討
し
、
結
論
を

得
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ま
方
に
は
、
こ
れ
ら
の
今
後
の
検
討
事
項
と
さ

れ
た
事
項
の
動
向
を
注
視
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も

に
、
地
方
財
源
確
保
に
向
け
た
よ
り
一
層
の
適
正
な
課

税
・
徴
収
事
務
の
執
行
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ヤ
ー
ズ
？

　
皆
さ
ん
、
ご
存
じ
で
す
か
？

ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ヤ
ー
ズ
！

　
そ
う
な
ん
で
す
。
本
年
か
ら
三
年
連
続
、
我
が
国
を

舞
台
と
し
て
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
本
年
は
、
ア
ジ
ア
初
開
催
！
ラ
グ
ビ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

チ
ー
ム
の
世
界
一
を
決
定
す
る
四
年
に
一
度
の
国
際

大
会
、「
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
２
０
１
９
」
が
、

九
月
二
十
日
か
ら
十
一
月
二
日
ま
で
、
二
十
チ
ー
ム
が

参
加
し
、
日
本
全
国
十
二
会
場
で
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら

れ
ま
す
。

　
ま
た
来
年
は
、
一
九
六
四
年
東
京
大
会
以
来
、
五
十

六
年
ぶ
り
と
な
る
「
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
が
開
催
さ
れ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

七
月
二
十
四
日
か
ら
八
月
九
日
ま
で
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
八
月
二
十
五
日
か
ら
九
月
六
日
ま
で
、世
界
各
国
・

地
域
か
ら
オ
リ
ン
ピ
ア
ン
や
パ
ラ
リ
ン
ピ
ア
ン
が
我
が

国
に
集
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
三
年
締
め
と
な
る
二
〇
二
一
年
に
は
、
概

ね
三
十
歳
以
上
の
ス
ポ
ー
ツ
愛
好
家
で
あ
れ
ば
誰
で
も

参
加
が
可
能
な
四
年
に
一
度
の
「
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
」
世

界
最
高
峰
の
国
際
総
合
競
技
大
会
、
ア
ジ
ア
で
は
初
と

な
る
「
ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
２
０
２
１
関

西
」
が
、
五
月
十
四
日
か
ら
五
月
三
十
日
ま
で
、
関
西

広
域
連
合
構
成
十
二
府
県
市
と
福
井
県
を
会
場
に
開
催

さ
れ
ま
す
。
　

　
そ
こ
で
、
我
が
国
で
の
三
大
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の

開
催
を
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
捉
え
、
ト
ッ
プ

ア
ス
リ
ー
ト
の
招
聘
や
交
流
に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
へ
の

関
心
や
参
加
を
高
め
る
と
と
も
に
、
競
技
環
境
の
整
備

や
競
技
力
の
向
上
、
さ
ら
に
は
、
に
ぎ
わ
い
の
創
出
な

ど
ス
ポ
ー
ツ
を
活
か
し
た
新
た
な
と
く
し
ま
レ
ガ
シ
ー

の
創
出
に
向
け
た
本
県
の
様
々
な
取
組
状
況
を
紹
介
し

ま
す
。

 

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
２
０
１
９

ジ
ョ
ー
ジ
ア
代
表
が
や
っ
て
来
る
！	

 　
先
ず
は
、「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
」
国
の
紹
介

で
す
。
日
本
で
は
「
グ
ル
ジ
ア
」
と
呼
ん

で
い
ま
し
た
が
、
二
〇
一
五
年
四
月
に
呼

称
を
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
」
に
変
更
し
ま
し
た
。

　
一
九
九
一
年
四
月
、
ソ
連
邦
か
ら
独
立

を
宣
言
し
、
首
都
は
ト
ビ
リ
シ
、
人
口
は

約
四
百
万
人
、面
積
は
約
七
万
平
方
㎞
（
日

本
の
約
五
分
の
一
）
で
、
農
業
、
食
品
加

工
業
、鉱
業
を
主
要
産
業
と
し
て
お
り
「
ワ

イ
ン
発
祥
の
地
」
と
し
て
有
名
な
国
で
す
。

　
場
所
は
、
黒
海
と
カ
ス
ピ
海
に
囲
ま
れ

た
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
に
あ
り
、「
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
」
と
「
ア
ル
メ
ニ
ア
」
を
あ

わ
せ
、
コ
ー
カ
サ
ス
三
国
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
で
は
、
柔
道
、
レ
ス
リ
ン
グ
、
ウ

エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
の
強
豪
国
で
あ
り
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
や
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
て
い

ま
す
。

　
そ
し
て
、ラ
グ
ビ
ー
ジ
ョ
ー
ジ
ア
代
表
チ
ー
ム
、ニ
ッ

ク
ネ
ー
ム
は「
レ
ロ
ス
」、世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
十
二
位（
二

〇
一
九
年
三
月
十
一
日
現
在
）
で
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
に
は
五
大
会
連
続
出
場
し
、
２
０
１
８
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際
選
手
権
で
は
優
勝
を
果
た
し
た
強
豪
チ
ー

ム
で
す
。

　
昨
年
の
六
月
二
十
一
日
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
・
ラ
グ
ビ
ー

協
会
の
ゴ
チ
ャ
・
ス
ヴ
ァ
ニ
ゼ
会
長
が
来
県
し
、
徳
島

幕
開
け
！
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ヤ
ー
ズ

徳
島
県
県
民
環
境
部
次
長　

森
　
口
　
浩
　
德
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県
と
の
基
本
協
定
締
結
に
よ
り
、
ジ
ョ
ー

ジ
ア
代
表
チ
ー
ム
の
事
前
キ
ャ
ン
プ
実
施

が
決
定
し
ま
し
た
。

　
徳
島
に
や
っ
て
来
る
の
は
、
本
年
九
月

八
日
か
ら
九
月
十
六
日
の
予
定
で
あ
り
、

芝
生
を
全
面
改
修
し
、
冬
で
も
鮮
や
か
な

「
緑
」
を
保
つ
「
国
際
レ
ベ
ル
の
競
技
環

境
」
へ
と
進
化
し
た
鳴
門
・
大
塚
ス
ポ
ー

ツ
パ
ー
ク
の
球
技
場
な
ど
を
利
用
し
、
大

会
本
番
に
向
け
た
事
前
キ
ャ
ン
プ
を
実
施

し
ま
す
。

　
ま
た
、
キ
ャ
ン
プ
期
間
中
は
、
公
開
練

習
や
県
民
と
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す

る
予
定
で
あ
り
、
ラ
グ
ビ
ー
フ
ァ
ン
は
も

と
よ
り
多
く
の
県
民
の
皆
様
に
、
是
非
と
も
球
技
場
に

訪
れ
て
い
た
だ
き
、
迫
力
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
ア
代
表
チ
ー

ム
を
体
感
し
、
大
会
を
盛
り
上
げ
る
応
援
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　
■
ジ
ョ
ー
ジ
ア
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予
選
プ
ー
ル
Ｄ
試
合
日
程

　
　
・
九
月
二
十
三
日
（
月
）

　
　
　
　
Ｖ
Ｓ
　
ウ
ェ
ー
ル
ズ

　
　
　
　
　
＠
豊
田
ス
タ
ジ
ア
ム
（
愛
知
県
）

　
　
・
九
月
二
十
九
日
（
日
）

　
　
　
　
Ｖ
Ｓ
　
ウ
ル
グ
ア
イ

　
　
　
　
　
＠
熊
谷
ラ
グ
ビ
ー
場
（
埼
玉
県
）

　
　
・
十
月
三
日
（
木
）

　
　
　
　
Ｖ
Ｓ
　
フ
ィ
ジ
ー

　
　
　
　
　
＠
東
大
阪
市
花
園
ラ
グ
ビ
ー
場
（
大
阪
府
）

　
　
・
十
月
十
一
日
（
金
）

　
　
　
　
Ｖ
Ｓ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

　
　
　
　
　
＠
小
笠
山
総
合
運
動
公
園

　
　
　
　
　
　
　
　
エ
コ
パ
ス
タ
ジ
ア
ム
（
静
岡
県
）

東
京
２
０
２
０
オ
リ
・
パ
ラ

ホ
ス
ト
タ
ウ
ン	

ド
イ
ツ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア 

 
 

　
続
い
て
や
っ
て
来
る
の
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
。
二
〇
二
〇
年
四
月
十
六
日
・
十
七
日
に

は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
が
徳
島
県
を
駆
け

抜
け
、
大
会
本
番
に
向
け
た
カ
ウ
ン
ト
ダ

ウ
ン
が
始
ま
り
ま
す
。

　
東
京
２
０
２
０
オ
リ
・
パ
ラ
に
向
け
、

政
府
は
我
が
国
独
自
の
仕
組
み
と
し
て
、

参
加
国
や
地
域
と
の
間
で
人
的
・
経
済

的
・
文
化
的
な
相
互
交
流
を
図
る
地
方
自

治
体
を
「
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
」
と
し
て
登
録

し
、
全
国
各
地
に
広
げ
る
取
組
を
進
め
て

い
ま
す
。

　
徳
島
県
は
、第
一
次
世
界
大
戦
時
の
「
板

東
俘
虜
収
容
所
」
に
お
け
る
ド
イ
ツ
兵
捕

虜
と
地
元
住
民
と
の
交
流
・
友
好
関
係
の

歴
史
や
ド
イ
ツ
・
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州

と
の
友
好
交
流
を
礎
と
し
て
、
二
〇
一
六
年
一
月
、
ド

イ
ツ
の
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
に
登
録
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
十

二
月
に
は
那
賀
町
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
二
〇
一
三
年
か
ら
の
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
草
の
根
無
償

資
金
協
力
事
業
を
活
用
し
て
始
ま
っ
た
、
徳
島
商
業
高

校
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
日
本
友
好
学
園
と
の
若
者
主
役
の
交

流
を
さ
ら
に
盛
り
上
げ
る
べ
く
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
と
し
て
登
録
を
行
い
ま

し
た
。

　
ド
イ
ツ
の
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
活
動
で
は
、
交
流
を
深
め

て
き
た
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
の
柔
道
、
カ
ヌ
ー
、
ハ

ン
ド
ボ
ー
ル
等
各
連
盟
の
橋
渡
し
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
代

表
チ
ー
ム
の
事
前
キ
ャ
ン
プ
誘
致
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
先
ず
柔
道
で
は
、
鳴
門
・
大
塚
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
・

ソ
イ
ジ
ョ
イ
武
道
館
に
お
い
て
、
二
〇
一
七
年
八
月
の

ド
イ
ツ
柔
道
Ｕ
18
代
表
チ
ー
ム
の
強
化
合
宿
か
ら
、
二

〇
一
八
年
は
、
五
月
の
ド
イ
ツ
柔
道
連
盟
会
長
の
来
県

視
察
、
十
一
月
の
「
グ
ラ
ン
ド
ス
ラ
ム
大
阪
大
会
」
に

向
け
た
代
表
チ
ー
ム
の
直
前
キ
ャ
ン
プ
を
経
て
、
二
〇

一
九
年
一
月
十
一
日
、ド
イ
ツ
柔
道
連
盟
の
ペ
ー
タ
ー
・
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フ
レ
ー
ゼ
会
長
が
来
県
し
、
徳
島
県
と
の

基
本
協
定
締
結
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
柔
道
代

表
チ
ー
ム
の
二
〇
二
〇
年
事
前
キ
ャ
ン
プ

実
施
が
決
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
年
に

お
い
て
も
八
月
下
旬
か
ら
東
京
で
開
催
さ

れ
る
「
世
界
柔
道
選
手
権
大
会
」
に
向
け
、

代
表
チ
ー
ム
が
直
前
キ
ャ
ン
プ
を
実
施
す

る
予
定
で
あ
り
、
ソ
イ
ジ
ョ
イ
武
道
館
が

本
番
さ
な
が
ら
の
緊
張
し
た
雰
囲
気
に
包

ま
れ
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
カ
ヌ
ー
で
は
、
那
賀
町
と
と
も

に
、
静
水
面
で
ス
ピ
ー
ド
を
競
う
ス
プ
リ

ン
ト
競
技
に
お
い
て
、
世
界
最
強
の
ド
イ

ツ
代
表
チ
ー
ム
を
誘
致
す
べ
く
、「
川
口

ダ
ム
湖
」
に
艇
庫
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
等
を
備
え

た
「
と
く
し
ま
な
か
カ
ヌ
ー
セ
ン
タ
ー
」
や
国
際
基
準

の
カ
ヌ
ー
コ
ー
ス
（
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
な
ど
競
技

環
境
を
整
備
し
、協
議
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
・

カ
ヌ
ー
ス
プ
リ
ン
ト
代
表
チ
ー
ム
は
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ

イ
ロ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
、
国
別
で
最
多
の
七
個

の
メ
ダ
ル
（
金
四
、
銀
二
、
銅
一
）
を
獲
得
し
て
お
り
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
多
く
の
メ
ダ
ル
獲
得
が
期
待

で
き
る
チ
ー
ム
で
す
。
二
〇
一
八
年
三
月
の
ド
イ
ツ
カ

ヌ
ー
連
盟
会
長
等
の
来
県
視
察
で
は
、
那
賀
町
の
自
然

や
練
習
環
境
に
対
し
高
い
評
価
を
い
た
だ
き
、
十
月
に

は
、
地
元
住
民
や
那
賀
高
校
の
生
徒
等
に
暖
か
く
迎
え

ら
れ
る
中
、
五
名
の
メ
ダ
リ
ス
ト
を
含
む
ス
プ
リ
ン
ト

代
表
チ
ー
ム
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
キ
ャ
ン
プ
が
初
め
て
実

現
し
、
二
〇
一
九
年
二
月
二
十
七
日
、
ド
イ
ツ
カ
ヌ
ー

連
盟
の
ト
ー
マ
ス
・
ク
ニ
エ
ツ
コ
会
長
が
来
県
し
、
徳

島
県
・
那
賀
町
と
の
基
本
協
定
締
結
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
・

カ
ヌ
ー
ス
プ
リ
ン
ト
代
表
チ
ー
ム
の
二
〇
二
〇
年
事
前

キ
ャ
ン
プ
実
施
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
本
年
は
、
夏
頃
に
代
表
チ
ー
ム
の
ス
タ
ッ
フ
が
来
県

し
、
二
〇
二
〇
年
の
キ
ャ
ン
プ
に
向
け
た
最
終
の
事
務

的
調
整
を
行
う
予
定
で
あ
り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
メ

ダ
ル
ラ
ッ
シ
ュ
を
大
い
に
期
待
し
、
那
賀
町
と
と
も
に

し
っ
か
り
と
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
そ
し
て
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
は
、
走
・
跳
・
投
の
運
動

基
本
三
要
素
が
全
て
求
め
ら
れ
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

シ
ュ
ー
ト
シ
ー
ン
や
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
展
開
が
魅
力
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
サ
ッ
カ
ー
と
並
ぶ
人
気
ス
ポ
ー
ツ
で

す
。

　
特
に
、
ド
イ
ツ
男
子
代
表
チ
ー
ム
は
、
リ
オ
デ
ジ
ャ

ネ
イ
ロ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
、
世
界

ラ
ン
キ
ン
グ
一
位
に
も
輝
く
強
豪
チ
ー
ム
で
す
。

　
昨
年
の
六
月
に
は
、
ド
イ
ツ
男
子
代
表
チ
ー
ム
の
来

県
が
実
現
し
、
事
前
キ
ャ
ン
プ
誘
致
に
向
け
、
本
県
の

練
習
環
境
や
お
も
て
な
し
を
十
分
に
体
感
い
た
だ
き
ま

し
た
。
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
後
、
初
め
て
と
な
る
日
本

代
表
チ
ー
ム
と
の
試
合
、「
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ

Ｎ
　
Ｃ
Ｕ
Ｐ
　
２
０
１
８
徳
島
大
会
」
が
、
六
月
十
三

日
、
ア
ス
テ
ィ
と
く
し
ま
に
お
い
て
、
一
五
〇
〇
人
を

超
え
る
観
客
が
見
つ
め
る
中
、
記
念
す
べ
き
国
際
試
合

と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
、
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
は
、
男
女
と
も
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
出
場
枠
を
掛
け
た
各
種
大
会
が
開
催
さ
れ
て

お
り
、
ド
イ
ツ
代
表
チ
ー
ム
の
出
場
は
決
定
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
必
ず
出
場
枠
を
獲
得
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
、

徳
島
県
と
し
て
は
、
県
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
協
会
と
連
携
し
、

二
〇
二
〇
年
事
前
キ
ャ
ン
プ
誘
致
を
引
き
続
き
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　
も
う
一
つ
の
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
で
あ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
、

本
県
に
お
け
る
二
〇
一
七
年
の
在
留
外
国
人
統
計
で

は
、
七
番
目
の
一
〇
〇
名
を
超
え
る
方
々
が
カ
ン
ボ
ジ

ア
か
ら
本
県
に
や
っ
て
来
て
お
り
、
身
近
な
国
と
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
活
動
で
は
、
昨
年
八

月
、
こ
れ
ま
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
交

流
を
育
ん
で
き
た
徳
島
商
業
高
校
を
「
徳
島
ホ
ス
ト
タ

ウ
ン
特
使
」
に
委
嘱
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
Ｐ
Ｒ
活
動

を
展
開
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
一
昨
年
の
十
一
月

の
カ
ン
ボ
ジ
ア
水
泳
連
盟
会
長
を
務
め
る
ス
ン
・
チ
ャ

ン
ト
ー
ル
　
カ
ン
ボ
ジ
ア
公
共
事
業
運
輸
大
臣
の
来
県
、

昨
年
九
月
の
外
務
省
主
催
の
「
Ｊ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｙ
Ｓ
２
０

１
８
招
へ
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
水
泳
連
盟

の
選
手
・
コ
ー
チ
の
来
県
な
ど
、
交
流
の
機
運
を
盛
り

上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
そ
し
て
、
二
〇
一
九
年
二
月
三
日
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
水

泳
連
盟
の
ヘ
ン
・
キ
リ
ー
事
務
局
長
が
来
県
し
、
徳
島

県
と
の
基
本
協
定
締
結
に
よ
り
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
水
泳
代

表
チ
ー
ム
の
二
〇
二
〇
年
事
前
キ
ャ
ン
プ
実
施
が
決
定

し
ま
し
た
。
ま
た
、本
年
に
お
い
て
も
八
月
、代
表
チ
ー

ム
の
強
化
キ
ャ
ン
プ
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
り
、
徳
島

県
水
泳
連
盟
と
と
も
に
し
っ
か
り
と
キ
ャ
ン
プ
を
サ

ポ
ー
ト
し
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
蔵
本

公
園
・
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
ち
ょ
き
ん
ぎ
ょ
プ
ー
ル
で
大
い
な

る
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
水
泳
代
表
チ
ー
ム
の
ヘ
ッ
ド
コ
ー
チ
に
は
、
青
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年
海
外
協
力
隊
で
の
赴
任
を
き
っ
か
け
に
日
本
人
の
生

山
咲
さ
ん
が
就
任
し
て
お
り
、
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
を
目
指
す
カ

ン
ボ
ジ
ア
を
、
み
ん
な
で
応
援
し
ま
し
ょ
う
。

二
〇
二
一
年
は
「
す
る
ス
ポ
ー
ツ
！
」

ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
開
催 

 
 

　
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
イ
ヤ
ー
ズ
の
締
め
と
な
る
、

二
〇
二
一
年
は
皆
さ
ん
が
主
役
で
す
。

　
ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
は
、
国
際
マ
ス

タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
協
会(

Ｉ
Ｍ
Ｇ
Ａ)

が
四
年
ご
と
に

主
宰
す
る
、
概
ね
三
十
歳
以
上
の
ス
ポ
ー
ツ
愛
好
家
で

あ
れ
ば
誰
で
も
参
加
料
を
支
払
い
登
録
を
す
れ
ば
、
参

加
で
き
る
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
国
際
競
技
大
会
で
す
。
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
翌
年
に
開
催
さ
れ
、
第
一
回
大
会
は
一

九
八
五
年
の
カ
ナ
ダ
・
ト
ロ
ン
ト
大
会
で
、
第
十
回
を

迎
え
る
二
〇
二
一
年
の
記
念
大
会
が
、
ア
ジ
ア
で
初
め

て
日
本
・
関
西
を
舞
台
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
大
会
テ
ー
マ
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ォ
ー
・
ラ
イ
フ

の
開
花
」、
選
手
数
は
過
去
最
大
の
五
万

人
（
海
外
二
万
人
、
国
内
三
万
人
）
が
参

加
し
、
徳
島
県
を
は
じ
め
福
井
県
、
滋
賀

県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、

和
歌
山
県
、
鳥
取
県
、
京
都
市
、
大
阪
市
、

堺
市
、
神
戸
市
の
十
三
府
県
市
を
開
催
会

場
に
、
公
式
競
技
が
三
十
五
競
技
・
五
十

九
種
目
、
オ
ー
プ
ン
競
技
が
三
十
競
技
の

競
技
種
目
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
開
催
期
間
は
、
二
〇
二
一
年
五
月
十
四

日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
十
七
日
間
（
オ
ー

プ
ン
競
技
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
か

ら
二
〇
二
一
年
八
月
三
十
一
日
）
で
、
開

会
式
は
、
二
〇
二
一
年
五
月
十
四
日
に
京

都
市
岡
崎
エ
リ
ア
一
帯
（
平
安
神
宮
・
岡
崎
公
園
）
で
、

閉
会
式
は
、
五
月
三
十
日
に
大
阪
市
大
阪
城
ホ
ー
ル
で

行
わ
れ
ま
す
。

　
本
県
で
は
、
公
式
競
技
と
し
て
五
競
技
六
種
目
（
ウ

エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
、
ゴ
ル
フ
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
、
カ

ヌ
ー
ス
ラ
ロ
ー
ム
、
ト
ラ
イ
ア
ス

ロ
ン
、
ア
ク
ア
ス
ロ
ン
）、
オ
ー

プ
ン
競
技
と
し
て
六
競
技
（
マ
ラ

ソ
ン
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
、
サ
ー
フ
ィ

ン
、
タ
ッ
チ
ラ
グ
ビ
ー
、
ビ
リ
ヤ
ー

ド
、
軟
式
野
球
）
が
県
内
各
地
で

実
施
さ
れ
ま
す
。

　
県
民
の
皆
様
に
は
、
選
手
と
し

て
の
積
極
的
な
参
加
と
と
も
に
、

海
外
か
ら
を
は
じ
め
来
県
さ
れ
る

選
手
や
家
族
の
方
々
へ
の
お
も
て

な
し
や
交
流
へ
の
参
加
を
お
願
い

し
ま
す
。

 

結

び

に	

　
ス
ポ
ー
ツ
は
、
多
く
の
人
々
に
「
夢
や
感
動
」、「
勇

気
や
希
望
」
を
与
え
る
と
と
も
に
「
地
域
の
魅
力
の
向

上
や
発
信
」
さ
ら
に
は
「
国
内
外
と
の
交
流
促
進
」
に

繋
が
る
な
ど
地
方
創
生
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の

で
す
。
三
大
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
を
大
き
な

チ
ャ
ン
ス
と
し
て
、
徳
島
の
ス
ポ
ー
ツ
レ
ガ
シ
ー
を
み

ん
な
で
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
寄
稿
に
当
た
っ
て
】

　
私
は
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
二
十
二
年
度
と
平
成
二

十
八
・
二
十
九
年
度
の
通
算
六
年
間
、
市
町
村
課
で
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
間
に
お
け
る
市
町
村
研
修
生
の
皆
様
を
は
じ
め

市
町
村
の
職
員
の
皆
様
と
の
出
会
い
は
、
私
に
と
っ
て
、

と
て
も
大
切
な
財
産
で
あ
り
、
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。
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地
方
自
治
雑
感

「
六
十
歳
か
ら
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
」

　

公
益
財
団
法
人
ｅ

－

と
く
し
ま
推
進
財
団
理
事
長
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

徳
島
文
理
大
学
大
学
院
総
合
政
策
学
研
究
科
修
士
課
程
1
年
　

小
笠
原
　
　
　
章

団
法
人
ｅ

−
と
く
し
ま
推
進
財
団
に
勤
務
し
、
徳
島
県
の

情
報
化
推
進
に
尽
力
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

社
会
人
特
別
聴
講
生

　
六
十
歳
を
目
前
に
し
た
平
成
二
十
九
年
八
月
、
思
い

立
っ
て
徳
島
文
理
大
学
総
合
政
策
学
部
の
社
会
人
特
別
聴

講
生
の
面
接
を
受
け
、
聴
講
を
お
許
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
科
目
は
「
行
政
経
営
学
Ⅱ
」。
指
導
教
授
は
元
徳
島
県

議
会
議
員
、
小
松
島
市
長
、
そ
し
て
徳
島
県
選
挙
管
理
委

員
会
委
員
長
を
歴
任
さ
れ
た
、
西
川
政
善
教
授
。
九
月
か

ら
一
月
ま
で
の
四
か
月
間
、
毎
週
木
曜
日
の
夕
方
、
時
間

休
暇
を
い
た
だ
き
一
回
九
十
分
、
十
五
回
の
講
義
と
、
三

回
の
レ
ポ
ー
ト
提
出
で
し
た
。

　
三
十
七
年
半
ぶ
り
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
に
と
ま
ど
い

な
が
ら
も
、
西
川
先
生
と
若
い
学
生
さ
ん
に
温
か
く
迎
え

て
い
た
だ
き
、
行
財
政
改
革
、
政
策
評
価
、
地
方
自
治
の

先
進
事
例
等
、
大
変
興
味
深
く
中
味
の
濃
い
時
間
を
過
ご

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
受
講
生
代
表
で
レ
ポ
ー
ト
の
発
表
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
ほ
か
、

講
義
の
一
コ
マ
を

お
任
せ
い
た
だ

き
「
徳
島
県
の
行

政
経
営
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
、
学
生

さ
ん
に
講
義
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
最
終
回
、
十
五

回
目
に
は
、
西
川

先
生
か
ら
三
回
の
レ
ポ
ー
ト
が
優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
、
学
生
の
皆
さ
ん
の
前
で
「
総
合
政
策
学
部
長
表
彰
」

を
い
た
だ
き
、
望
外
の
喜
び
と
な
り
ま
し
た
。

大
学
院
進
学

　
十
五
回
の
講
義
の
う
ち
の
一
回
は
特
別
授
業
で
「
青
野

透
教
授
」
の
ご
講
演
で
し
た
。

　
高
知
県
大
川
村
の
議
会
が
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
青
野
教

授
は
、
そ
も
そ
も
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
研
究
が

ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
と
お
聞
き
し
驚
き
ま
し
た
。

　
私
も
、
大
学
で
は
法
学
部
政
治
学
科
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ

の
政
治
思
想
を
学
び
、
卒
業
論
文
は
「
プ
ラ
ト
ン
の
「
法

律
篇
（
ノ
モ
イ
）」」
で
し
た
。

　
退
職
後
に
も
う
一
度
勉
強
し
た
い
と
、
通
信
制
の
大
学

や
放
送
大
学
を
調
べ
て
い
た
私
は
、
徳
島
文
理
大
学
大
学

院
総
合
政
策
学
研
究
科
修
士
課
程
に
「
社
会
人
入
試
」
が

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

卒　
　

業

　
平
成
三
十
年
三
月
末
に
、
三
十
八
年
間
勤
務
し
た
徳
島

県
を
「
卒
業
」（
定
年
退
職
）
致
し
ま
し
た
。
昭
和
五
十

五
年
四
月
の
県
職
員
生
活
ス
タ
ー
ト
か
ら
三
年
間
「
地
方

課
」（
現
在
の
「
市
町
村
課
」）
に
勤
務
し
、
選
挙
、
地
方

債
及
び
公
営
企
業
を
担
当
し
ま
し
た
。

　
平
成
九
年
度
と
十
年
度
に
は
市
町
村
課
財
政
係
長
、
平

成
十
九
年
度
と
二
十
年
度
に
は
地
域
情
報
政
策
課
長
と
、

都
合
三
回
、
通
算
七
年
間
市
町
村
関
係
業
務
に
携
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
皆
様
方
に
、
こ
の
場

を
お
借
り
し
て
深
く
感

謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本　
　

業

　
県
退
職
後
、
再
就
職

と
い
う
形
で
、
公
益
財

e-とくしまビジネスセミナー主催
者あいさつ（平成31年１月29日）

徳島文理大学総合政策学部　南学部長及び西川
教授からいただいた表彰状（平成30年１月25日）
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西
川
教
授
と
青
野
教
授
の
ご
指
導
を
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
、
必
要
書
類
を
整
え
、
受
験
し
、
入
学
を
お
許
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。

入　
　

学

　
平
成
三
十
年
四
月

二
日
、
徳
島
文
理
大

学
及
び
大
学
院
入
学

式
。
若
い
学
生
さ
ん

た
ち
と
一
緒
に
新
入

生
と
し
て
参
加
し
ま

し
た
。大

学
院
の
講
義

　
大
学
院
は
十
八
時
十
分
か
ら
、
九
十
分
授
業
が
二
コ
マ

あ
り
ま
す
。
一
年
次
は
、
半
年
で
二
単
位
の
科
目
を
十
八

単
位
取
得
し
ま
し
た
。
二
年
次
と
合
わ
せ
三
十
単
位
以
上

取
得
し
修
士
論
文
が
認
定
さ
れ
れ
ば
修
了
し
、
総
合
政
策

学
修
士
号
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
一
年
次
は
南
波
浩
史
教
授
の
「
総
合
政
策
学
体
系
論
」

及
び
「
金
融
・
経
済
政
策
論
Ⅰ
、
Ⅱ
」、
青
野
透
教
授
の

「
公
共
・
法
政
策
論
Ⅰ
、
Ⅱ
」、
齋
藤
敦
教
授
の
「
企
業
経

営
政
策
論
Ⅰ
、
Ⅱ
」、
西
川
政
善
教
授
の
「
政
策
実
現
プ

ロ
セ
ス
論
」、
松
村
豊
大
教
授
の
「
政
策
過
程
研
究
」
を

受
講
し
ま
し
た
。

　
一
年
生
は
四
人
。
中
国
か
ら
の
留
学
生
、
県
内
市
役
所

若
手
職
員
二
名
と
県
を
定
年
退
職
し
た
私
の
四
名
。
二
十

五
科
目
か
ら
の
選
択
で
、
二
年
生
と
合
同
も
あ
り
、
一
ク

ラ
ス
一
名
か
ら
五
名
で
の
受
講
と
な
り
ま
し
た
。

　
二
年
生
は
、
台
湾
か
ら
の
留
学
生
、
県
内
市
役
所
若
手

職
員
、
県
内
市

議
会
議
員
、
民

間
企
業
の
方
等

六
名
。

　
講
義
は
、
少

人
数
の
故
、
お

互
い
に
議
論
し

な
が
ら
進
め
ら

れ
る
の
で
、
先

生
の
お
話
以
外

に
、
中
国
や
台

湾
の
こ
と
、
市

の
こ
と
、
県
の
こ
と
、
さ
ら
に
は
民
間
企
業
の
こ
と
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
意
見
が
出
て
、
あ
っ
と
い
う
間
の
楽

し
い
九
十
分
の
繰
り
返
し
で
し
た
。

図
書
館

　
一
年
次
か
ら
、修
士
論
文
の
準
備
が
始
ま
り
ま
す
。テ
ー

マ
に
沿
っ
た
資
料
収
集
は
、「C

iN
ii

（
国
立
情
報
学
研
究

所
の
論
文
検
索
）」
や
「G

oogle Scholar

」
で
先
行
研
究

を
調
べ
、
参
考
と
な
る
文
献
を
リ
サ
ー
チ
し
ま
す
。

　
文
献
は
、「
徳
島
文
理
大
学
図
書
館
」、「
徳
島
県
立
図

書
館
」
に
あ
る
も
の
は
そ
こ
で
借
り
て
、
必
要
な
部
分
を

コ
ピ
ー
し
て
読
み
込
み
ま
す
。
な
い
も
の
は
「
国
立
国
会

図
書
館
」
の
コ
ピ
ー
郵
送
サ
ー
ビ
ス
で
取
り
寄
せ
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
、
現
物
を
読
ま
な
い
と
必
要
な
箇
所
が
わ
か

ら
な
い
も
の
は
、
休
日
及
び
休
暇
を
利
用
し
て
、
東
京
の

国
立
国
会
図
書
館
及
び
京
都
府
に
あ
る
国
立
国
会
図
書
館

関
西
館
に
行
き
、
調
べ
て
コ
ピ
ー
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

論
文
執
筆

　
主
指
導
者
と
し
て
ご
指
導
い
た
だ
く
南
波
教
授
の
教
え

は
、
と
に
か
く
、
文
献
を
集
め
て
、
た
た
き
台
を
ど
ん
ど

ん
入
力
せ
よ
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
一
年
次
に
は
、
一
五
〇
冊
ほ
ど
の
文
献
を
調
べ
、
Ａ
４

判
の
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
三
十
冊
余
り
の
資
料
を
収
集
し
、

四
五
〇
〇
〇
字
ほ
ど
の
文
章
と
、
七
枚
の
図
表
か
ら
な
る

未
定
稿
の
修
士
論
文
原
稿
を
作
っ
て
、
発
表
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
二
年
次
に
は
、
さ
ら
に
資
料
収
集
に
努
め
、
五
月
と
八

月
に
、
研
究
科
の
全
先
生
方
の
前
で
プ
レ
ゼ
ン
し
、
様
々

な
角
度
か
ら
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
さ
ら
な
る
バ
ー

ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を
図
り
ま
す
。

　
ま
た
、
九
月
に
は
徳
島
文
理
大
学
で
「
日
本
計
画
行
政

学
会
」
が
開
催
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
研
究
成
果
に
つ
い

て
学
会
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

老
い
て
学
べ
ば

　
江
戸
時
代
の
儒
学
者
佐
藤
一
斎
の
「
言
志
晩
録
」
に
「
老

い
て
学
べ
は
、
則
ち
死
し
て
朽
ち
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
そ

の
前
段
に
は
、「
少
（
わ
か
）
く
し
て
学
べ
ば
、
則
ち
壮

に
し
て
為
す
こ
と
あ
り
。
壮
に
し
て
学
べ
ば
、
則
ち
老
い

て
衰
え
ず
」
と
あ
り
ま
す
。

　
私
の
気
分
は
「
老
い
て
…
」
で
は
な
く
、「
壮
に
し
て
…
」

で
す
が
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
ぶ
こ
と
は
と
て
も
楽

し
い
も
の
で
す
。

　「
阿
波
の
自
治
」
の
読
者
の
皆
様
も
、
自
分
に
合
っ
た

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

徳島文理大学徳島キャンパス入学式
（平成30年４月２日）

２年次　青野透教授の「公共・法政策論
演習Ⅰ」の授業風景（平成31年４月12日）
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上
勝
町
は
平
成
十
五
年
に
日
本
で
初
め
て

「
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
宣
言
」
を
行
い
ま
し
た
。

平
成
三
十
二
年
ま
で
に
ご
み
の
焼
却
・
埋
め

立
て
処
分
を
な
く
す
と
い
う
革
新
的
な
目
標

を
掲
げ
、
全
戸
に
コ
ン
ポ
ス
タ
ー
や
電
動
生

ご
み
処
理
機
の
導
入
を
補
助
し
、
生
ご
み
は

全
て
家
庭
で
堆
肥
化
し
、
家
庭
ご
み
は
町
内

一
ヶ
所
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
自
ら
持
ち

込
み
四
十
五
分
別
を
行
う
な
ど
、
徹
底
し
た

住
民
参
加
型
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
仕
組
み
を
確

立
し
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
九
年
度
に
は
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
集
め
ら
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
リ
サ
イ
ク

ル
率
は
七
九
％
に
達
し
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
併
設
す
る
「
自
分
は
も
う
い
ら
な
い
け

れ
ど
ま
だ
使
え
る
も
の
」
を
無
料
で
交
換
で

き
る
リ
ユ
ー
ス
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
物
の
循

環
率
も
九
〇
％
を
超
え
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
リ
サ
イ
ク
ル
等
の
「
出
た
ご
み
を

ど
う
処
理
す
る
か
」
と
い
う
施
策
だ
け
で
は

こ
れ
以
上
の
ご
み
の
削
減
は
困
難
で
あ
り
、

「
い
か
に
ご
み
に
な
る
も
の
を
減
ら
し
て
い

け
る
か
」
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
商
品
の
製
造
や
販
売
段
階
か
ら
変
え

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
食
料
や
日
用

品
の
町
内
購
買
率
は
非
常
に
低
く
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
を
他
地
域
に
頼
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

平
成
二
十
八
年
度
に
行
っ
た
調
査
で
は
、
住

民
の
七
五
％
以
上
は
町
外
、
主
に
徳
島
市
内

の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
で
買
い
物
を
し
、

そ
の
容
器
包
装
類
を
町
内
で
ご
み
と
し
て
破

棄
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
ゼ
ロ
・
ウ
ェ

イ
ス
ト
な
暮
ら
し
」
を
求
め
て
来
る
移
住
者

に
と
っ
て
は
上
勝
生
活
の
魅
力
半
減
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
本
町
の
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト

を
推
進
し
、
さ
ら
に
持
続
可
能
な
循
環
型
社

会
を
広
め
て
い
く
た
め
に
、
住
民
が
購
買
活

動
を
行
う
店
舗
等
と
協
同
し
、「
ご
み
の
出

な
い
」
売
り
方
・
買
い
方
の
モ
デ
ル
改
革
を

進
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。こ
れ
を
、「
ゼ
ロ
・

ウ
ェ
イ
ス
ト
型
エ
シ
カ
ル
購
買
モ
デ
ル
」
と

呼
ぶ
こ
と
と
し
、
当
事
業
で
こ
の
モ
デ
ル
を

確
立
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
は
適
切
な
①

ご
み
の
出
な
い
売
り
方
・
買
い
方
の
方
法
を

選
定
す
る
こ
と
、
②
そ
れ
ら
を
導
入
し
広
め

る
上
で
の
課
題
を
抽
出
し
、
調
査
や
実
証
実

験
を
通
じ
て
改
善
策
を
提
案
す
る
こ
と
、
③

そ
れ
ら
を

実
際
の
店

舗
で
活
用

で
き
る
よ

う
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に

ま
と
め
、

店
舗
で
の

導
入
を
支

援
す
る
こ

持
続
可
能
な
循
環
型
社
会
を
目
指
し
て

　
徳
島
版
「
地
方
創
生
特
区
」

　
上
勝
町
「
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
型
エ
シ
カ
ル
購
買
モ
デ
ル
形
成
事
業
」

上
勝
町
企
画
環
境
課
係
長

菅
　
　
　
　
　
翠

四国大学食堂でのドレッシング量り売り実験
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と
を
目
指

す
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
買
い
物

時
に
「
ご

み
に
な
る

と
わ
か
っ

て
い
る
も

の
」、
主

に
容
器
包

装
類
を
使

用
し
な
い
仕
組
み
と
し
て
、
量
り
売
り
や
裸

売
り
、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
容
器
等
様
々
な
選
択

肢
が
あ
り
ま
す
が
、
〇
容
器
包
装
の
ご
み
が

減
る
こ
と
〇
必
要
量
買
う
こ
と
に
よ
り
未
使

用
・
食
べ
残
し
な
ど
の
食
品
ロ
ス
が
減
る
こ

と
か
ら
「
量
り
売
り
」
の
仕
組
み
導
入
を
主

な
調
査
・
実
験
対
象
と
し
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
九
年
度
は
四
国
大
学
食
堂
に
お

い
て
「
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
量
り
売
り
」
の
実
証

実
験
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
五
日
間
で
二
五
〇

名
を
超
え
る
利
用
が
あ
り
、
お
い
し
さ
、
新

奇
性
、
利
用
意
向
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
非
常

に
高
い
評
価
を
得
ま
し
た
。
衛
生
面
や
運
営

に
お
い
て
も
、
問
題
が
な
い
こ
と
が
検
証
さ

れ
ま
し
た
。

　
平
成
三
十
年
度
は
よ
り
具
体
的
な
運
用
の

た
め
の
実
験
と
し
て
、
町
内
の
飲
食
店
二
店

舗
に
お
い
て
、
そ
の
店
が
食
事
で
提
供
し
て

い
る
原
材
料
等
を
量
り
売
り
対
象
商
品
と
し

て
、
売
れ
残
り
に
よ
る
食
品
ロ
ス
を
で
き
る

だ
け
出
さ
な
い
仕
組
み
で
の
販
売
と
し
ま
し

た
。
ま
た
、
商
品
を
入
れ
て
お
く
容
器
の
使

い
勝
手
や
、
店
舗
ス
タ
ッ
フ
の
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
検
証
す
る
と
共
に
商
品
の
細
菌
検

査
も
行
い
、
安
全
性
を
確
認
し
た
上
で
、
店

舗
に
お
け
る
量
り
売
り
導
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
作
成
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
実
験
を
行
っ
た
飲
食
店
以
外
の
商

店
で
も
、
提
供
で
き
る
範
囲
で
量
り
売
り
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
、
ど
の
店
で
、
何
が

量
り
売
り
で
買
え
る
の
か
を
広
報
誌
で
住
民

に
周
知
す
る
と
同
時
に
、
本
町
で
は
従
来
か

ら
資
源
化
を
進
め
た
い
廃
棄
物
の
持
ち
込
み

に
対
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
様
々
な
商

品
と
交
換
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
た

た
め
、量
り
売
り
利
用
者
や
、レ
ジ
袋
を
断
っ

た
方
に
対
し
て
も
こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す

る
こ
と
と
し
、
住
民
が
積
極
的
に
取
り
組
め

る
仕
組
み
作
り
を
行
い
ま
し
た
。

　
量
り
売
り
は
、
店
舗
に
と
っ
て
は
新
た
な

顧
客
へ
の
サ
ー
ビ
ス
価
値
提
供
の
機
会
と
な

り
、「
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
の
町
、
上
勝
町
」

を
体
現
す
る
手
段
と
し
て
広
報
効
果
も
期
待

で
き
ま
す
。
今
後
は
、
廃
棄
物
削
減
に
資
す

る
有
効
な
ツ
ー
ル
と
し
て
、
量
り
売
り
の
普

及
・
啓
発
活
動
に
努
め
る
と
と
も
に
、
何
よ

り
も
、
未
来
の
子
ど
も
た
ち
に
き
れ
い
な
空

気
や
お
い
し
い
水
、
豊
か
な
大
地
を
継
承
す

る
た
め
、
持
続
可
能
な
循
環
型
社
会
を
目
指

し
て
更
な
る
取
り
組
み
を
続
け
て
参
り
ま
す
。

（
事
業
実
施
主
体

：

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
ア
カ
デ
ミ
ー
）

イタリア料理店ペルトナーレの量り売りコーナー

広報紙で町内量り売り店を紹介
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は
じ
め
に
…

　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
の
午
後
、
久
々

の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
ネ
ク
タ
イ
を
緩
め
に
締
め
、

お
手
頃
ス
ー
ツ
に
身
を
ま
と
い
、
緊
張
と
不

安
が
九
割
、
期
待
は
た
っ
た
一
割
と
い
う
と

ん
で
も
な
い
状
態
で
研
修
生
と
し
て
地
域
振

興
総
局
の
ド
ア
を
叩
き
、
静
ま
り
か
え
っ
た

総
局
内
で
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
と
し
て
立
た
さ

れ
た
「
一
言
の
抱
負
」
の
と
き
、
年
甲
斐
も

な
く
全
身
が
鳥
肌
に
包
ま
れ
た
こ
と
は
十
年

経
っ
た
今
で
も
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
ま
す
…

　
私
が
研
修
生
と
し
て
地
域
振
興
総
局
市

町
村
課
で
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
平
成

二
十
一
年
度
で
、
残
念
な
が
ら
当
時
の
記
憶

も
か
な
り
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
記
憶

違
い
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
ご
容
赦
く
だ
さ

い
。

前
期
県
習

　
前
期
は
、
市
町
村
課
総
務
・
税
政
担
当
に

配
属
さ
れ
、
主
に
固
定
資
産
税
の
家
屋
と
償

却
資
産
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
訳
で
す

が
、持
ち
前
の
要
領
の
悪
さ
と
税
務
経
験「
ゼ

ロ
」
の
私
に
と
っ
て
は
、
想
定
以
上
の
厳
し

い
ス
タ
ー
ト
に
な
り
ま
し
た
（
涙
）

　
毎
晩
「
要
説
固
定
資
産
税
」
を
家
に
持
っ

て
帰
る
も
、
五
分
と
読
ま
な
い
う
ち
に
ソ

フ
ァ
ー
で
そ
の
ま
ま
寝
て
し
ま
う
こ
と
が

多
々
あ
り
ま
し
た
。

　
ほ
ど
よ
く
地
域
振
興
総
局
の
雰
囲
気
に
も

慣
れ
、
顔
と
名
前
が
一
致
し
始
め
て
き
た
頃
、

税
政
担
当
で
は
市
町
村
を
対
象
と
し
た
市
町

村
民
税
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
始
ま
り
、
立
場
の

逆
転
に
戸
惑
い
を
感
じ
な
が
ら
も
、
ひ
た
す

ら
ポ
イ
ン
ト
の
理
解
と
手
順
の
確
認
に
時
間

を
費
や
し
た
記
憶
は
か
す
か
に
残
っ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
前
期
に
悩
ま
さ
れ
た
の
が
、
や
は

り
市
町
村
か
ら
の
質
疑
に
対
す
る
回
答
で
し

た
。
お
恥
ず
か
し
い
話
で
す
が
、
そ
れ
ま
で

実
務
提
要
や
逐
条
解
説
の
存
在
ど
こ
ろ
か
、

法
令
す
ら
熟
読
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、

上
席
だ
っ
た
原
田
さ
ん
に
は
常
に
べ
っ
た
り

で
、
ヒ
ン
ト
を
幾
つ
も
も
ら
い
回
答
案
を
作

成
し
た
な
ん
て
こ
と
も
あ
っ
た
か
と
…
多
大

な
る
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
今
更
で

は
あ
り
ま
す
が
、
深
く
反
省
し
て
お
り
ま
す
…

　
し
か
し
、
そ
こ
で
習
得
し
た
法
令
の
解
釈

や
考
え
方
、
応
用
方
法
な
ど
が
、
今
と
な
っ

て
は
様
々
な
場
面
で
活
か
さ
れ
て
い
る
？！
と

自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
新
人
同
然
の
私
に
や
さ
し
く
ご
指
導
い
た

だ
い
た
当
時
の
清
久
課
長
補
佐
を
は
じ
め
、

総
務
・
税
政
担
当
の
皆
様
に
は
大
変
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。

後
期
県
習

　
過
ご
し
や
す
い
十
月
に
な
り
後
期
は
市
町

村
課
財
政
担
当
に
配
属
さ
れ
、
地
方
債
等
を

担
当
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
前
期
同
様
に
「
ゼ
ロ
」
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
周
囲
の
雰
囲
気
に
も

慣
れ
、
比
較
的
余
裕
を
も
っ
て
業
務
に
臨
め

る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

　
が
…
そ
ん
な
淡
い
期
待
は
南
部
総
合
県
民

局
企
画
振
興
部
県
南
振
興
担
当
の
武
内
さ
ん

か
ら
の
一
本
の
電
話
に
よ
り
、
ア
ッ
と
い
う

間
に
断
ち
切
ら
れ
、
年
末
ま
で
苦
悩
の
日
々

を
送
る
こ
と
に
な
る
と
は
思
い
も
よ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
研
修
生
の
引
継
書
に
も
「
台
風
が
来
れ
ば

大
変
か
も
」
程
度
に
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
単
独
災
害
復
旧
事
業
、通
称
「
単
災
」

が
突
如
出
現
し
た
か
ら
で
す
。

　
幾
度
と
な
く
徳
島
財
務
事
務
所
の
調
査
官

の
も
と
へ
足
を
運
び
、
こ
こ
で
も
工
事
設
計

用
語
か
ら
お
勉
強
す
る
も
、
み
る
み
る
う
ち

に
徳
島
財
務
事
務
所
と
市
町
村
の
意
見
に
挟

ま
れ
て
し
ま
い
、
最
終
的
に
十
分
な
市
町
村

の
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
な
か
っ
た
苦
い
経
験
を

思
い
出
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
こ
で
習
得
し
た
「
業
務
の
進

め
方
」
や
「
事
前
に
理
論
を
提
示
で
き
る
準

備
を
し
て
お
く
」
と
い
っ
た
こ
と
の
大
切
さ

は
、
今
と
な
っ
て
は
様
々
な
場
面
で
活
か
さ

れ
て
い
る
？！
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。

県
習
のm

em
ories

　
　
阿
波
市
農
業
振
興
課
課
長
補
佐

住
　
友
　
宏
　
好

阿波市農業振興計画
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新
人
同
然
の
私
に
や
さ
し
く
ご
指
導
い
た

だ
い
た
当
時
の
森
口
課
長
補
佐
を
は
じ
め
、

財
政
担
当
の
皆
様
に
は
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

県
習
後
～
現
在

　
研
修
生
と
し
て
の
任
を
何
と
か
終
え
、
阿

波
市
へ
帰
任
し
て
か
ら
は
税
務
課
で
五
年
間
、

住
民
税
を
担
当
し
、
現
在
は
農
業
振
興
課
で

の
五
年
目
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
税
務
課
時
代
に
は
説
明
会
や
ヒ
ア
リ
ン
グ

と
県
庁
へ
出
向
く
機
会
や
市
町
村
課
へ
電
話

す
る
こ
と
も
そ
こ
そ
こ
あ
り
ま
し
た
が
、
農

業
振
興
課
に
異
動
し
て
か
ら
は
市
町
村
課
と

絡
む
機
会
も
な
く
な
り
、
国
の
補
助
事
業
の

要
綱
の
解
釈
と
運
用
方
法
に
苦
慮
し
な
が
ら

も
、
多
様
な
担
い
手
の
育
成
・
確
保
と
農
用

地
の
保
全
業
務
に
全
力
投
球
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
　

　
ま
た
、
前
期
の
税
政
担
当
時
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
が
き
っ
か
け
で
、
つ
る
ぎ
町
の
福
島
さ
ん

と
は
二
～
三
年
前
ま
で
お
仕
事
上
で
の
お
付

き
合
い
が
あ
り
、
住
民
税
の
年
金
特
徴
や
中

山
間
直
払
な
ど
、
困
っ
た
と
き
に
は
相
談
に

の
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
節
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

阿
波
市
の
農
業
を
少
し
だ
け
…

　
阿
波
市
の
最
大
の
強
み
で
あ
る
農
業
を
継

続
的
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
平
成
三
十

年
三
月
に「
第
二
次
阿
波
市
農
業
振
興
計
画
」

を
策
定
し
、「
伝
統
・
挑
戦
・
活
力
の
阿
波

市
農
業
」
を
将
来
像
と
し
て
掲
げ
、
農
業
情

勢
が
深
刻
化
す
る
今
の
時
代
を
チ
ャ
ン
ス
と

捉
え
、
情
勢
の
変
化
に
も
柔
軟
に
対
応
で
き

る
施
策
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
特
に
推
し
進
め
て
い
く
必
要
性
の
高
い
施

策
、
時
代
の
要
請
や
現
状
に
即
し
迅
速
な
展

開
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
「
重
点
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
魅
力
あ
る

農
産
物
や
六
次
化
商
品
を
「
阿
波
市
の
い
い

も
の
」
と
し
て
認
証
し
、
阿
波
市
ブ
ラ
ン
ド

の
創
出
や
本
市
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な

げ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
農
業
女
子
を
テ
ー
マ
と
し
、
女
性

の
力
で
農
業
を
変
え
て
い
く
斬
新
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
や
本
市
野
菜
（
阿
波
ベ
ジ
）
を
食

事
の
際
、
一
番
に
食
べ
て
健
康
寿
命
の
延
伸

な
ど
に
つ
な
げ
る
「
阿
波
ベ
ジ
フ
ァ
ー
ス
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
な
ど
も
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
…
と
、
文
字
数
を
稼
ぎ
た
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
続
き
と
詳
細
は
、
平
成
三
十
一

年
四
月
に
新
た
に
開
設
し
た
阿
波
市
農
業
振

興
課
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
あ
わ

あ
ぐ
り
」
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
　aw

aag
ri.jp

ま
で
！

最
後
に

　
一
年
間
の
研
修
を
通
し
て
県
職
員
の
皆
様

か
ら
習
い
得
た
も
の
は
多
く
、
私
な
り
の
解

釈
と
し
て
は
、「
相
談
・
協
議
に
は
自
分
の

考
え
方
（
結
果
）
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
」

も
大
事
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
過
程
を
押
さ

え
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
…
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
苦
楽
を
共
に
し
て
き
た
（
と
い
っ

て
も
迷
惑
を
か
け
っ
ぱ
な
し
で
し
た
が
…

汗
）
平
成
二
十
一
年
度
研
修
生
メ
ン
バ
ー
と

の
出
会
い
は
、
今
後
も
大
事
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
最
近
で
は
老
眼
も
徐
々
に
進
み
、
こ
の
前

ま
で
は
尿
路
結
石
を
抱
え
、
い
つ
襲
っ
て
く

る
か
わ
か
ら
な
い
鈍
痛
と
悪
戦
苦
闘
し
、
健

康
面
で
の
不
安
が
増
す
ば
か
り
の
こ
の
頃
で

す
が
、
久
々
に
研
修
生
メ
ン
バ
ー
の
近
況
報

告
飲
み
会
で
も
で
き
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。
　

　
即
戦
力
に
は
ほ
ど
遠
く
、

要
領
の
悪
い
（
今
も
要
領

の
悪
さ
に
変
わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
！
）
私
を
や
さ
し

く
育
て
て
く
れ
た
当
時
の

地
域
振
興
総
局
の
皆
様
と

研
修
生
メ
ン
バ
ー
に
改
め

て
お
礼
を
申
し
上
げ
て
本

稿
を
締
め
た
い
と
思
い
ま

す
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

あわあぐりＨＰ
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研
修
の
思
い
出
と

財
産
と
な
っ
た
も
の

　
私
が
県
庁
市
町
村
課
で
研
修
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
の
は
、
今
か
ら
十
三
年
前
、
平
成
十

八
年
度
の
こ
と
で
す
。
当
時
、
県
下
で
は
平

成
の
大
合
併
が
進
行
中
で
あ
り
、
わ
が
つ
る

ぎ
町
も
平
成
十
七
年
三
月
に
誕
生
し
た
ば
か

り
で
し
た
。
合
併
後
、
近
隣
の
町
村
の
職
員

で
あ
っ
た
方
々
が
上
司
と
な
り
同
僚
と
な
り
、

自
ら
の
無
知
や
経
験
の
少
な
さ
を
、
以
前
に

も
増
し
て
痛
感
す
る
こ
と
が
数
多
く
あ
り
ま

し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
研
修
生
の
先
輩
方
の

仕
事
ぶ
り
か
ら
、
私
自
身
も
も
っ
と
見
識
を

深
め
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
な
り
、
研
修

生
を
希
望
し
ま
し
た
。

　
当
時
、
総
務
省
か
ら
出
向
さ
れ
て
い
た
岡

市
町
村
課
長
の
も
と
、
前
期
は
行
政
係
、
後

期
は
総
務
・
税
政
係
で
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
年
度
の
途
中
か
ら
は
、
こ
れ
ま
た
総
務

省
か
ら
出
向
し
て
こ
ら
れ
た
南
里
さ
ん
と
い

う
、
頭
脳
明
晰
な
う
え
に
と
っ
て
も
チ
ャ
ー

ミ
ン
グ
な
女
性
と
も
お
仕
事
を
ご
一
緒
す
る

こ
と
が
で
き
、
よ
い
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

新
年
が
あ
け
て
の
仕
事
始
め
の
日
に
は
、
彼

女
と
一
緒
に
晴
れ
着
で
登
庁
し
、
着
物
姿
で

仕
事
を
し
て
い
る
様
子
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ

た
の
も
良
い
思
い
出
で
す
（
ち
ゃ
ん
と
一
日

仕
事
も
し
ま
し
た
よ
）。
今
の
私
な
ら
、
そ

ん
な
こ
と
と
ん
で
も
な
い
！
と
思
い
ま
す
が
、

若
さ
ゆ
え
の
こ
と
、
ま
た
、
当
時
は
今
ほ
ど

世
知
辛
く
な
く
寛
容
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か

な
と
思
い
返
し
て
い
ま
す
。

　
研
修
中
は
、
市
町
村
課
の
皆
さ
ん
全
員

が
、
何
か
に
つ
け
、
根
気
よ
く
丁
寧
に
ご
指

導
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
後
輩
を
育
て
よ

う
と
す
る
気
持
ち
や
誠
実
な
対
応
な
ど
、
仕

事
を
す
る
上
で
根
本
と
な
る
姿
勢
を
教
わ
っ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
研
修
の
一
環

で
、
関
係
部
署
等
の
管
理
職
の
方
々
が
研
修

生
対
象
に
講
義
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

県
下
の
リ
ア
ル
な
情
勢
を
最
前
線
の
方
々
か

ら
伺
う
こ
と
が
で
き
、
大
変
貴
重
な
体
験
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
初
め
て
経
験
す
る
事
務
も
多
く
、
毎
日
が

め
ま
ぐ
る
し
く
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い

き
ま
し
た
。
事
務
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り

ま
し
た
が
、
と
く
に
「
質
疑
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
に
は
四
苦
八
苦
し
ま
し
た
。
県
下
市
町

村
の
ベ
テ
ラ
ン
の
職
員
で
も
解
釈
や
対
応
に

苦
慮
す
る
事
案
が
、
質
疑
と
し
て
市
町
村
課

に
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の

問
い
合
わ
せ
の
電
話
を
受
け
た
者
が
回
答
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
暗
黙
の
ル
ー
ル
が
あ

り
、
電
話
が
鳴
る
た
び
に
、
び
く
び
く
し
て

い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
内
容
を
よ
く

聞
き
取
り
、
様
々
な
法
律
や
判
例
に
照
ら
し
、

県
と
し
て
の
見
解
を
お
答
え
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
基
本
的
な

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
に
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
な
事
案
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
の
が
、
私
に
と
っ
て
は
本
当
に

大
変
な
こ
と
で
し
た
。
上
司
の
方
々
に
は
、

基
本
の
き
か
ら
指
導
し
て
い
た
だ
き
、
感
謝

に
堪
え
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
当
時
、
職
場
で
女
性
が
男
性
と
肩

を
並
べ
て
、
ば
り
ば
り
と
、
そ
し
て
し
な
や

か
に
仕
事
を
し
て
い
る
様
子
を
目
の
当
た
り

に
し
、
感
銘
を
受
け
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
が
う
た
わ
れ
て
久
し
く
、
近

　
つ
る
ぎ
町
農
林
課
交
流
促
進
室
課
長
補
佐

三
　
木
　
幸
　
枝

雲
の
上
で
は
い
つ
も
晴
れ

雑穀パンランチ

晴れ着で登庁の想い出
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年
で
は
女
性
活
躍
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

当
時
の
自
分
は
ま
だ
、
覚
悟
が
で
き
て
お
ら

ず
逃
げ
腰
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
第
一

線
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
女
性
職
員
の
方
々
に

背
中
を
押
さ
れ
、
女
性
だ
か
ら
と
い
う
理
由

で
諦
め
た
り
逃
げ
た
り
せ
ず
、
男
女
そ
れ
ぞ

れ
の
良
さ
を
活
か
し
な
が
ら
職
務
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
自
分
自
身
の
中
で
大
き
な
変
革
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
女
性
上
司
は

今
で
も
私
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
同
期
に
も
恵
ま
れ
ま
し
た
。「
同
じ
釜
の

飯
を
食
う
」
と
い
う
表
現
が
ぴ
っ
た
り
で

し
ょ
う
か
。
個
性
豊
か
な
方
た
ち
ば
か
り
で

し
た
が
、
共
に
学
び
共
に
遊
び
、（
た
ま
に
）

日
本
の
未
来
を
熱
く
語
っ
た
り
し
て
、
濃
厚

な
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
最
近
で
は
、
皆

で
集
ま
る
こ
と
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
活
躍
を
伝
え
聞
く
と
、
私
も
負

け
て
い
ら
れ
な
い
な
と
思
い
ま
す
。

　
研
修
中
は
、
要
領
の
悪
さ
か
ら
残
業
残
業

の
毎
日
で
し
た
が
、
状
況
を
理
解
し
文
句
一

つ
言
う
こ
と
な
く
応
援
し
て
く
れ
た
夫
に
も

感
謝
で
す
。

つ
る
ぎ
の
五
穀
パ
ン

い
か
が
で
す
か

　
現
在
私
は
、
つ
る
ぎ
町
交
流
促
進
課
に
配

属
さ
れ
、
道
の
駅
貞
光
ゆ
う
ゆ
う
館
に
あ
る

事
務
所
に
勤
務
し
て
い
ま
す
。

　
昨
年
三
月
、
つ
る
ぎ
町
を
含
む
二
市
二
町

の
「
に
し
阿
波
の
傾
斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
」

が
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
を
受
け
、
傾
斜
地
で
昔
か
ら
栽
培
さ
れ
て

き
た
雑
穀
を
用
い
て
特
産
品
作
り
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
た
び
、
貞

光
ゆ
う
ゆ
う
館
と
協
働
で
雑
穀
パ
ン
を
開
発

し
ま
し
た
。
パ
ン
に
は
、
傾
斜
地
産
の
「
あ

わ
」「
こ
き
び
」「
た
か
き
び
」「
は
だ
か
麦
」、

そ
れ
か
ら
「
県
産
米
粉
」
を
加
え
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
雑
穀
の
良
さ
を
活
か
す
た
め
に
、

配
合
や
加
工
の
仕
方
を
試
行
錯
誤
し
ま
し
た

が
、
香
ば
し
さ
の
あ
る
お
い
し
い
パ
ン
に
仕

上
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。
名
付
け
て
「
つ
る

ぎ
の
五
穀
パ
ン
」
で
す
。

　
先
日
、
傾
斜
地
で
雑
穀
を
栽
培
し
て
い
る

「
つ
る
ぎ
雑
穀
生
産
販
売
組
合
」
の
皆
さ
ん

に
、
雑
穀
パ
ン
を
試
食
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
み
な
さ
ん
の
雑
穀
が
パ
ン
に
な
り
ま
し

た
よ
！
と
お
知
ら
せ
し
て
喜
ん
で
い
た
だ
こ

う
と
し
て
い
た
の
に
、「
こ
れ
は
お
い
し
い

で
え
！
」「
い
け
る
い
け
る
！
が
ん
ば
ん
な

い
よ
！
」
と
逆
に
励
ま
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
傾
斜
地
集
落
に
暮
ら
す
皆
さ
ん
は
、
自

ら
の
地
域
や
暮
ら
し
に
愛
着
と
誇
り
を
持
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
が
と
て
も
ま

ぶ
し
く
思
え
ま
し
た
。
過
疎
が
進
む
わ
が
つ

る
ぎ
町
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
の
数
と
い
う

杓
子
定
規
で
物
事
の
善
し
悪
し
を
判
断
す
る

の
で
は
な
く
、
雑
穀
組
合
の
皆
さ
ん
の
よ
う

に
、
一
人
一
人
が
こ
の
町
に
住
む
意
義
を
実

感
し
な
が
ら
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
せ
る
よ

う
、
住
民
に
一
番
近
い
自
治
体
職
員
と
し
て
、

お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば
と
決
意
を
新
た
に
し

ま
し
た
。

　「
つ
る
ぎ
の
五
穀
パ
ン
」
は
、
ゆ
う
ゆ
う

館
自
家
製
の
豆
乳
を
用
い
た「
豆
乳
白
パ
ン
」

と
あ
わ
せ
て
、
ゆ
う
ゆ
う
館
レ
ス
ト
ラ
ン
の

ラ
ン
チ
メ
ニ
ュ
ー
で
提
供
し
て
い
ま
す
。
傾

斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
が
育
ん
で
き
た
人
々
の

暮
ら
し
や
文
化
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
召

し
上
が
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
に
し
阿
波
の
傾
斜
地
農
耕
シ
ス

テ
ム
」
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
貞
光
ゆ

う
ゆ
う
館
で
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

お
わ
り
に

　「
雲
外
蒼
天
」。
苦
し
い
時
を
乗
り
越
え
る

と
、
明
る
い
未
来
が
待
っ
て
い
る
と
い
う
意

味
だ
そ
う
で
す
。
研
修
時
は
い
ろ
ん
な
こ
と

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
身

に
余
る
責
任
あ
る
内
容
の
職
務
で
、
し
ん
ど

い
な
あ
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
今
回
思
い
返
し
て
み
る
と
、
ど
の
出

来
事
に
も
意
味
が
見
い
だ
せ
、
き
ら
き
ら
と

輝
く
経
験
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
私
の

血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
。

そ
れ
ら
の
経
験
を
、
こ
れ
か
ら
も
し
っ
か
り

と
、
わ
が
つ
る
ぎ
町
で
活
か
し
て
い
け
れ
ば
。

そ
れ
が
、
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
輩
方
へ

の
ご
恩
返
し
に
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

様々な雑穀 雑穀パンランチ
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は
じ
め
に

　
阿
南
市
で
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
に
新

庁
舎
が
完
成
し
、市
民
の
方
々
か
ら
も
「（
以

前
の
庁
舎
と
比
較
し
て
）
広
く
て
明
る
く

な
っ
た
の
で
気
軽
に
来
や
す
く
な
っ
た
」
と

お
褒
め
の
言
葉
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る
反

面
、「
無
駄
に
大
き
い
庁
舎
を
建
て
る
金
が

あ
る
な
ら
市
民
の
た
め
に
な
る
使
い
方
が
他

に
あ
る
だ
ろ
う
」
と
の
厳
し
い
意
見
を
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
職
員
は
、

ど
ち
ら
の
声
に
も
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
気
を
引
き
締
め
て
日
々
の
業
務
に
臨
ん
で

い
ま
す
。

　
折
し
も
、
庁
舎
完
成
の
翌
年
十
二
月
に
全

国
市
町
村
国
際
文
化
研
修
所
に
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
「
平
成
三
十
年
度
滞
納
整
理
の
実
践

と
徴
収
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
参
加
す
る
機
会

を
得
ま
し
た
。

　
納
税
係
に
配
属
さ
れ
て
二
年
目
と
な
り
、

一
歩
踏
み
込
ん
だ
知
識
を
学
び
た
い
と
い
う

強
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
上
司
か
ら

の
強
い
勧
め
も
あ
り
、
同
じ
業
務
に
従
事
す

る
他
の
自
治
体
の
方
と
意
見
を
交
換
す
る
こ

と
で
、
視
野
を
広
げ
る
機
会
に
も
な
る
こ
と

を
期
待
し
た
も
の
で
す
。

研
修
生
活
に
つ
い
て

　
今
回
の
研
修
に
は
、
北
は
北
海
道
、
南
は

沖
縄
県
ま
で
全
国
各
地
か
ら
徴
収
・
滞
納
整

理
事
務
に
携
わ
る
職
員
六
十
九
名
が
参
加
し

ま
し
た
。

　
研
修
は
五
日
間
の
開
催
で
し
た
。
研
修
施

設
に
て
宿
泊
し
、
共
同
生
活
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
た
め
、
多
く
の
研
修
生
と
交
流
し
ま

し
た
。
初
日
の
夜
に
は
懇
親
会
も
あ
り
、
開

催
地
滋
賀
県
の
地
酒
な
ど
の
お
酒
も
楽
し
み

な
が
ら
、
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
で
、
距
離

を
縮
め
る
こ
と
が
で
き
、
研
修
生
活
を
よ
り

一
層
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、
個
室
で
の
宿
泊
に
よ
り
寛
ぐ
こ
と
も
で

き
、
と
て
も
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
過
ご
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

研
修
に
つ
い
て

　
研
修
は
、
実
務
の
先
輩
方
に
よ
る
経
験
と

知
識
の
共
有
や
、
弁
護
士
に
よ
る
関
連
法
令

の
解
説
と
そ
の
実
務
運
用
の
講
義
が
あ
り
、

最
終
日
に
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
持
ち
寄
っ
た
事
例
か
ら
一
つ
選
ん
で
、

研
修
で
得
た
知
識
を
用
い
た
解
決
策
の
発
表

を
行
い
ま
し
た
。

　
講
義
に
つ
い
て
は
、「
徴
収
事
務
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
」「
徴
収
困
難
事
例
へ
の
対
応
」「
徴

収
率
向
上
の
取
り
組
み
」
の
三
つ
の
テ
ー
マ

に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　「
徴
収
事
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て

は
、
危
機
管
理
や
係
内
で
の
連
携
の
重
要
性

を
学
び
ま
し
た
。

　
危
機
管
理
で
は
、
暴
力
や
恫
喝
に
対
し
て

は
、
刑
法
条
文
を
提
示
し
、
犯
罪
行
為
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
せ
て
、
警
察
と
の
迅
速
な
連

携
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
、
講

師
の
経
験
談
を
織
り
交
ぜ
た
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

　
そ
の
ほ
か
、
係
内
で
の
連
携
の
あ
り
方
と

し
て
は
、
月
一
回
以
上
の
係
内
会
議
を
開
き
、

細
か
な
業
務
管
理
を
行
う
こ
と
が
、
職
員

個
々
の
能
力
向
上
に
繋
が
る
と
の
説
明
を
受

け
ま
し
た
。

　「
徴
収
困
難
事
例
へ
の
対
応
」
で
は
、
給

与
差
押
等
に
応
じ
な
い
第
三
債
務
者
へ
の
対

応
や
、
相
続
人
が
存
在
し
な
い
死
亡
者
に
対

す
る
滞
納
税
の
処
分
が
主
な
テ
ー
マ
で
し
た
。

　
第
三
債
務
者
が
、
給
与
差
押
等
に
応
じ
な

い
場
合
に
は
、
支
払
い
督
促
の
申
立
て
を
行

い
、
最
終
的
に
は
取
立
訴
訟
を
提
起
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
取
立
訴
訟
を
行
っ

て
い
る
自
治
体
の
中
に
は
、
議
会
の
承
認
が

「
平
成
三
十
年
度
滞
納
整
理
の
実
践
と

　
徴
収
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」を
受
講
し
て

　
　
阿
南
市
税
務
課
主
事

柏
　
木
　
涼
　
介

阿南市新庁舎
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必
要
な
訴
訟
の
提
起
を
市
長
の
専
決
処
分
と

し
、
迅
速
に
滞
納
処
分
を
実
現
し
て
い
る
自

治
体
も
あ
り
ま
し
た
。

　
相
続
人
が
存
在
し
な
い
死
亡
者
に
対
す
る

滞
納
税
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
が
存

在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
に
は
、
速

や
か
に
相
続
財
産
管
理
人
選
任
の
申
立
て
を

行
い
、
管
理
人
に
財
産
の
処
分
や
納
税
を
任

せ
る
こ
と
で
解
決
で
き
る
と
教
わ
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
申
立
て
は
、
予
納
金

を
予
算
と
し
て
計
上
で
き
る
か
の
問
題
も
あ

り
、
研
修
に
来
て
い
た
自
治
体
の
多
く
が
、

現
実
に
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
、「
徴
収
率
向
上
へ
の
取
り
組
み
」

に
つ
い
て
は
、
生
活
再
建
型
滞
納
整
理
と
徴

収
の
一
元
化
の
二
つ
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　
生
活
再
建
型
滞
納
整
理
は
、
借
入
金
の
返

済
に
よ
り
税
を
滞
納
し
て
い
る
者
に
は
、
弁

護
士
を
介
し
、
過
払
い
金
の
回
収
相
談
や

債
務
整
理
を
行
う
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と

や
、
借
入
金
返
済
計
画
の
再
考
（
リ
プ
ラ
ニ

ン
グ
）
等
を
さ
せ
、
滞
納
税
が
放
置
さ
れ
な

い
よ
う
に
対
策
す
る
手
法
で
す
。
こ
の
生
活

再
建
型
滞
納
整
理
で
は
、
最
終
目
標
を
納
期

内
納
税
者
へ
更
生
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る

た
め
、
新
た
な
滞
納
を
予
防
す
る
効
果
も
あ

る
の
で
す
が
、
徴
収
担
当
職
員
が
で
き
る
こ

と
は
、
生
活
状
況
の
聞
き
取
り
か
ら
弁
護
士

へ
の
誘
導
ま
で
で
あ
り
、
弁
護
士
と
の
連
携

が
重
要
と
な
り
ま
す
。
徴
収
担
当
課
に
顧
問

弁
護
士
を
配
置
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
運

用
が
容
易
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い

自
治
体
で
は
、
滞
納
者
に
弁
護
士
を
探
す
こ

と
か
ら
始
め
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
点
な
ど
、

多
く
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。

　
徴
収
の
一
元
化
で
は
、
実
際
に
債
権
回
収

対
策
室
を
設
置
し
、
一
元
化
を
図
っ
て
い
る

貝
塚
市
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
た
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。
同
市
で
は
、
滞
納
者
の
多
く
が
、

税
と
と
も
に
税
以
外
の
債
権
も
同
時
に
滞
納

し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
担
当
課
ご
と
の
重

複
し
た
調
査
な
ど
の
業
務
の
非
効
率
化
や
、

徴
収
担
当
職
員
の
人
員
削
減
に
よ
る
限
界
な

ど
を
受
け
て
、
徴
収
の
一
元
化
を
導
入
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

債
権
回
収
の
効
率
化
を
考
慮
す
る
と
非
常
に

合
理
的
な
体
制
だ
と
思
い
ま
し
た
が
、
同
時

に
、
債
権
回
収
対
策
室
の
職
員
に
は
、
各
債

権
の
性
質
な
ど
多
角
的
な
知
識
が
求
め
ら
れ

る
た
め
、
業
務
の
負
担
が
大
き
い
の
で
は
な

い
か
と
も
思
い
ま
し
た
。

　
最
終
日
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
講
義
で
得
た

知
識
を
基
に
、
各
グ
ル
ー
プ
で
一
つ
の
事
例

を
出
し
て
、
解
決
策
を
検
討
し
、
発
表
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
グ
ル
ー
プ
は
、

国
民
健
康
保
険
税
（
料
）
を
担
当
し
て
い
る

職
員
が
多
か
っ
た
た
め
、
高
額
滞
納
者
と

な
っ
た
個
人
事
業
主
へ
の
滞
納
整
理
手
法
に

つ
い
て
検
討
し
、
差
押
等
の
手
続
き
を
進
め

な
が
ら
、
生
活
再
建
型
滞
納
整
理
を
並
行
し

て
い
く
べ
き
だ
と
の
結
論
に
い
た
り
ま
し
た
。

　
個
人
事
業
主
に
は
、
金
融
機
関
か
ら
融
資

を
受
け
て
い
る
者
も
多
い
こ
と
か
ら
、
過
払

い
金
請
求
や
返
済
計
画
の
再
考
に
応
じ
る
可

能
性
が
高
い
た
め
、
差
押
を
し
た
上
で
、
換

価
を
猶
予
し
、
完
納
に
向
け
て
前
向
き
に
行

動
し
な
け
れ
ば
換
価
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う

状
況
を
作
る
こ
と
で
、
生
活
再
建
型
滞
納
整

理
へ
誘
導
す
る
硬
軟
織
り
交
ぜ
た
手
法
を
発

表
し
、
他
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
も
賛
同
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
研
修
で
は
、
実
に
多
く
の
知
識
を

吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
ま
で
に

実
務
で
行
っ
て
い
た
こ
と
を
さ
ら
に
掘
り
下

げ
た
新
し
い
手
法
を
学
び
、
新
た
な
手
法
を

実
用
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る

か
に
気
付
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
講
師
の

み
な
ら
ず
、
同
じ
徴
収
業
務
に
携
わ
る
全
国

各
地
の
職
員
と
交
流
を
持
て
た
こ
と
は
、
と

て
も
貴
重
な
経
験
で
、
有
意
義
な
時
間
で
も

あ
り
ま
し
た
。
中
で
も
、「
常
に
納
期
内
納

税
者
の
視
点
に
立
っ
て
の
滞
納
整
理
を
す
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
講
師
か
ら
の
教
え
は
、

心
に
大
き
く
響
き
ま
し
た
。
滞
納
者
を
相
手

に
す
る
ば
か
り
で
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま

う
納
期
内
納
税
者
で
す
が
、
納
期
内
納
税
者

の
思
い
に
応
え
る
た
め
に
も
、
滞
納
整
理
事

務
は
存
在
す
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　
徴
収
業
務
の
み
な
ら
ず
、
公
務
員
と
し
て

仕
事
を
行
う
以
上
、
納
税
者
の
思
い
や
気
持

ち
を
受
け
て
、
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
強
く
邁
進
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
有
意
義
な
研
修

に
送
り
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
職
場
の
上
司
や

同
僚
の
皆
様
を
は
じ
め
、
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
研
修
所
の
皆
様
に
は
、
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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　那賀町は平成17年の町村合併により誕生し、人口

は11,381人（住民基本台帳年報）でしたが、平成27

年の人口は8,402人（平成27年国勢調査）と合併後10

年間で大きく減少しています。

　そうした背景の中、「徳島ドローン特区」として

2015年に徳島版地方創生特区の１次指定を受けて以

来、山や河川などの本町ならではの豊かな自然を活か

しながら、教育機関及び関連企業、地域住民と連携し、

人口減少問題や経済の活性化など、地域課題の解決策

としてドローンを利活用した取り組みを推進していま

す。

　その取り組みの一環として、地方創生拠点整備交付

金やとくしま創生推進事業にかかる助成金などを活用

し整備を進めていますのが、小型無人航空機利活用拠

点施設「ナカドローンフィールド」です。「ナカドロー

ンフィールド」は、鷲敷地区のさくら公園に隣接する

町有林の一部を伐採して、ドローンレース、実証実験、

操縦講習など多様な使用方法が可能となるように、約

7,200平方メートルの施設面積となっています。また、

バッテリーの充電装置や組み立て、修理スペースを有

する作業用東屋を併設していますので、長時間のご利

用や現地での機器類の調整作業にも対応しています。

　フィールドの中心にあるレースコースは、８の字を

組み合わせた延長532メートルのコースで、起伏が激

しく林間をくぐり抜ける上級者コースと、平坦で障害

物の少ない初心者コースのどちらにも設定可能ですの

で、幅広い層のユーザーが楽しめるようになってい

ます。昨年12月に４名のドローンレーサーを招待し、

プレオープンイベントとして開催したデモレースでは、

レース用ドローンが木々の間を時速100キロメートル

で疾走する大迫力

のレースが展開さ

れ、レーサーから

は「自然を活かし

たエキサイティン

グなコース」との

高評価をいただき

ました。

　また、フィール

ドの約半分の面積を占める森林部では、今年２月に公

益社団法人徳島森林づくり推進機構が実施主体となり、

コンテナ苗運搬実証実験が行われました。電動ウイン

チを搭載したドローンに、杉のコンテナ苗を積載し目

的地到着後ウインチで地面に降ろすという森林部を山

中に見立てての実験でしたが、実践さながらの検証が

できたことにより課題点も判明し、林業が盛んな本町

の植林現場への早期導入が期待されているところです。

　さらに、今後は那賀高校森林クリエイト科の林業に

特化した操縦講習や災害時の情報収集及び物資運搬の

訓練などを予定しています。

　このように「ナ

カドローンフィー

ルド」の利用方法

は、レースや空撮

などのアクティビ

ティだけにとどま

らず、社会的貢献

や産業の活性化に

資する実証実験、

未来の人材を育成

する操縦講習など多岐にわたっていますので、様々な

アイデアが生まれ熟成することにより、地域の課題解

決へと繋がることを目指して施設の利活用を推進して

いきたいと思います。

　現在、飛行制限が強化され都市部ではほとんど見か

けないドローンですが、ここでは比較的自由にドロー

ンを飛ばすことができます。

　「ナカドローンフィールド」をぜひご利用下さい。

　　　　　　　お問い合わせ

　　　　　　　　那賀町まち・ひと・しごと戦略課

　　　　　　　　ドローン推進室

　　　　　　　　TEL 0884-62-1184

那賀町 ナカドローンフィールド整備事業

ナカドローンフィールド全景

作業用東屋

施設看板

ガラスハウス
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上板町 技の館周辺における「上板創生プロジェクト」

　2014年（平成26）11月の国会で「まち・ひと・し

ごと創生法」と「地域再生法の一部を改正する法律」

の地方創生関連二法が可決・成立したことにより、東

京一極集中を解消し、地方の人口減少に歯止めをかけ

るとともに、国全体の活力を上げようとする政策が立

ち上がり、全国の自治体が地方版総合戦略を策定し、

さまざまな取り組みを行うことに交付金制度が設けら

れました。

　上板町も「少子高齢化」や「人口減少」などの課題

を抱えており、克服してゆくためには、「まち」、「ひと」、

「しごと」の好循環を確立し、「しごとの創生」、「ひと

の創生」、「まちの創生」を同時一体的に図るための取

り組みが強く求められておりました。

　こうした中、全国から上板町への「人の流れ」をつ

くり、町の活性化を図るとともに、東京オリ・パラを

見据え、上板町の強みである「藍」を活かした魅力発

信を行うため、国の地方創生推進交付金等を活用し、

「上板創生プロジェクト」を実施することとなりました。

　この「上板創生プロジェクト」は「とくしま上板熱

中小学校の開校」と「ジャパンブループロジェクト」

の２つの事業から構成されております。

【とくしま上板熱中小学校】

　熱中小学校は、内閣府が地方創生のモデル事業とし

て全国に向けて紹介している事業であり、現在全国

12市町村が連携して実施しており、国外においても、

２月にシアトル熱中小学校が開校しました。

　とくしま上板熱中小学校は、平成29年４月に開校

し、さまざまな分野の第一線で活躍する方々を講師に

迎え、地域ならではの「伝統文化」から、「起業」、「Ｉ

Ｔ」、「地場産業の振興」まで、多彩な魅力溢れる講義

を、関係市町村をネットワークで繋ぎながら実施して

おり、地方創生を担う「人材育成」はもとより、「交

流人口の増加」、「町のPR促進」を図ってまいりました。

　講義以外にも、課外活動も積極的に実施しており、

生徒を中心として、技の館東隣にある古民家を有効活

用する「古民家再生班」、ネット環境の知識を高める

「ＩＴ班」、藍の栽培から蒅つくり、染色、製品の販売

までをすべて行う「藍班」、いろいろなものを作る「も

のづくり班」、健康づくりに取り組む「ハイキング班」、

地域の特産品を開発する「アイスクリーム班」、環境

にやさしい藁の家を提案する「ストローベイルハウス

班」等さまざまな活動を行っております。

【ジャパンブループロジェクト】

　東京オリ・パラの公式エンブレムに藍色が採用され

たことにより、これまで以上に藍への関心が非常に盛

り上がってきております。「すくも」生産量日本一の

町として、徳島県とも連携を図りながら、藍のブラン

ド化や生産力の強化、新たな阿波藍染製品の開発や、

海外展開に向けたPR活動、「すくも」生産量の全国調

査、将来に向けた「担い手確保」等さまざまな取り組

みを行っていますが、本プロジェクトは「藍の里＝上

板町」として、永遠に関わっていく事が必要と考えて

おります。

　地方創生推進交付金を活用して、技の館屋上におけ

る「星空観察とドローン基地」、季節を問わず藍を栽

培する「ＬＥＤ植

物工場」、藍を水

耕栽培できる「ガ

ラスハウス」を設

置したり、とくし

ま創生推進事業助

成 金 を 活 用 し た

「ドッグスペース」

も完成し、技の館

周辺も大変賑わってきました。

　今回の「上板創生プロジェクト」の取り組みは、今

回掲載されるページ数ではとても語りきれることでは

ありません。是非とも皆様に技の館に立ち寄りいただ

き、いろいろなものを見学していただけたらと考えて

おります。よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ

　　　　　　　　　　　　　　上板町　技の館

　　　　　　　　　　　　　　TEL 088-637-6555とくしま上板熱中小学校授業風景

LED植物工場

ガラスハウスドッグスペース
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Business corner

は
じ
め
に

　
近
年
の
選
挙
で
は
、
若
い
世
代
の
投
票
率
の
低
さ
が

全
国
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
徳
島
県
は
特
に

投
票
率
が
低
い
県
と
な
っ
て
い
る
。
資
料
１
は
平
成

二
十
九
年
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け
る
十
八
歳
及
び

十
九
歳
の
投
票
率
を
都
道
府
県
別
に
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
十
八
歳
・
十
九
歳
の
合
計
投
票
率
を
見
る
と
徳
島

県
は
三
一
・
五
九
％
で
全
国
ワ
ー
ス
ト
一
位
を
記
録

し
て
い
る
。
　

  

本
稿
で
は
、
若
年
層
の
投
票
率
改
善
を
目
的
と
し
た

も
の
を
中
心
に
、
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
っ
て

い
る
啓
発
活
動
を
紹
介
す
る
。

常
時
啓
発

　
常
時
啓
発
と
は
、
政
治
や
選
挙
へ
の
意
識
を
向
上
さ

せ
る
た
め
に
普
段
か
ら
継
続
し
て
行
う
啓
発
活
動
の
こ

と
で
あ
る
。

一
　
高
等
教
育
期
間
と
の
連
携

（
一
）　「
選
挙
啓
発
の
連
携
協
力
に
関
す
る
協
定
」
の

締
結

　
平
成
二
十
九
年
十
二
月
に
、
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員

会
と
県
内
の
高
等
教
育
機
関
（
徳
島
大
学
・
鳴
門
教
育

大
学
・
阿
南
工
業
高
等
専
門
学
校
・
徳
島
文
理
大
学
・

四
国
大
学
・
徳
島
工
業
短
期
大
学
の
六
校
）
に
お
い
て

「
選
挙
啓
発
の
連
携
協
力
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
啓
発
活
動
に
お
い
て
高
等
教
育
機

関
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
後
述

の
啓
発
活
動
を
平
成
三
十
年
か
ら
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

（
二
）　
出
前
講
座

　
平
成
三
十
年
中
は
計
五
回
、
高
等
教
育
機
関
の
授
業

時
間
や
授
業
後
な
ど
に
出
前
講
座
を
開
催
し
、
延
べ

四
百
四
十
八
名
の

学
生
へ
選
挙
の
重

要
性
に
つ
い
て
出

前
講
座
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
講
座
で

は
、
総
務
省
が
派

遣
す
る
主
権
者
教

育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

の
講
義
や
、
架
空

の
候
補
者
が
掲
げ

る
政
策
を
見
比
べ
、

実
際
の
選
挙
と
同
様
の
器
材
や
方
法
で
投
票
す
る
模
擬

投
票
を
行
っ
た
。

（
三
）　
大
学
祭
に
お
け
る
啓
発
活
動

　
先
述
の
「
選
挙
啓
発
の
連
携
協
力
に
関
す
る
協
定
」

を
締
結
し
た
教
育
機
関
の
う
ち
、
四
校
の
学
園
祭
に

て
、
明
る
い
選
挙

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
め
い
す

い
く
ん
に
よ
る
Ｐ

Ｒ
や
啓
発
チ
ラ
シ

の
配
布
な
ど
の
活

動
を
行
い
、
延
べ

七
百
三
十
九
名
へ

チ
ラ
シ
を
配
布
し

た
。

若年層に向けた選挙啓発活動について

市町村課主事（行政担当・選挙管理委員会事務局併任）　森　　　俊　貴

出前講座大学祭
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二
　
模
擬
投
票
体
験
事
業

　
総
務
省
が
平
成
二
十
八
年
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、

子
ど
も
の
頃
に
親
の
投
票
に
つ
い
て
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
人
の
投
票
率
は
、
そ
う
で
な
い
人
よ
り
も
二
十
ポ
イ

ン
ト
以
上
高
い
。
投
票
率
向
上
の
た
め
に
は
、
現
在
選

挙
権
が
あ
る
人
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
有
権
者
の
た
め

の
啓
発
も
不
可
欠
で
あ
る
。

　
親
子
連
れ
や
若
い
世
代
へ
の
啓
発
活
動
と
し
て
、
模

擬
投
票
体
験
事
業
を
各
市
町
村
の
明
る
い
選
挙
推
進
協

議
会
や
民
間
企
業
の

協
力
の
も
と
開
催
し

て
い
る
。
平
成
三
十

年
は
フ
ジ
グ
ラ
ン
石

井
と
イ
オ
ン
モ
ー
ル

徳
島
に
て
、 

徳
島
県

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
す
だ
ち

く
ん
、
開
催
地
の
マ

ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
、
め
い
す
い
く

ん
の
三
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
候
補
と
し
て
投
票
し
て
も
ら

い
、
延
べ
八
百
四
十
六
の
投
票
が
あ
っ
た
。

三
　
若
者
向
け
選
挙
啓
発
動
画
の
作
成

　
若
年
層
の
政
治
へ
の
関
心
を
高
め
、
主
権
者
意
識
を

高
め
る
た
め
に
、
若
者
向
け
選
挙
啓
発
動
画
を
二
種
類

作
成
し
た
。
県
庁
一
階
県
民
ホ
ー
ル
で
放
映
さ
れ
た
ほ

か
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
や
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
で
も
公

開
さ
れ
て
い
る
。（
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
選
挙
（Sen-kan

の
ペ
ー
ジ
）」
に
リ

ン
ク
掲
載
中
）

臨
時
啓
発

　
臨
時
啓
発
と
は
、
選
挙
の
時
期
に

行
わ
れ
る
、
投
票
日
の
周
知
や
投
票

参
加
の
呼
び
か
け
な
ど
の
啓
発
活
動

の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

平
成
三
十
一
年
四
月
執
行
の
第
十
九

回
統
一
地
方
選
挙
に
向
け
て
行
っ
た

臨
時
啓
発
を
一
部
紹
介
す
る
。

一  

高
等
教
育
機
関
の
協
力
に
よ
る

周
知

　「
選
挙
啓
発
の
連
携
協
力
に
関
す

る
協
定
」
を
締
結
し
た
各
校
に
協
力

を
依
頼
し
、
学
生
向
け
メ
ー
リ
ン
グ

リ
ス
ト
や
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、
校
内

放
送
な
ど
で
投
票
日
の
周
知
、
投
票

参
加
の
呼
び
か
け
を
行
う
。

　二
　
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
Ｃ
Ｍ

　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
、

投
票
日
の
周
知
を
行
う
。
テ
レ
ビ
Ｃ

Ｍ
で
は
常
時
啓
発
の
紹
介
の
中
で
ふ

れ
た
若
者
向
け
選
挙
啓
発
動
画
を
活

用
す
る
。
　

三
　
卓
上
広
告
塔
の
設
置

　
各
市
町
村
や
金
融
機
関
、
郵
便
局
な
ど
へ
依
頼
し
、

投
票
日
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
卓
上
広
告
塔
を
設
置
。

四
　
徳
島
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
ス
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
で
の
広
報

　
ス
タ
ジ
ア
ム
の
オ
ー
ロ
ラ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
の
若
者
向

け
選
挙
啓
発
動
画
放
映
や
、
ス
タ
ジ
ア
ム
内
放
送
を
通

じ
て
投
票
参
加
を
呼
び
か
け
る
。

模擬投票体験事業

親子連れ投票チラシ（Ｈ30・総務省発行）
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主
権
者
教
育

　
資
料
２
は
、
各
高
等
教
育
機
関
で
出
前
講
座
の
際
に

行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
結
果
で
あ
る
。
選
挙
に
行

か
な
い
、
と
回
答
し
た
人
（
０
～
２
）
の
理
由
と
し
て
、

興
味
が
な
い
、
よ
く
分
か
ら
な
い
、
自
分
の
一
票
で
悪

い
人
が
政
治
家
に
な
る
の
が
嫌
だ
か
ら
、
と
い
っ
た
意

見
が
あ
っ
た
。
投
票
に
行
く
こ
と
が
い
か
に
大
事
で
あ

る
か
を
伝
え
て
も
、
そ
も
そ
も
政
治
に
対
し
て
の
関
心

や
ど
の
よ
う
な
社
会
に
し
た
い
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が

な
け
れ
ば
投
票
率
の
向
上
は
難
し
い
。
そ
こ
で
重
要
に

な
っ
て
く
る
の
が
自
ら
考
え
る
力
を
培
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
総
務
省
が
実
施
し
て
い
る
「
主
権
者
教
育
の
推
進
に

関
す
る
有
識
者
会
議
」
の
中
で
は
、
主
権
者
教
育
と
は
、

社
会
の
出
来
事
を
自
ら
考
え
、
判
断
し
、
主
体
的
に
行

動
す
る
主
権
者
を
育
て
る
こ
と
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
文
科
省
の
検
討
チ
ー
ム
の
提
言
に
よ
る
と
、
主

権
者
教
育
の
目
的
は
、
単
に
政
治
の
仕
組
み
に
つ
い
て

必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主
権
者

と
し
て
社
会
の
中
で
自
立
し
、
他
者
と
連
携
・
協
働
し

な
が
ら
、
社
会
を
生
き
抜
く
力
や
、
地
域
の
課
題
解
決

を
社
会
の
構
成
員
の
一
人
と
し
て
、
主
体
的
に
担
う
こ

と
が
で
き
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
、
と
さ
れ
て

い
る
。

　
主
権
者
教
育
と
は
、
学
校
で
行
う
も
の
が
全
て
で
は

な
く
、
各
家
庭
も
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
投
票
に
子
ど
も
を
連
れ
て
行
く
、
ニ
ュ
ー
ス
に

つ
い
て
会
話
の
話
題
に
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
す
る

か
ど
う
か
で
子
ど
も
の
社
会
問
題
や
政
治
に
関
す
る
興

味
を
持
つ
か
ど
う
か
は
大
き
く
変
わ
る
。
　

お
わ
り
に

　
平
成
三
十
年
度
は
、
様
々
な
啓
発
活
動
を
新
た
に

行
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
新
た
な
課
題
が
多
く
見
つ

か
っ
た
。
特
に
、
投
票
率
の
向
上
に
は
各
市
町
村
の
選

挙
管
理
委
員
会
や
教
育
委
員
会
だ
け
で
な
く
、
様
々
な

機
関
、
団
体
と
幅
広
く
協
力
し
政
治
に
つ
い
て
考
え
る

き
っ
か
け
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。

資料２
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地方公務員災害補償制度について

市町村課主事（行政担当）　新　開　利　恵

　
こ
の
災
害
補
償
制
度
の
大
き
な
特
徴
は
、
公
務
上
の

災
害
に
つ
い
て
使
用
者
の
無
過
失
責
任
主
義
を
と
り
、

地
方
公
共
団
体
等
に
過
失
が
な
く
て
も
補
償
義
務
が
発

生
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
民
法
上
の
損
害
賠
償

が
原
則
と
し
て
過
失
主
義
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
こ
の

点
に
お
い
て
異
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
も
、
使
用
者
と

し
て
の
責
任
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
使
用
者
の
支
配
下

に
な
い
通
勤
途
上
の
災
害
に
つ
い
て
補
償
が
行
わ
れ
る

と
い
う
点
で
、
民
法
上
の
損
害
賠
償
と
は
異
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
災
害
補
償
制
度
は
、
一
部
に
年
金
が
採
り

入
れ
ら
れ
て
お
り
、
加
え
て
、
補
償
を
超
え
た
福
祉
事

業
も
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
被
災
職
員
及
び
そ
の

遺
族
の
生
活
の
安
定
と
被
災
職
員
の
社
会
復
帰
の
促
進

を
考
慮
し
た
制
度
で
あ
っ
て
、
賠
償
責
任
保
険
的
な
性

格
と
は
異
な
っ
た
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
災
害
補
償
制
度
の
適
用
関
係
〉

　
地
方
公
務
員
等
の
公
務
上
の
災
害
（
以
下
「
公
務
災

害
」
と
い
う
。）
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
（
以
下
「
通

勤
災
害
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
補
償
は
、
職
員
に
つ

い
て
は
法
務
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金

が
そ
の
実
施
に
当
た
り
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、

法
に
基
づ
く
条
例
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
、
消
防

団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法

律
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬

剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
等
に
よ
り
、
地

方
公
共
団
体
等
が
補
償
を
実
施
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。

〈
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
〉

　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い

は
じ
め
に

　
近
年
、
人
口
減
少
と
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
や
住
民

ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
な
ど
に
よ
り
、
地
方
公
務
員
を
取
り

巻
く
環
境
は
、
複
雑
か
つ
多
様
化
し
て
お
り
、
地
方
公

共
団
体
が
、
地
域
社
会
や
住
民
に
対
し
て
な
す
べ
き
責

務
や
職
員
に
求
め
ら
れ
る
役
割
、
責
任
等
が
ま
す
ま
す

高
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
長
時
間
勤
務
の
縮
減
等
に

よ
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
や
公
務
能

率
の
向
上
な
ど
を
目
的
と
し
た
働
き
方
改
革
が
進
め
ら

れ
る
な
か
で
、
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
い
っ
そ
う
の
充

実
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
は
、
地
方
公
務
員
が
公

務
上
又
は
通
勤
に
よ
り
災
害
を
受
け
た
場
合
に
、
当
該

職
員
及
び
そ
の
遺
族
に
対
し
て
補
償
を
行
い
、
こ
れ
ら

の
者
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
職
員
が
安
心
し
て
勤
務

に
精
励
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
制

度
で
す
。
本
稿
で
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
の

体
系
や
補
償
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
と
は

〈
災
害
補
償
制
度
の
意
義
〉

　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
（
以
下
「
災
害
補
償
制

度
」
と
い
う
。）
は
、
地
方
公
務
員
等
が
公
務
上
の
災

害
（
負
傷
、
疾
病
、
障
害
ま
た
は
死
亡
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
場
合
に
、

そ
の
災
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
補
償
し
、
及
び
必

要
な
福
祉
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
地
方
公
務
員
等
及
び

遺
族
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
制
度
で
す
。
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う
。）
は
、
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
法
人
で
、
職
員

が
公
務
災
害
又
は
通
勤
災
害
を
受
け
た
場
合
に
こ
れ
に

対
す
る
補
償
の
実
施
を
被
災
職
員
の
属
す
る
地
方
公
共

団
体
等
に
代
わ
っ
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
本
部

を
東
京
都
に
、
各
都
道
府
県
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第
二
五
二
号
の
一
九
第
一

項
の
指
定
都
市
に
そ
れ
ぞ
れ
支
部
を
置
い
て
い
ま
す
。

　
徳
島
県
支
部
は
、
支
部
長
（
知
事
）、
副
支
部
長
（
経

営
戦
略
部
長
、
経
営
戦
略
部
副
部
長
）
の
も
と
、
経
営

戦
略
部
職
員
厚
生
課
内
に
事
務
局
を
設
置
し
、
事
務
長

（
職
員
厚
生
課
長
）
を
中
心
と
し
て
、
公
務
災
害
・
通

勤
災
害
の
認
定
、
補
償
事
務
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
教
育
委
員
会
、
警
察
本
部
、
政
策
創
造
部
市
町
村

課
に
も
支
部
職
員
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

〈
基
金
の
補
償
対
象
者
〉

（
１
）　
常
勤
職
員
…
全
て
の
常
勤
職
員
（
一
般
職
、
特

別
職
は
問
わ
な
い
。）

（
２
）　
法
の
適
用
対
象
と
な
る
非
常
勤
職
員

　
①
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
な
ど
の
短
時
間
勤
務
職

員

　
②
常
勤
的
非
常
勤
職
員

　
　
・
雇
用
関
係
が
継
続
し
て
い
る
こ
と

　
　
・
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
地
方
公
務

員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上

勤
務
し
た
日
が
十
八
日
以
上
あ
る
月
が
、
引
き

続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
る
こ
と

　
　
・
そ
の
超
え
る
に
至
っ
た
以
後
も
引
き
続
き
当
該

勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
こ
と

　
※
法
の
適
用
対
象
と
な
ら
な
い
非
常
勤
職
員
等
に
つ

い
て
は
団
体
ご
と
の
条
例
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
な
ど
が
適
用
。

〈
補
償
の
手
続
〉

　
災
害
補
償
は
、
次
の
手
順
に
よ
っ
て
行
い
ま

す
。（
資
料
①
）

　
①
　
被
災
職
員
又
は
そ
の
遺
族
等
は
、
任
命

権
者
を
経
由
し
て
、
支
部
長
に
対
し
各
種

補
償
（
傷
病
補
償
年
金
を
除
く
。）
の
請

求
を
行
い
ま
す
。

　
②
　
任
命
権
者
は
、
当
該
災
害
の
認
定
に
関

し
て
意
見
を
付
し
、
提
出
さ
れ
た
請
求
書

の
記
載
内
容
を
点
検
し
、
所
用
の
証
明
等

を
行
い
支
部
長
に
送
付
し
ま
す
。

　
③
　
支
部
長
は
、
当
該
災
害
が
公
務
又
は
通

勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
か
否
か
を
す
み
や

か
に
認
定
し
、
各
種
補
償
の
決
定
を
請
求

者
及
び
任
命
権
者
に
通
知
し
ま
す
。

　
④
　
公
務
災
害
又
は
通
勤
災
害
と
認
定
し
た

災
害
に
か
か
る
各
種
補
償
の
請
求
に
対
し
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
現
物
給

付
又
は
金
銭
給
付
の
形
で
補
償
を
実
施
し
ま
す
。

認
定
に
つ
い
て

　
公
務
災
害
・
通
勤
災
害
と
し
て
補
償
の
対
象
と
な
る

た
め
に
は
、
災
害
が
公
務
上
若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
災

害
と
し
て
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〈
公
務
災
害
〉

（
１
）
公
務
上
の
負
傷
の
認
定

　
負
傷
の
公
務
上
外
の
認
定
は
、
原
則
と
し
て
被
災

職
員
の
公
務
遂
行
中
に
生
じ
た
か
ど
う
か
を
判
断
し

て
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
負
傷
の
発
生
が
外
面
的
で

可
視
的
で
あ
り
、
公
務
と
の
間
に
直
接
的
な
因
果
関

係
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
公
務
遂
行
性
が
認

め
ら
れ
れ
ば
、
特
に
医
学
的
診
断
を
要
せ
ず
と
も
公

務
起
因
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
で
す
。

　
し
か
し
、
公
務
遂
行
中
に
生
じ
た
負
傷
で
あ
っ
て

も
、
故
意
又
は
本
人
の
素
因
に
よ
る
も
の
や
天
災
地

変
に
よ
る
も
の
、
偶
発
的
な
事
故
に
よ
る
も
の
は
原

則
と
し
て
公
務
災
害
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
２
）
公
務
上
の
疾
病
の
認
定

　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
上
の
疾
病
は
、
①
公
務

資料①
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上
の
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病
、
②
職
業
病
、
③
公

務
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
疾
病
に
分
け
ら

れ
、
公
務
上
外
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
公
務
上
の

負
傷
の
場
合
と
異
な
り
、
公
務
起
因
性
（
＝
相
当
因

果
関
係
）
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
公
務

上
の
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病
は
、
医

学
的
に
発
生
要
因
が
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
が
多
く
、
職
業
病
は
、
有
害
作

業
を
受
け
る
公
務
と
、
こ
れ
に
起
因

し
て
生
じ
る
疾
病
と
の
間
に
医
学
的

な
因
果
関
係
の
存
在
が
確
立
さ
れ
て

い
ま
す
。
対
し
て
、
そ
の
他
の
疾
病

は
、
発
病
に
関
し
て
公
務
以
外
の
要

因
（
素
因
や
基
礎
疾
患
、
既
存
疾
病

な
ど
）
が
関
与
す
る
こ
と
が
多
い
た

め
、
公
務
が
相
対
的
に
有
力
な
原
因

と
し
て
作
用
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
っ
て
、
公
務
上
の
災
害

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

〈
通
勤
災
害
〉

　
通
勤
災
害
は
、
職
員
が
、
勤
務
の
た

め
、
①
住
居
と
勤
務
場
所
と
の
間
の
往

復
、
②
勤
務
場
所
等
か
ら
他
の
勤
務
場

所
へ
の
移
動
、
③
①
の
往
復
に
先
行
し
、

又
は
後
続
す
る
住
居
間
の
移
動
を
、
合

理
的
な
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
に
起
因
す
る
災
害
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
認
定
要
件
〉

　
公
務
災
害
と
し
て
、
認
定
さ
れ
る
た

め
に
は
次
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。

（
１
）　
公
務
遂
行
性
…
被
災
職
員
が
、
公
務
に
従
事
し
、

任
命
権
者
の
支
配
管
理
下
に
あ
る
状
況
で
災
害
が

発
生
し
た
こ
と

（
２
）　
公
務
起
因
性
…
公
務
と
災
害
と
の
間
に
相
当
因

果
関
係
が
あ
る
こ
と

〈
補
償
の
種
類
〉

　
現
在
、基
金
の
行
う
補
償
は
、資
料
②
の
と
お
り
で
す
。

資料②
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認
定
状
況
　（
資
料
③
、
④
、
⑤
、
⑥
）

　
現
在
、
徳
島
県
支
部
に
お
け
る
対
象
団
体
は
五
四
団

体
（
県
一
、
市
八
、
町
村
一
六
、
一
部
事
務
組
合
二
九
）、

対
象
職
員
は
二
四
、三
四
三
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
職

員
数
は
平
成
二
十
八
年
度
確
定
負
担
金
ベ
ー
ス
）

　
平
成
二
十
九
年
度
に
基
金
で
公
務
災
害
又
は
通
勤
災

害
を
認
定
し
た
件
数
は
二
九
、
三
五
七
件
で
、
前
年
度

に
比
べ
一
、
一
九
五
件
（
四
・
二
％
）
増
加
し
て
い
ま

す
。
徳
島
県
支
部
に
お
い
て
は
、
一
九
一
件
と
な
っ
て

お
り
、
前
年
度
と
比
較
す
る
と
、
公
務
災
害
は
一
五
件

の
増
、
通
勤
災
害
は
一
二
件
の
減
、
合
計
で
三
件
の
増

と
な
っ
て
い
ま
す
。

課　
　

題

　
徳
島
県
支
部
の
公
務
災
害
発
生
状
況
を
み
る
と
、
実

績
か
ら
は
や
や
増
加
の
傾
向
が
読
み
取
れ
ま
す
。（
資

料
③
）
職
員
の
焦
り
や
ミ
ス
に
伴
う
災
害
が
、
思
い
が

け
ず
重
い
結
果
と
な
っ
て
、
手
術
や
長
期
の
療
養
に
至

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
近
年
、
精
神
疾
患
に
よ

る
請
求
が
増
加
し
て
い
ま
す
。（
資
料
⑦
）
精
神
疾
患

の
認
定
に
つ
い
て
は
、
本
部
協
議
事
案
と
な
り
、
認
定

結
果
が
判
明
す
る
ま
で
に
一
年
以
上
を
要
し
ま
す
。

　
職
場
で
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

研
修
を
活
用
し
、
職
員
本
人
に
よ
る
セ
ル
フ
ケ
ア
や
職

場
で
の
予
防
へ
の
取
組
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
が
、
事
故
や
心
の
病
気
を
未
然
に
防
ぐ
と
い
っ

た
能
動
的
な
推
進
が
今
後
の
課
題
と
な
り
ま
す
。

　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
予
防
に
係
る
対
策
を
講
じ
、

そ
も
そ
も
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
発
症
す
る
職
員
を

出
さ
な
い

こ
と
、
次

い
で
、
メ

ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
不
調

を
発
症
し

た
職
員
に

対
し
て
は

休
業
に
よ

る
療
養
等

を
と
お
し

て
、
そ
の

症
状
の
回

復
を
図
る

こ
と
が
重

要
で
す
。

ま
た
、
後

者
の
場
合
に
は
、
周
囲
の
職
員
へ
の
負
担
増
大
と
い
う

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
の
増
進

と
い
う
役
割
を
全
う
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
第
一
義

に
考
え
、
各
対
策
を
実
施
し
、
公
務
能
率
の
維
持
・
確

保
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。 

出
典

資
料
①
②
…
地
方
公
務
災
害
補
償
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

資
料
③
④
⑤
⑥
…
地
方
公
務
災
害
補
償
基
金
発
行
「
災

害
補
償
七
月
夏
号
第
五
七
七
号
」
か
ら
抜
粋

資
料
⑦
…
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

                                     
    
    

                                       
                             
                                  

                                 
    
         

                                 
                              

                                 

資料③

資料④

資料⑤

資料⑥

    

        

       

   
      

   
      

      
   

   
      

  
      

資料⑦
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は
じ
め
に

　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資
金
（
以
下
「
機
構
資
金
」

と
い
う
。）
は
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
が
地
方
公

共
団
体
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
住
民
生
活
に
密
接
し
た

事
業
に
対
し
て
、
長
期
か
つ
低
金
利
な
資
金
と
し
て
貸

付
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
機
構
資
金
の
お
お
ま
か
な
概
要
及
び
今
年

度
導
入
さ
れ
、
市
町
村
か
ら
い
く
つ
か
問
合
せ
の
あ
っ

た
、
借
入
申
込
手
続
き
に
お
け
る
書
面
申
請
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ

入
力
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
に
つ
い
て

　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
は
地
方
債
資
金
の
共
同
調

達
機
関
と
し
て
、
全
国
の
都
道
府
県
・
市
区
町
村
等
の

出
資
に
よ
り
平
成
二
十
年
八
月
一
日
に
設
立
さ
れ
、
同

年
の
十
月
一
日
に
業
務
が
開
始
さ
れ
た
。

　
当
初
の
名
称
は
「
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
」
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
に
改

組
さ
れ
現
名
称
と
な
っ
た
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
貸
付
対
象
に
臨
時
財
政
対
策
債
等

の
一
般
会
計
債
も
加
え
ら
れ
た
。

貸
付
対
象
事
業

　
機
構
資
金
の
貸
付
先
は
地
方
公
共
団
体
の
み
を
対
象

と
し
て
い
る
。

　
貸
付
対
象
事
業
は
、
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
の

地方公共団体金融機構資金の
WEB入力による書面申請について

市町村課主事（企画財政担当）　松　田　憲　資

業
務
開
始
時
は
、
水
道
事
業
や
交
通
事
業
な
ど
の
、
社

会
資
本
整
備
を
中
心
と
し
た
十
八
事
業
と
な
っ
て
い
た

が
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
へ
の
改
組
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
、
主
と
し
て
公
営
企
業
債
で
あ
っ
た
貸
付
対
象

事
業
が
、
一
般
会
計
債
に
広
く
拡
充
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
現
在
の
貸
付

対
象
事
業
は
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

一
般
会
計
債

　
公
共
事
業
等

　
公
営
住
宅
事
業

　
教
育
・
福
祉
施
設
等
整
備
事
業
　

（
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設

整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
）

　
一
般
単
独
事
業
　

（
一
般
事
業
、
地
域
活
性
化
事
業
、
防
災
対
策
事
業
、

地
方
道
路
等
整
備
事
業
、
合
併
特
例
事
業
、
緊 

急
防
災
・
減
災
事
業
、
公
共
施
設
最
適
化
事
業
）

　
過
疎
対
策
事
業

臨
時
財
政
対
策
債

公
営
企
業
債

　
水
道
事
業
　
　
　
　
　
　
交
通
事
業

　
病
院
事
業
　
　
　
　
　
　
下
水
道
事
業

　
工
業
用
水
道
事
業
　
　
　
電
気
事
業

　
ガ
ス
事
業
　
　
　
　
　
　
港
湾
整
備
事
業

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
　
　
市
場
事
業

　
と
畜
場
事
業
　
　
　
　
　
観
光
施
設
事
業

　
駐
車
場
事
業
　
　
　
　
　
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
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※
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
は
、(

株)

日
本
政
策
金
融

公
庫
か
ら
委
託
を
受
け
て
公
有
林
整
備
事
業
及
び
草

地
開
発
事
業
に
対
し
て
も
受
託
貸
付
を
行
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

貸
付
の
種
類
に
つ
い
て

　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の
貸
付
業
務
は
、
地
方
公

共
団
体
に
対
し
て
、長
期
・
安
定
・
低
利
の
貸
付
け
を「
一

般
貸
付
」
と
し
て
実
施
し
て
い
る
。
一
般
貸
付
は
貸
付

期
間
等
に
よ
り
さ
ら
に
次
の
と
お
り
区
別
さ
れ
る
。

　
①
　
長
期
貸
付
…
起
債
同
意
（
許
可
）
を
得
た
事
業

に
、
機
構
資
金
を
長
期
債
と
し
て
融
資
す
る
も
の
。

　
②
　
同
意
・
許
可
前
貸
付
…
起
債
同
意
等
予
定
額
が

決
定
さ
れ
た
事
業
に
対
し
て
、
機
構
資
金
を
「
長

期
貸
付
」
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の
つ
な
ぎ
資
金

と
し
て
融
資
す
る
も
の
。

　
③
　
短
期
貸
付
…
各
会
計
ご
と
の
歳
計
現
金
の
一
時

的
不
足
を
補
う
た
め
の
資
金
と
し
て
融
資
す
る
も

の
。

償
還
期
限
等

　
機
構
資
金
の
償
還
期
限
は
、
貸
付
対
象
事
業
ご
と
に

上
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
借
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
の
内
容
、
施
設
の
耐

用
年
数
等
を
考
慮
し
た
上
で
償
還
期
限
を
定
め
る
必
要

が
あ
る
。

　
な
お
、
貸
付
方
法
は
原
則
と
し
て
「
証
書
貸
付
」
と

な
る
。貸

付
金
利

　
基
準
利
率
と
機
構
特
別
利
率
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、

機
構
特
別
利
率
は
公
営
競
技
納
付
金
に
よ
り
積
み
立
て

ら
れ
た
地
方
公
共
団
体
健
全
化
基
金
の
運
用
益
及
び
自

己
財
源
に
よ
り
、
基
準
利
率
か
ら
の
引
き
下
げ
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　
な
お
、
貸
付
利
率
は
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.jfm
.go.jp

）
に
て
毎
月

公
表
さ
れ
て
い
る
。

融
資
を
受
け
ら
れ
る
期
間

　
先
述
し
た
貸
付
の
種
類
に
よ
り
融
資
を
受
け
ら
れ
る

期
間
が
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
長
期
貸
付
」
に
係
る

期
間
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

①
　
起
債
同
意
（
許
可
）
を
得
た
年
度
に
執
行
す
る
事

業
…

　
・
地
方
公
営
企
業
法
適
用
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
意

（
許
可
）
を
受
け
た
年
度
末
（
三
月
末
）
ま
で
。

　
　
※
決
算
に
当
た
っ
て
未
払
金
処
理
し
た
も
の
を
除

く
。

　
・
一
般
会
計
債
・
臨
時
財
政
対
策
債
及
び
地
方
公
営

企
業
法
非
適
用
事
業
に
つ
い
て
は
、起
債
同
意（
許

可
）
を
受
け
た
年
度
の
翌
年
度
の
五
月
末
（
出
納

整
理
期
間
終
了
）
ま
で
。

②
　
事
業
の
繰
越
が
あ
り
、
そ
の
繰
越
事
業
に
充
当
す

る
た
め
の
借
入
れ
…

　
・
地
方
公
営
企
業
法
適
用
事
業
に
つ
い
て
は
、
繰
越

事
業
を
行
っ
た
年
度
末
ま
で
。

　
・
一
般
会
計
債
・
臨
時
財
政
対
策
債
及
び
地
方
公
営

企
業
法
非
適
用
事
業
に
つ
い
て
は
、
繰
越
事
業
を

行
っ
た
年
度
の
出
納
整
理
期
間
終
了
ま
で
。

　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
よ
り
提
示
さ
れ
て
い
る
期

間
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
融
資
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
た
め
、
事
業
の
内
容
や
貸
付
の
種
類
等
に
は

十
分
注
意
さ
れ
た
い
。

借
入
申
込
み
の
流
れ
に
つ
い
て

①
　
機
構
資
金
の
同
意
（
許
可
）
の
時
期
に
合
わ
せ
て
、

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
か
ら
借
入
予
定
団
体
へ
、

借
入
予
定
額
等
の
照
会
が
あ
る
た
め
、
借
入
予
定
団

体
は
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の
電
子
申
請
・
通

知
シ
ス
テ
ム
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
借
入
予
定
日
及
び
借

入
予
定
額
等
の
登
録
を
行
う
。

②
　
そ
の
後
、
借
入
予
定
団
体
が
書
面
申
請
（
後
述
）

を
行
う
場
合
は
、
借
入
申
込
書
を
印
刷
し
、
公
印
を

押
印
の
上
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
へ
郵
送
す
る
。

③
　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
に
お
い
て
融
資
審
査
を

行
う
。
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④
　
借
入
予
定
団
体
が
電
子
申
請
を
行
う
場
合
は
、
融

資
審
査
後
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
か
ら
電
子
署

名
の
依
頼
が
あ
る
た
め
、
電
子
署
名
を
付
し
た
必
要

な
デ
ー
タ
を
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
へ
送
る
。

⑤
　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
か
ら
、
借
入
予
定
団
体

へ
「
長
期
貸
付
決
定
通
知
書
」
が
送
付
さ
れ
る
。

⑥
　
借
入
予
定
団
体
は
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
へ
、

借
用
証
書
を
提
出
す
る
。

　（
借
用
証
書
は
、
長
期
貸
付
決
定
通
知
書
に
添
付
さ

れ
て
い
る
。）

⑦
　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
は
、
長
期
貸
付
決
定
通

知
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
借
入
団
体
が
指
定
を
し

た
口
座
に
入
金
す
る
。

　
な
お
、
機
構
資
金
の
貸
付
日
詳
細
は
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
、
機
構
発
行
の
「
融
資
の

手
引
」
に
て
確
認
さ
れ
た
い
。

機
構
資
金
の
借
入
申
込
申
請
の
方
法

　
こ
こ
か
ら
が
本
題
と
な
る
が
、
機
構
資
金
の
借
入
申

込
み
に
係
る
申
請
方
法
は
次
の
三
通
り
で
あ
る
。

①
　
電
子
申
請
（
電
子
署
名
）

　
借
入
申
込
み
は
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の
電

子
申
請
・
通
知
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
し
、
電
子
署

名
を
行
う
方
法
。
職
責
証
明
書
が
格
納
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
が
必
要
に
な
る
。

②
　
書
面
申
請
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
）

　
平
成
三
十
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
方
法
。
詳
細
は

後
述
す
る
。

③
　
書
面
申
請

　
借
入
申
込
書
を
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｅ
Ｌ
様
式
に
て
作
成
し
、

公
印
を
押
印
の
上
、
郵
送
す
る
方
法
。

書
面
申
請
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
の
導
入
に
つ
い
て

　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
で
は
、
借
入
申
込
書
類
作

成
の
効
率
化
・
審
査
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
従

来
の
電
子
申
請
方
式
に
加
え
、
借
入
申
込
手
続
き
に
係

る
書
面
申
請
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
を
、
平
成
三
十
年
九
月
に

導
入
し
た
。

　
書
面
申
請
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
と
は
、
地
方
公
共
団
体
金

融
機
構
の
電
子
申
請
・
通
知
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、

借
入
日
や
借
入
金
額
等
を
入
力
後
、
印
刷
し
た
借
入
申

込
書
に
公
印
を
押
印
の
上
、
他
の
必
要
書
類
と
と
も
に

郵
送
す
る
方
法
で
あ
る
。

　
こ
の
方
法
は
、
電
子
署
名
を
利
用
し
な
い
た
め
、
借

入
申
込
書
類
の
郵
送
は
必
要
に
な
る
が
、
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ

へ
の
接
続
環
境
さ
え
あ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
不
要
で

あ
る
。

　
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
が
入
力
す
る
機
構
資
金
の

同
意
等
予
定
額
、
借
入
団
体
が
入
力
す
る
長
期
貸
付
借

入
金
利
・
償
還
方
法
の
設
定
、
借
入
予
定
額
調
の
登
録

デ
ー
タ
が
、
シ
ス
テ
ム
で
統
合
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
借
入
団
体
が
作
成
す
る
長
期
貸
付
借
入
申

込
書
、
長
期
貸
付
借
入
申
込
調
書
の
作
成
画
面
に
反
映

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
書
類
の
差
し
替
え
に
よ
る
負
担

が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
方
式
の
導
入
に
よ
り
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
を

利
用
せ
ず
に
書
面
申
請
が
で
き
る
の
は
、
次
の
場
合
に

限
定
さ
れ
る
。

①
　
同
意
（
許
可
）
前
貸
付
、
短
期
貸
付
、
借
換
債
の

借
入
申
込
み

②
　
災
害
等
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
環
境
が
利

用
で
き
な
い
場
合
の
長
期
貸
付
の
借
入
申
込
み



47　2019.6 AWA no JICHI No.94

Business corner

　
現
在
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の
電
子
申
請
・
通

知
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
い
な
い
団
体
は
、
電
子
申
請

ま
た
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
へ
の
切
り
替
え
が
必
要
に
な
る
。

Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
へ
の
移
行
に
よ
る
留
意
点

　
電
子
申
請
及
び
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
に
よ
る
書
面
申
請
に
は
、

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
が
用
意
し
て
い
る
電
子
申

請
・
通
知
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
ロ
グ
イ
ン
Ｉ
Ｄ
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
の
設
定
が
必
要

と
な
る
。

　
設
定
に
必
要
な
初
期
ロ
グ
イ
ン
Ｉ
Ｄ
及
び
初
期
パ
ス

ワ
ー
ド
は
、
平
成
三
十
年
八
月
下
旬
に
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構
か
ら
、
各
地
方
公
共
団
体
の
財
政
担
当
課
に

配
布
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
初
期
Ｉ
Ｄ
及
び
初
期
パ
ス
ワ
ー
ド
に
は

有
効
期
限
が
あ
る
た
め
、
万
が
一
設
定
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
は
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
に
よ
り
再
度
発
行

す
る
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
ロ
グ
イ
ン
に
五
回
連
続
で
失

敗
し
た
場
合
は
ロ
ッ
ク
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機

構
へ
の
連
絡
が
必
要
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
の
導
入
初
年
度
で
あ
る
今
年
度
は
、「
Ｉ

Ｄ
が
わ
か
ら
な
い
。」「
ア
ク
セ
ス
が
で
き
な
く
な
っ

た
。」
な
ど
の
問
合
せ
は
県
市
町
村
課
で
は
受
け
て
い

な
い
が
、
今
後
、
機
構
資
金
の
借
入
を
予
定
さ
れ
て
い

る
団
体
に
お
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
ロ
グ
イ
ン
に
つ

い
て
十
分
注
意
さ
れ
た
い
。

終
わ
り
に

　
行
政
業
務
が
複
雑
・
煩
雑
・
多
様
化
さ
れ
て
い
る
昨

今
、
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
ツ
ー
ル
を
用
い
た
、
事
務
の
効

率
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
回
紹
介
を
し
た
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
シ
ス
テ
ム
は
、
資
金

の
借
入
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
双
方
の
事

務
効
率
化
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
申

請
方
法
の
移
行
へ
の
認
識
不
足
や
、
Ｉ
Ｄ
の
期
限
切
れ

な
ど
に
よ
り
、
か
え
っ
て
事
務
負
担
が
増
え
る
可
能
性

も
あ
る
。

　
各
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
シ
ス
テ
ム
を
意
図
さ
れ
た

と
お
り
に
生
か
し
、
事
務
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に

も
、
今
後
も
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
か
ら
の
周
知
に

は
十
分
注
意
さ
れ
た
い
。

貸付の種類

申請方法
長期貸付

同意（許可）

前貸付
短期貸付 借換債

電子申請・通

知システムを

利用

電子申請

（電子署名）
○ × × ×

書面申請

（WEB入力）
○ × × ×

書面申請

（EXCEL入力）

災害等の場合

に限定します
○ ○ ○
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地方交付税制度について
～近年の主な算定方法の見直し等を中心に～

市町村課主事（企画財政担当）　織　田　祐　輔

普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法

　
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。「
基
準
財
政
需
要
額
」、「
基
準
財
政
収
入
額
」
等

に
つ
い
て
以
降
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。

■
各
団
体
の
普
通
交
付
税
額

（
基
準
財
政
需
要
額

－

基
準
財
政
収
入
額
）
＝
財
源
不

足
額
（
交
付
基
準
額
）

・
基
準
財
政
需
要
額
＝
単
位
費
用
（
法
定
）
×
測
定
単

位
（
国
調
人
口
等
）
×
補
正
係
数
（
寒
冷
補
正
等
）

・
基
準
財
政
収
入
額
＝
標
準
的
税
収
入
見
込
み
額
×
基

準
税
率
（
七
五
％
）

【
資
料
１
】

は
じ
め
に
・
地
方
交
付
税
の
概
要

　
地
方
交
付
税
は
所
得
税
、
法
人
税
、
酒
税
、
消
費
税

の
一
定
割
合
及
び
地
方
法
人
税
の
全
額
と
さ
れ
て
お
り
、

地
方
公
共
団
体
間
の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
ど
の

地
域
に
住
む
国
民
に
も
一
定
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

で
き
る
よ
う
財
源
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
、
地
方

の
固
有
財
源
で
あ
る
。

　
本
来
地
方
の
税
収
入
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
団
体
間

の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
す
べ
て
の
地
方
団
体
が

一
定
の
水
準
を
維
持
し
う
る
よ
う
財
源
を
保
障
す
る
見

地
か
ら
、
国
税
と
し
て
国
が
代
わ
っ
て
徴
収
し
、
一
定

の
合
理
的
な
基
準
に
よ
っ
て
再
配
分
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
、
い
わ
ば
「
国
が
地
方
に
代
わ
っ
て
徴
収
す
る

地
方
税
で
あ
る
。」（
固
有
財
源
）
と
い
う
性
格
を
持
っ

て
い
る
。

　
地
方
交
付
税
の
総
額
は
、
所
得
税
・
法
人
税
の
三
三
・

一
％
（
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
）、酒
税
の
五
〇
％
（
平

成
二
十
七
年
度
か
ら
）、
消
費
税
の
二
二
・
三
％
（
平

成
二
十
六
年
度
か
ら
）、
地
方
法
人
税
の
全
額
（
平
成

二
十
六
年
度
か
ら
）
の
合
算
額
で
あ
る
（
地
方
交
付
税

法
第
六
条
）。

　
ま
た
地
方
交
付
税
の
種
類
は
、
財
源
不
足
団
体
に
対

し
交
付
す
る
普
通
交
付
税
（
交
付
税
総
額
の
九
四
％
）

及
び
、
普
通
交
付
税
で
捕
捉
さ
れ
な
い
特
別
の
財
政
需

要
に
対
し
交
付
す
る
特
別
交
付
税
（
交
付
税
総
額
の

六
％
）
と
な
っ
て
い
る
（
地
方
交
付
税
法
第
六
条
の
二
）。

　
地
方
交
付
税
は
県
内
の
市
町
村
に
と
っ
て
、
必
要
不

可
欠
な
も
の
で
、
例
年
算
定
方
法
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
近
年
の
主
な
算
定
方
法
の
見
直
し

等
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
。

【資料１】
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基
準
財
政
需
要
額

　「
基
準
財
政
需
要
額
」
と
は
、
各
地
方
団
体
の
財
政

需
要
を
合
理
的
に
測
定
す
る
た
め
に
、
当
該
団
体
に
つ

い
て
地
方
交
付
税
法
第
一
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
額
で
あ
る
（
地
方
交
付
税
法
第
二
条
第
三
号
）。

　
そ
の
算
定
は
、
各
行
政
項
目
別
に
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら

れ
た
「
測
定
単
位
」
の
数
値
に
必
要
な
「
補
正
」
を
加
え
、

こ
れ
に
測
定
単
位
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
「
単
位
費
用
」

を
乗
じ
た
額
を
合
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

・
［
基
準
財
政
需
要
額
］
＝
［
各
行
政
項
目
ご
と
の
基

準
財
政
需
要
額(

単
位
費
用
×(
測
定
単
位
の
数
値
×

補
正
係
数))

の
合
算
額
］

基
準
財
政
収
入
額

　「
基
準
財
政
収
入
額
」
と
は
、
各
地
方
団
体
の
財
政

力
を
合
理
的
に
測
定
す
る
た
め
に
、
当
該
地
方
団
体
に

つ
い
て
地
方
交
付
税
法
第
一
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
額
で
あ
る
（
地
方
交
付
税
法
第
二
条
第
四
号
）。

　
具
体
的
に
は
、
地
方
団
体
の
標
準
的
な
税
収
入
の
一

定
割
合
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
で
あ
る
。

標
準
的
な
地
方
税
収
入
× 

七
五
／
一
〇
〇 

＋ 

地
方
譲

与
税
等近

年
の
主
な
算
定
方
法
の
見
直
し
等

（
１
）　
包
括
算
定
経
費
（
新
型
交
付
税
）
の
導
入

　
算
定
方
法
の
抜
本
的
な
簡
素
化
を
図
り
、
交
付
税
の

予
見
可
能
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
人
口
と
面
積
を
基

本
と
し
た
簡
素
な
算
定
を
行
う
新
型
交
付
税
を
平
成
一

九
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
。

　
地
方
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に

変
動
額
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
制
度
を
設
計
し
た
。

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 

「
国
の
基
準
付
け
が
な
い
、
あ
る
い
は
弱
い
行
政
分

野
」（
基
準
財
政
需
要
額
の
一
割
程
度
）
の
算
定
に

つ
い
て
導
入

②
人
口
規
模
や
宅
地
、
田
畑
等
土
地
の
利
用
形
態
に
よ

る
行
政
コ
ス
ト
差
を
反
映

③
算
定
項
目
の
統
合
に
よ
り
「
個
別
算
定
経
費
（
従
来

型
）」
の
項
目
数
を
三
割
削
減

※
平
成
十
八
年

：

九
五
（
都
道
府
県
四
二
、
市
町
村

五
三
） 

→ 

平
成
十
九
年

：

六
八
（
都
道
府
県
三
二
、

市
町
村
三
六
）

④
離
島
、
過
疎
な
ど
真
に
配
慮
が
必
要
な
地
方
団
体
に

対
応
す
る
仕
組
み
を
確
保（「
地
域
振
興
費
」の
創
設
）

（
２
）　
市
町
村
の
姿
の
変
化
に
対
応
し
た
交
付
税
算
定

　
平
成
の
合
併
に
よ
り
、
市
町
村
の
面
積
が
拡
大
す
る

等
市
町
村
の
姿
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

合
併
時
点
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
財
政
需
要
を

交
付
税
算
定
に
反
映
し
た
。（
平
成
二
十
六
年
度
か
ら

五
年
間
で
見
直
し
）

　
平
成
三
十
年
度
は
新
た
に
、
そ
の
他
教
育
費
に
お
け

る
図
書
館
及
び
社
会
体
育
施
設
に
要
す
る
経
費
に
つ
い

て
人
口
密
度
に
応
じ
た
補
正
の
適
用
、
保
健
衛
生
費
に

お
け
る
保
健
福
祉
に
係
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
経

費
を
算
定
す
る
経
常
態
容
補
正
に
つ
い
て
本
庁
か
ら
の

距
離
に
応
じ
て

割
増
並
び
に
商

工
行
政
費
、
地

域
振
興
費
及
び

包
括
算
定
経
費

に
お
い
て
単
位

費
用
の
見
直
し

を
行
う
こ
と
と

し
、
平
成
三
十

年
度
以
降
三
年

間
か
け
て
段
階

的
に
交
付
税
の

算
定
に
反
映
す

る
こ
と
と
し
て

い
る
。

【
資
料
２
】

【資料２】
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（
３
）　「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
事
業
費
」
に
伴

う
算
定

　
地
方
財
政
計
画
に
計
上
し
た
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
事
業
費
」
に
対
応
し
、「
地
域
の
元
気
創
造
事

業
費
」
及
び
「
人
口
減
少
等
特
別
対
策
事
業
費
」
に
お

い
て
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
引
き
続
き
、
成
果

を
発
揮
す
る
際
の
条
件
が
厳
し
い
と
考
え
ら
れ
る
条
件

不
利
地
域
等
へ
の
配
慮
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

ⅰ
　「
地
域
の
元
気
創
造
事
業
費
」
に
お
け
る
算
定

　「
地
域
の
元
気
創
造
事
業
費
」
の
算
定
に
当
た
っ
て

は
、
人
口
を
基
本
と
し
た
上
で
、
各
地
方
公
共
団
体
の

行
革
努
力
や
地
域
経
済
活
性
化
の
成
果
を
反
映
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
三
年
間
か
け
て
、
段

階
的
に
「
行
革
努
力
分
」
の
算
定
か
ら
「
地
域
経
済
活

性
化
分
」
の
算
定
へ
一
、
〇
〇
〇
億
円
シ
フ
ト
し
て
い

く
。（
平
成
三
十
年
度
は
平
成
二
十
九
年
度
に
引
き
続

き
、
三
三
〇
億
円
シ
フ
ト
）　

ⅱ
　「
人
口
減
少
等
特
別
対
策
事
業
費
」
に
お
け
る
算

定
　「
人
口
減
少
等
特
別
対
策
事
業
費
」の
算
定
に
当
た
っ

て
は
、
人
口
を
基
本
と
し
た
上
で
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
の
「
取
組
の
必
要
度
」
及
び
「
取
組
の
成
果
」

を
反
映
し
て
い
る
。

　
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
三
年
間
か
け
て
、
段
階
的
に

「
取
組
の
必
要
性
」
に
応
じ
た
算
定
か
ら
「
取
組
の
成

果
」
に
応
じ
た
算
定
へ
一
、
〇
〇
〇
億
円
シ
フ
ト
し
て

い
く
。（
平
成
三
十
年
度
は
平
成
二
十
九
年
度
に
引
き

続
き
、
三
三
〇
億
円
シ
フ
ト
）　

（
４
）　
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
方
式
の
導
入

　
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
方
式
（
歳
出
効
率
化
に
向
け
た
業

務
改
革
で
他
団
体
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
地

方
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
反
映
す
る
取

組
）
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
平
成

二
十
八
年
度
又
は
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
導
入
し
た
十

八
業
務
に
つ
い
て
、
段
階
的
な
反
映
に

お
け
る
三
年
目
又
は
二
年
目
の
見
直

し
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と

と
も
に
、
本
庁
舎
清
掃
等
の
九
業
務
に

つ
い
て
、
引
き
続
き
、
小
規
模
団
体
に

お
い
て
民
間
委
託
等
が
進
ん
で
い
な

い
状
況
を
踏
ま
え
て
算
定
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
に

用
い
る
徴
収
率
の
見
直
し
（
上
位
三
分

の
一
の
地
方
公
共
団
体
が
達
成
し
て

い
る
徴
収
率
を
標
準
的
な
徴
収
率
と

し
て
算
定
）
に
つ
い
て
は
、
段
階
的
な

反
映
に
お
け
る
三
年
目
の
見
直
し
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

【
資
料
３
】

（
５
）　「
地
域
経
済
基
盤
強
化
・
雇
用

等
対
策
費
」
の
廃
止

　
地
方
財
政
計
画
の
歳
出
に
お
け
る

特
別
枠
「
地
域
経
済
基
盤
強
化
・
雇
用

等
対
策
費
」
の
廃
止
に
対
応
し
、「
地

域
経
済
・
雇
用
対
策
費
」
に
よ
る
算
定

及
び
既
存
費
目
の
単
位
費
用
へ
の
参

入
に
よ
る
算
定
を
廃
止
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

（
６
）　
障
害
児
保
育
に
要
す
る
経
費
の
算
定

　
保
育
所
に
お
け
る
障
害
児
の
受
入
れ
及
び
、
こ
れ
に

伴
う
保
育
士
の
配
置
の
実
態
を
踏
ま
え
、
障
害
児
保
育

に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
四
〇
〇
億
円
程
度
を
増

額
し
て
八
〇
〇
億
円
程
度
を
算
定
す
る
こ
と
と
し
、
社

会
福
祉
費
及
び
包
括
算
定
経
費
に
お
け
る
算
定
（
社
会

【資料３-１】
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福
祉
費
に
お
い
て
保
育
所
在
籍
児
童
数
を
用
い
た
密
度

補
正
を
適
用
）
か
ら
、社
会
福
祉
費
に
お
け
る
算
定
（
受

入
障
害
児
数
を
用
い
た
密
度
補
正
を
適
用
）
に
変
更
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
県
内
の
市
町
村
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
な
地
方
交

付
税
。

　
近
年
の
主
な
算
定
方
法
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
ま
と

め
て
き
た
が
、
例
年
制
度
が
変

わ
っ
て
い
く
た
め
、
そ
の
動
向

を
注
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

　
ま
た
、
財
政
面
に
お
い
て
は
、

人
口
減
少
等
の
要
因
に
よ
る
歳

入
の
低
下
に
苦
し
ん
で
い
る
自

治
体
が
出
て
き
て
い
る
。
更
に
、

公
共
施
設
の
老
朽
化
に
よ
る
更

新
や
耐
震
化
・
南
海
ト
ラ
フ
巨

大
地
震
対
策
が
必
要
に
な
っ
て

い
る
自
治
体
も
あ
り
、
厳
し
い

財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

想
定
以
上
の
財
政
調
整
基
金
等

の
基
金
の
取
り
崩
し
を
し
て
い

る
現
状
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
現
状
で

あ
る
が
、
で
き
る
だ
け
歳
出
の

削
減
を
図
る
と
と
も
に
、
ふ
る

さ
と
納
税
額
の
増
加
や
地
方
税

の
徴
収
率
向
上
な
ど
、
歳
入
の

増
加
を
図
っ
て
い
く
こ
と
で
、

地
方
交
付
税
等
に
依
存
し
な
い

財
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

参
考
資
料

：

平
成
三
十
年
度
地
方
交
付
税
の
あ
ら
ま
し
、

　
　
　
　
　
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

資
料
出
典

：

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【資料３-２】

【資料３-３】
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第
１　

は
じ
め
に

　
近
年
、
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
化(Internet of 

T
hings

、「
Ｉ
ｏ
Ｔ
」
と
呼
称)

や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、
人

工
知
能(A

rtificial Intelligence

、「
Ａ
Ｉ
」
と
呼
称)

、

ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
著
し
い
技
術
革
新
が

見
ら
れ
、
我
々
を
と
り
ま
く
社
会
の
在
り
方
を
大
き
く

変
え
つ
つ
あ
る
。

　
こ
の
点
に
着
目
し
た
日
本
政
府
は
、
第
五
期
科
学
技

術
基
本
計
画
に
お
い
て
、
我
が
国
が
目
指
す
べ
き
未
来

社
会
の
概
念
で
あ
る
「Society5

.0

」
を
提
唱
し
た
。

　「Society5
.0

」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
に
お
け
る

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
・
課
題
・
限
界
が
技
術
革
新
に
よ
っ

て
克
服
さ
れ
、
一
人
一
人
が
快
適
に
暮
ら
せ
る
社
会
が

実
現
さ
れ
る
。(

図
１)

　「Society5
.0

」
と
い
う
超
ス
マ
ー
ト
社
会
を
実
現
す

る
に
当
た
っ
て
、
社
会
基
盤
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
潮
流
は

よ
り
強
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
全
国
民
が
社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
所
持
す
る
こ
と
が

で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
社

会
に
お
い
て
よ
り
広
い
範
囲
で
利
活
用
さ
れ
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
施
策
の
一
つ
と
し
て
「
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
」
が
あ
る
。

　
地
域
社
会
の
利
便
性
を
高
め
、
地
域
経
済
の
活
性
化

に
つ
な
が
る
仕
組
み
と
し
て
、「
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
」
構
想
の
推
進
は
強
く
進
め
ら
れ
て
お
り
、

徳
島
県
を
含
む
一
部
自
治
体
で
は
既
に
実
証
事
業
が
開

始
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
今
後
全
国
的
に
波
及
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
マ

イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
概
要
に
つ
い
て
触
れ
る

こ
と
で
同
制
度
を
周
知
し
、
現
状
の
課
題
と
今
後
の
展

望
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

第
２　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

　
　

の
概
要
に
つ
い
て

１
　
マ
イ
キ
ーID

に
つ
い
て

　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
取
得
を
前
提
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
マ

マイキープラットフォームと地域活性化

地域振興課主事（情報企画担当）　小　山　大　介

図１

画像出典：内閣府ホームページ
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イ
ナ
ン
バ
ー
そ
れ
自
体
は
使
用
さ
れ

ず
、
カ
ー
ド
自
体
が
有
す
る
機
能
を

活
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

使
用
を
希
望
す
る
者
は
、
ま
ず
「
マ

イ
キ
ーID
」
を
作
成
・
登
録
す
る
。

こ
れ
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
裏

面
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
搭
載
さ
れ
た
利

用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
活
用
す

る
も
の
で
あ
る
。(

図
２)

　
こ
の
マ
イ
キ
ーID

と
各
種
サ
ー

ビ
ス
を
紐
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
一
枚
で
呼
び
出
す
た
め

の
共
通
情
報
基
盤
が
「
マ
イ
キ
ー
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
」に
よ
っ
て
利
用
・

収
集
・
保
管
・
提
供
に
厳
し
い
制
限

が
あ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
違
い
、

マ
イ
キ
ー
部
分
は
民
間
も
含
め
て
幅

広
い
利
用
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
マ
イ
キ
ー
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
構
想
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
。

２
　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
特
徴

　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
と
な
る
。（
図

３
）

ア
　 

公
共
施
設
等
利
用
者
カ
ー
ド
の
ワ
ン
カ
ー
ド
化

　
図
書
館
や
美
術
館
な
ど
の
多
岐
に
渡
る
利
用
者
カ
ー

ド
の
情
報
と
マ
イ
キ
ーID

を
連
携
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
「
対
応
す
る
施
設
の
利

用
者
カ
ー
ド
」
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
す
る
も
の
。

　
利
用
者
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
一
枚
で
各
種
施
設

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
施
設
側
も
利
用
者
カ
ー

ド
発
行
の
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
。

　
徳
島
県
で
は
、
平
成
三
十
年
七
月
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
県
立
図
書
館
の
貸
出
カ
ー
ド
と
し
て
利

用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
実
証
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
こ
れ
は
県
内
の
自
治
体
と
し
て
は
初
の
試

み
で
あ
る
。

イ
　
自
治
体
活
動
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
「
自
治
体
ポ

イ
ン
ト
」
の
利
用

　
各
利
用
者
の
マ
イ
キ
ーID

を
格
納
す
る
マ
イ
キ
ー

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
、「
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
管
理
ク

ラ
ウ
ド
」
を
連
携
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
経
済

の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
施
策
の
う
ち
の
一
つ
。

　
自
治
体
が
行
う
健
康
事
業
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
な

ど
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
」

が
付
与
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
域
物
産
の
購
入
な
ど

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
地
域
経
済
の
活
性
化
の
み
な
ら
ず
、
住
民
が
自
治
体

活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
動
機
付
け
と
す
る
狙
い
が

あ
る
。

eTax

図２

画像出典：総務省ホームページ
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ウ
　
地
域
経
済
応
援
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
の
「
自
治
体
ポ

イ
ン
ト
」
の
利
用

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
ポ
イ
ン
ト
や
航
空
会
社
の
マ

イ
レ
ー
ジ
な
ど
を
「
地
域
経
済
応
援
ポ
イ
ン
ト
」
と
し

て
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
に
交
換
し
、
地
域
物
産
の
購
入
等

で
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
。

　
使
わ
れ
な
い
ま
ま
眠
っ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
を
地
域
経

済
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

　
徳
島
県
に
お
い
て
は
、
平
成
三

十
年
三
月
よ
り
、「
徳
島
県
ポ
イ

ン
ト
」
を
使
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上

で
県
産
品
の
購
入
が
で
き
る
「
あ

る
で
よ
徳
島
＠
め
い
ぶ
つ
チ
ョ
イ

ス
店
」
を
開
設
し
、
次
い
で
同
年

七
月
よ
り
「
阿
波
お
ど
り
会
館
」

一
階
の
「
あ
る
で
よ
徳
島
」、「
徳

島
阿
波
お
ど
り
空
港
」三
階
の「
ス

カ
イ
シ
ョ
ッ
プ
し
ら
さ
ぎ
」
の
二

店
舗
に
つ
い
て
、
新
た
に
徳
島
県

ポ
イ
ン
ト
を
使
え
る
よ
う
に
す
る

実
証
事
業
を
行
っ
た
。

　
ま
た
、
同
年
七
月
か
ら
十
二

月
に
か
け
て
の
日
曜
市
（
ト
モ

ニSunSun

マ
ー
ケ
ッ
ト
及
び
と

く
し
ま
マ
ル
シ
ェ
）
に
お
い
て
も
、

マ
イ
キ
ーID

作
成
支
援
及
び
徳

島
県
ポ
イ
ン
ト
利
用
の
実
証
事
業

を
行
い
、
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
３　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

　
　

の
課
題
と
今
後
に
つ
い
て

１
　
課
題
に
つ
い
て
　

　
こ
こ
ま
で
、
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
概
要

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
活
用
が
、
地
域
社

会
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い

る
。

　
た
だ
し
、
現
状
に
お
い
て
は
、
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
利
用
者
は
非
常
に
限
定
的
と
な
っ
て
い
る
。

　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
活
用
に
必
要
な
マ

イ
キ
ーID

の
登
録
者
数
を
見
て
み
る
と
、
平
成
三
十

一
年
三
月
十
一
日
の
時
点
で
一
三
、
八
二
五
人
に
留

ま
っ
て
お
り
、
同
日
時
点
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

発
行
枚
数(

一
六
、
三
七
七
、
七
八
二
枚)

の
約
〇
・

〇
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
値
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
所
持
者
の
大
半
は
、
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
活
用
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

と
の
証
左
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
す
る
課
題
は
、
お
お
む
ね
次
の
二
点
に
集

約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ア
　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
周
知
が

未
だ
行
き
届
い
て
い
な
い

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
が
運
用
開
始(

平
成
二
十
九
年
九
月)

か
ら
さ
ほ
ど

時
間
が
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
、
平
成
三
十
一
年
三
月

現
在
で
は
一
部
の
自
治
体
で
実
証
事
業
を
行
う
に
留

ま
っ
て
い
る
こ
と
に
大
半
の
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
今
後
に
お
い
て
、
実
績
を
重
ね
つ
つ
、
多
く
の
国
民

に
関
係
す
る
事
項
と
し
て
全
国
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
お
の
ず
と
解
消
さ
れ
て
い
く

課
題
と
い
え
よ
う
。

　イ
　
仕
組
み
が
複
雑
・
活
用
す
る
ま
で
の
敷
居
が
高
い

図３

画像出典：自治体ポイントナビホームページ
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こ
ち
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
深
刻
な
も
の

と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
活
用
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
マ
イ
キ
ーID

の

作
成
に
お
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
以
外
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
整
っ
た
パ
ソ
コ
ン
と
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
時
点
で
手
続

の
煩
雑
さ
を
嫌
う
人
も
多
数
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
人
に
対
し
て
、
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

価
値
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
。

　
あ
る
い
は
、
マ
イ
キ
ーID
の
作
成
を
希
望
し
つ
つ

も
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
も
の
を
満
足
に
使
え
な
い
・

用
意
で
き
な
い
と
い
っ
た
人
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に

フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
く
か
。

　
自
治
体
に
お
い
て
マ
イ
キ
ーID

作
成
支
援
を
行
う

の
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
れ
に
伴
い
発
生
す
る
人
的
・

経
済
的
な
コ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
低
減
し
て
い
く
か
。

　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
、
利
用
者
が
満
足
で
き
る
よ
う
な
自
治

体
ポ
イ
ン
ト
の
使
い
道
を
提
供
で
き
て
い
る
か
。
シ
ス

テ
ム
面
に
不
備
や
不
具
合
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
れ
ら

に
適
切
に
対
処
で
き
る
だ
け
の
体
制
が
整
っ
て
い
る
か
。

　
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
無
数
に
あ
る
が
、

こ
れ
ら
と
率
直
に
向
き
合
い
、
国
と
自
治
体
が
ど
の
よ

う
に
負
担
し
て
い
く
か
を
常
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

２
　
今
後
に
つ
い
て

　
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
推
進
に
関
し
て
は
、

こ
れ
が
広
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
動
機
付
け
が
必
要
と

な
る
の
は
論
を
待
た
な
い
。

　
こ
の
点
に
関
す
る
大
き
な
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
は
、「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
て
発
行
さ
れ
る
自
治
体

ポ
イ
ン
ト
に
対
し
、
国
の
負
担
で
プ
レ
ミ
ア
ム
を
付
与

す
る
」
と
い
う
総
務
省
の
施
策
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
成

三
十
一
年
三
月
に
は
各
地
で
ブ
ロ
ッ
ク
説
明
会
が
開
催

さ
れ
、
具
体
化
へ
の
流
れ
が
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　「
自
治
体
プ
レ
ミ
ア
ム
ポ
イ
ン
ト
」
は
二
〇
二
〇
年

度
よ
り
開
始
予
定
で
あ
り
、
そ
の
前
年
度
は
環
境
整
備

の
た
め
の
期
間
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
地
方
公
共
団
体
が
行
う
標
準
的
な
事
務
と
し
て
国
が

想
定
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
と
お
り
。

　（
都
道
府
県
が
行
う
事
務
）

・
二
〇
二
〇
年
度
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用

し
た
消
費
活
性
化
策
を
実
施
す
る
こ
と
等
の
広
報

・
県
有
施
設
で
の
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
利
用
、
広
域
的

な
旅
行
券
（
ふ
る
さ
と
旅
行
券
）
の
開
発

※
個
別
店
舗
で
の
ポ
イ
ン
ト
利
用
は
原
則
と
し
て
市

町
村
が
実
施
す
る
こ
と
を
想
定

　（
市
区
町
村
が
行
う
事
務
）

・
二
〇
二
〇
年
度
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用

し
た
消
費
活
性
化
策
を
実
施
す
る
こ
と
等
の
広
報

・
マ
イ
キ
ーID

設
定
支
援
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
に
関
す

る
こ
と
等
の
広
報

・
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
作
成

・
マ
イ
キ
ーID

設
定
支
援

　
（
設
定
支
援
員
と
し
て
の
非
常
勤
職
員
の
配
置
・

設
定
に
必
要
な
パ
ソ
コ
ン
端
末
の
リ
ー
ス
な
ど
）

・
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
を
利
用
で
き
る
店
舗
の
募
集

　
（
店
舗
向
け
説
明
会
や
店
舗
で
利
用
す
る
端
末
の

登
録
申
請
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
発
行
事
務
な
ど
）

　
こ
れ
は
、
一
年
余
り
と
い
う
期
間
中
に
、
先
に
述
べ

た
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
課
題
と
向
き
合
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
各
自
治
体
に
お
か
れ
て
は
、
負
担
が
大
き
い
事
務
の

増
加
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
ク
リ
ア
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
有
効

活
用
に
向
け
た
大
き
な
一
歩
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
４　

お
わ
り
に

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
も
未
だ
過
渡
期
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
に

所
属
す
る
我
々
が
常
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
後
も
国
の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
、
利
用
で
き
る

制
度
は
利
用
す
る
な
ど
し
て
、
自
己
の
自
治
体
の
発
展

に
資
す
る
器
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
、
努
力
し
て
い

き
た
い
。
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１　

は
じ
め
に

　
過
疎
・
高
齢
化
、
人
口
減
少
が
進
行
す
る
「
に
し
阿

波
（
徳
島
県
西
部
圏
域

：

美
馬
市
、
三
好
市
、
つ
る
ぎ

町
、
東
み
よ
し
町
）」
に
お
い
て
、
集
落
再
生
・
地
域

経
済
の
活
性
化
に
向
け
た
調
査
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。

２　

研
究
の
背
景
及
び
目
的

　
に
し
阿
波
に
お
い
て
は
現
在
、
地
域
経
済
の
減
退
、

雇
用
の
流
出
と
い
っ
た
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

　
今
回
、
徳
島
県
が
推
進
す
る
エ
シ
カ
ル
消
費
に
つ
い

て
、
に
し
阿
波
に
お
け
る
認
知
度
及
び
消
費
活
動
の
現

状
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
に
し
阿
波
の
地
域
経
済
の
現

状
を
把
握
し
、
消
費
活
動
の
減
退
を
招
か
な
い
た
め
の

施
策
立
案
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
に
、
二
市
二
町
と

連
携
し
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３　

調
査
研
究
の
実
施
方
法

（
１
）　
エ
シ
カ
ル
消
費
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の

実
施

　
二
市
二
町
併
せ
て
八
〇
〇
世
帯
【
表
１
】
へ
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
に
つ
い
て
は
、
エ
シ
カ
ル
消
費
に

関
す
る
認
知
度
や
意
識
調
査
、
消
費
活
動
に
対
す
る
取

り
組
み
内
容
等
と
す
る
。【
別
紙
１
】

（
２
）　
い
き
い
き
サ
ロ
ン
等
で
の
、
エ
シ
カ
ル
消
費
啓

発
活
動
の
実
施

　
二
市
二
町
に
お
け
る
い
き
い
き
サ
ロ
ン
（
※
）
等
の

地
域
の
集
会
に
参
加
し
、
エ
シ
カ
ル
消
費
啓
発
活
動
を

実
施
す
る
。

※
い
き
い
き
サ
ロ
ン
と
は
、
地
域
の
仲
間
づ
く
り
を
目

的
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
子
育
て
中
の
親
子
な
ど

と
地
域
住
民
が
自
発
的
に
開
催
し
、
協
働
で
企
画
・

運
営
し
、
誰
で
も
気
軽
に
参
加
で
き
る
活
動
。

（
３
）　
公
共
交
通
講
座
の
実
施
及
び
、
公
共
交
通
利
用

促
進
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成

　
今
回
は
、
東
み
よ
し
町
の
い
き
い
き
サ
ロ
ン
に
お
い

て
、
公
共
交
通
講
座
を
実
施
す
る
。

　
ま
た
、
そ
の
際
に
使
用
す
る
公
共
交
通
利
用
促
進
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
す
る
。
作
成
方
法
と
し
て
は
、
東

み
よ
し
町
の
町
営
バ
ス
担
当
職
員
、
並
び
に
バ
ス
運
転

手
か
ら
の
聞
き
取
り
を
基
に
、
バ
ス
を
利
用
す
る
際
の

注
意
点
や
写
真
な
ど
を
使
用
し
作
成
す
る
。

４　

研
究
結
果

（
１
）　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

Ｑ
①
　
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
率

三
二
・
四
％

（
八
〇
〇
世
帯
の
う
ち
二
五
九
世
帯
が
回
答
）

中山間地域における買物支援の
現状調査について

西部総合県民局地域創生部主事（にし阿波振興担当）　西　内　義　親

【表 1】アンケート調査世帯数

市 町
村 名

アンケート
調査世帯数

美 馬 市 280 世帯

つ る ぎ 町 100 世帯

東みよし町 140 世帯

三 好 市 280 世帯

合　　計 800 世帯
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Ｑ
②
　
エ
シ
カ
ル
消
費
に
対
す
る
認
知
度

　
　
　
全
回
答
者
二
五
九
人
の
う
ち
、「
内
容
も
含
め

て
知
っ
て
い
る
」
が
二
九
人
、「
聞
い
た
こ
と
は

あ
る
が
内
容
は
知
ら
な
い
」
が
八
一
人
、「
聞
い

た
こ
と
は
な
い
」
が
一
四
九
人
と
い
う
回
答
結
果

で
あ
っ
た
。

Ｑ
③
　
エ
シ
カ
ル
消
費
の
認
知
経
路

　
　
　（
Ｑ
②
）
で
「
内
容
も
含
め
て
知
っ
て
い
る
」

及
び
、「
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
内
容
は
知
ら

な
い
」
と
答
え
た
一
一
〇
人
の
う
ち
、
エ
シ
カ
ル

消
費
を
知
っ
た
き
っ
か
け
と
し
て
最
も
多
か
っ
た

の
が
「
テ
レ
ビ
」（
三
五
人
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

二
位
が
「
新
聞
」（
三
三
人
）、三
位
が
「
イ
ベ
ン
ト
、

講
演
会
等
」（
二
七
人
）
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

Ｑ
④
　
エ
シ
カ
ル
消
費
の
興
味
度
　

　
　
　
全
回
答
者
二
五
九
人
の
う
ち
、「
と
て
も
興
味

が
あ
る
」
及
び
、「
や
や
興
味
が
あ
る
」
と
答
え

た
回
答
者
の
合
計
が
一
五
七
人
と
な
り
、
全
体
の

過
半
数
を
超
え
る
結
果
と
な
っ
た
。

Ｑ
⑤
　
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
際
に
重
視
す
る

項
目
の
平
均
順
位

　
　
　
六
項
目
の
平
均
順
位
を
求
め
た

結
果
、「
安
心
・
安
全
」
の
項
目
が
、

平
均
順
位
一
・
六
一
で
ト
ッ
プ
だ
っ

た
。
ま
た
、
二
位
は
「
品
質
」（
平

均
順
位
二
・
三
五
）、三
位
は
「
価
格
」

（
平
均
順
位
二
・
六
三
）
の
順
で
あ
っ

た
。

Ｑ
⑥
　
食
料
品
、
日
用
品
等
の
購
入
場
所

　
　
　
全
回
答
者
二
五
九
人
の
う
ち
、「
徳

島
県
西
部
圏
域
の
商
店
」
で
買
い
物

を
す
る
と
い
う
人
が
、
二
二
八
人
で

大
半
を
占
め
る
結
果
と
な
っ
た
。

Ｑ
⑦
　
徳
島
県
西
部
圏
域
以
外
で
の
買
い

物
理
由

　
　
　（
Ｑ
⑥
）
で
、
普
段
買
い
物
を
す

る
場
所
に「
徳
島
県
西
部
圏
域
以
外
」

を
選
択
し
た
一
七
人
の
う
ち
、
そ
の

理
由
と
し
て
最
も
多
か
っ
た
の
が

「
品
数
が
多
い
」（
七
人
）
で
あ
っ
た
。

ま
た
、二
位
が
「
価
格
が
安
い
」（
五

人
）、「
品
質
が
良
い
」（
五
人
）と
い
う
結
果
で
あ
っ

た
。

Ｑ
⑧
　
エ
シ
カ
ル
消
費
の
実
践
度

　
　
　
全
回
答
者
二
五
九
人
の
う
ち
、「
よ
く
実
践
し

て
い
る
」（
二
三
人
）
及
び
、「
と
き
ど
き
実
践
し

て
い
る
」（
一
一
七
人
）
と
答
え
た
回
答
者
の
合

計
が
一
四
〇
人
と
な
り
、
全
体
の
過
半
数
を
超
え

る
結
果
と
な
っ
た
。

Ｑ
⑨
　
エ
シ
カ
ル
消
費
の
実
践
内
容

　
　
　（
Ｑ
⑧
）
で
「
よ
く
実
践
し
て
い
る
」
及
び
、「
と

【別紙１】「エシカル消費」に関する意識調査

（裏面）

（表面）

SNS
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き
ど
き
実
践
し
て
い
る
」
と
答
え
た
一
四
〇
人
の

う
ち
、
最
も
多
く
実
践
し
て
い
た
の
が
「
地
産
地

消
」（
一
一
三
人
）
あ
っ
た
。
ま
た
、二
位
が
「
地

元
商
店
で
の
買
い
物
」（
八
〇
人
）、
三
位
が
「
レ

ジ
袋
を
断
る
」（
六
〇
人
）
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

Ｑ
⑩
　
エ
シ
カ
ル
な
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
意
欲

　
　
　
全
回
答
者
二
五
九
人
の
う
ち
、「
と
て
も
購
入

し
た
い
」（
一
七
人
）
及
び
、「
購
入
を
検
討
し
た

い
」（
一
七
四
人
）
と
答
え
た
回
答
者
の
合
計
が

一
九
一
人
と
な
り
、
全
体
の
七
割
を
超
え
る
結
果

と
な
っ
た
。

Ｑ
⑪
　
エ
シ
カ
ル
な
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
い

と
思
う
理
由

　
　
　（
Ｑ
⑩
）
で
「
と
て
も
購
入
し
た
い
」
及
び
、「
購

入
を
検
討
し
た
い
」
と
答
え
た
一
九
一
人
の
う
ち
、

最
も
多
い
購
入
検
討
理
由
が
「
地
域
の
活
性
化
に

つ
な
げ
た
い
」（
一
一
四
人
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

二
位
が
「
社
会
や
環
境
問
題
の
解
決
に
つ
な
げ
た

い
」（
九
九
人
）、
三
位
が
「
似
て
い
る
商
品
を
購

入
す
る
な
ら
、
社
会
貢
献
に
つ
な
げ
た
い
」（
八

三
人
）
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

Ｑ
⑫
　
エ
シ
カ
ル
な
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
く

な
い
と
思
う
理
由

　
　
　（
Ｑ
⑩
）
で
「
あ
ま
り
購
入
し
た
く
な
い
」
及
び
、

「
購
入
し
た
く
な
い
」
と
答
え
た
四
七
人
の
う
ち
、

最
も
多
い
非
購
入
理
由
が
「
ど
れ
が
エ
シ
カ
ル
な

商
品
か
を
判
断
す
る
情
報
提
供
が
、
十
分
さ
れ
て

い
な
い
」（
二
三
人
）
で
あ
っ
た
。
二
位
は
「
本

当
に
社
会
貢
献
、
地
域
活
性
等
に
つ
な
が
っ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
」（
二
二
人
）
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た
。

Ｑ
⑬
　
エ
シ
カ
ル
な
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
が
、
ど

の
程
度
割
高
で
あ
っ
て
も
購
入
す
る
か

　
　
　
全
回
答
者
二
五
九
人
の
う
ち
、
通
常
の
商
品
、

サ
ー
ビ
ス
の
購
入
に
対
し
て
、「
同
額
」（
一
〇
〇

人
）、「
五
％
ま
で
」（
七
九
人
）、「
一
〇
％
ま
で
」（
五

三
人
）
と
答
え
た
回
答
者
の
合
計
が
二
三
二
人
と

な
り
、
全
体
の
約
九
割
を
占
め
る
結
果
と
な
っ
た
。

Ｑ
⑭
　
エ
シ
カ
ル
な
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
企
業

イ
メ
ー
ジ
の
向
上
に
つ
な
が
る
か

　
　
　
全
回
答
者
二
五
九
人
の
う
ち
、「
そ
う
思
う
」

が
一
一
八
人
、「
そ
う
思
わ
な
い
」
が
三
五
人
、「
わ

か
ら
な
い
」
が
九
三
人
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

Ｑ
⑮
　
エ
シ
カ
ル
消
費
促
進
に
向
け
た
取
り
組
み
内
容

　
　
　
エ
シ
カ
ル
消
費
促
進
の
た
め
の
取
り
組
み
と
し

て
、
最
も
有
効
だ
と
思
う
意
見
が
「
生
産
・
流
通
・

販
売
な
ど
の
現
場
か
ら
の
正
確
な
情
報
」（
一
四

七
人
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
位
が
「
信
頼
で
き

る
認
証
マ
ー
ク
」（
一
一
二
人
）、
三
位
が
「
印
刷

物
（
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
生
活
情
報
誌
等
）

に
よ
る
情
報
提
供
」（
九
八
人
）
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た
。

Ｑ
⑯
　
エ
シ
カ
ル
消
費
の
講
演
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
が
開

催
さ
れ
る
場
合
、
参
加
し
て
み
た
い
か

　
　
　
全
回
答
者
二
五
九
人
の
う
ち
、「
参
加
し
た
い
」

が
六
〇
人
、
「
参
加
し
た
く
な
い
」
が
三
四
人
、

「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
一
五
五
人
と
い
う

結
果
で
あ
っ
た
。

（
２
）　
い
き
い
き
サ
ロ
ン
等
で
の
エ
シ
カ
ル
消
費
啓
発

活
動
及
び
、
東
み
よ
し
町
に
お
け
る
公
共
交
通
講

座
の
実
施
結
果

　
二
市
二
町
併
せ
て
、
四
つ
の
い
き
い
き
サ
ロ
ン
等
の

集
会
に
お
い
て
実
施
し
た
。

　
エ
シ
カ
ル
消
費
の
啓
発
活
動
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県

の
エ
シ
カ
ル
消
費
担
当
職
員
を
講
師
と
し
て
招
き
、
約

十
五
分
程
度
の
エ
シ
カ
ル
消
費
講
座
を
実
施
し
た
。

　
次
に
、
東
み
よ
し
町
に
お
け
る
公
共
交
通
講
座
で
は
、

東
み
よ
し
町
の
町
営
バ
ス
担
当
職
員
、
並
び
に
社
会
福

祉
協
議
会
の

高
齢
者
移
送

サ
ー
ビ
ス
の

担
当
職
員
を

講
師
と
し
て

招
き
、
東
み

よ
し
町
に
お

け
る
公
共
交

通
機
関
の
利

用
方
法
等
の

講
座
を
実
施

し
た
。

　
両
講
座
と

も
、「
分
か

り
や
す
か
っ

た
」
や
、「
直

接
話
が
聞
け

た

の

が

良

か
っ
た
」
等

の
意
見
を
い

た
だ
き
、
好

評
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、「
東

み
よ
し
町
営

バ
ス
ご
利
用

方
法
の
チ
ラ

シ
」【
別
紙

いきいきサロン等での活動風景
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２
】
を
作
成
し
、
町
営
バ
ス
利
用
方
法
の
周
知
を
目
的

に
、
い
き
い
き
サ
ロ
ン
参
加
者
に
配
布
し
た
。

　
　 ５　

考　
　

察

（
１
）　
エ
シ
カ
ル
消
費
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
っ
て

の
課
題
及
び
、
課
題
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
に

つ
い
て

①
若
年
層
に
向
け
た
エ
シ
カ
ル
消
費
の
普
及
・
促
進
活

動
に
つ
い
て

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
用
い
た
周
知
方
法
や
、
エ
シ
カ
ル
消
費
に

関
す
る
知
識
や
技
術
を
有
す
る
団
体
等
を
講
師
と
し

て
招
き
、
エ
シ
カ
ル
消
費
に
関
す
る
出
前
授
業
を
小

学
校
等
で
開
催
す
る
と
い
っ
た
取
り
組
み
が
有
効
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
に
し
阿
波
の
特
色
を
生
か
し
た
エ
シ
カ
ル
消
費
の
普

及
に
つ
い
て

・
「
食
と
農
の
景
勝
地
」
や
「
世
界
農
業
遺
産
」
と
し

て
認
定
さ
れ
た
「
に
し
阿
波
地
域
」
に
お
い
て
育
ま

れ
た
、
そ
ば
米
や
、
で
こ
ま
わ
し
（
田
楽
）
と
い
っ

た
食
文
化
な
ど
を
、
エ
シ
カ
ル
消
費
の
講
座
や
①
の

出
前
授
業
等
で
発
信
す
る
こ
と
も
、
に
し
阿
波
特
有

の
エ
シ
カ
ル
消
費
の
地
産
地
消
に
向
け
た
取
り
組
み

と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
エ
シ
カ
ル
消
費
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
等
を
開
催
す
る

際
に
、
多
く
の
参
加
者
を
募
る
方
法
に
つ
い
て

・
社
会
問
題
と
し
て
関
心
の
高
い
、
特
殊
詐
欺
の
被
害

防
止
に
つ
い
て
の
講
演
会
等
と
併
せ
て
開
催
す
る
と

い
っ
た
方
法
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）　
東
み
よ
し
町
に
お
け
る
公
共
交
通
講
座
を
終
え

て
の
課
題
及
び
、
課
題
解
決
へ
向
け
た
取
り
組
み

に
つ
い
て

①
高
齢
者
移
送
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
現
在
利
用
で
き

る
の
が
町
内
の
山
間
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、

平
坦
地
域
に
つ
い
て
も
利
用
で
き
な
い
か
。

・
高
齢
者
移
送
サ
ー
ビ
ス
の
平
坦
部
で
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
現
在
東
み
よ
し
町
と
協
議
中
で
あ
る
と
の
こ

と
。
た
だ
、
今
回
の
公
共
交
通
講
座
で
、「
こ
う
い
っ

た
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
」
と
い

う
人
も
多
く
い
た
の
で
、
広
報
や
町
の
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
等
で
の
周
知
活
動
を
も
っ
と
積
極
的
に
行
っ
て

い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

６　

終
わ
り
に

　
今
回
の
調
査
研
究
に
よ
り
、
ま
だ
ま
だ
エ
シ
カ
ル
消

費
に
対
す
る
認
知
度
や
理
解
度
が
低
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
し
か
し
、
エ
シ
カ
ル
消
費
に
対
す
る
興
味
や
、
購

入
意
欲
に
つ
い
て
は
高
い
結
果
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ

か
ら
の
エ
シ
カ
ル
消
費
普
及
に
向
け
た
取
り
組
み
が
、

重
要
に
な
っ
て
く
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
い
て
「
な
ぜ
、

エ
シ
カ
ル
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
い
の
か
」

と
い
う
質
問
に
対
し
、
約
六
割
の
消
費
者
が
「
地
域
の

活
性
化
に
つ
な
げ
た
い
」
と
い
う
回
答
結
果
で
あ
っ
た
。

【
図
１
】

　
こ
れ
よ
り
、
エ
シ
カ
ル
消
費
を
普
及
、
促
進
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
期
待
で
き
る
結
果
と
な
っ
た
。

【別紙２】東みよし町営バス　ご利用方法

地域の活性化に
つなげたい

社会や環境問題の
解決につなげたい

似ている商品を購入するなら、
社会貢献につなげたい

子どもたちの未来
に役立てたい

日常生活で資源やエネルギー
をムダにしている実感がある

その他

114人

99人

83人

73人

62人

0人

20人 40人 60人 80人 100人 120人人

【図１】エシカルな商品、サービスを購入したいと思う理由
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４．市町村の振興に関する情報提供事業

　⑴　各種発行冊子

　「阿波の自治」、「市町村要覧」、「市町村財政概要」、「市町村税務統計書」を発行し、

各関係機関へ配布しました。

　⑵　ホームページの公開

　当協会の事業概要及び予算、決算等最新情報をホームページで公開しました。

　⑶　広報宣伝事業の実施

　サマージャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボ宝くじの売上増強を図るため、発売期間

に合わせて、公共交通機関へのポスター掲示、ノベルティの製作・配布等、広報宣伝事

業を実施しました。

　また、平成30年10月24日から宝くじ公式サイトにおいて、宝くじのインターネット

販売が開始されたことについての周知も行いました。

　こちらで紹介している内容は概要となっておりますので、貸付実績や助成金等の詳細

については、ホームページの事業報告書をご覧ください。

　　ホームページアドレス　https://tokushima-shinkou.ict-tokushima.jp/

令和元年度市町村振興宝くじの発売案内

サマージャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、徳島県内
の販売実績等に応じて交付されます。

宝くじは、徳島県内
の宝くじ売り場でお
買い求めくださいま
すようお願いします。

サマージャンボ宝くじ
１等・前後賞合わせて７億円
（１等５億円、前後賞各１億円）

　
サマージャンボミニ
１等・前後賞合わせて５千万円
（１等３千万円、前後賞各１千万円）

　
発売期間
７月２日（火）～８月２日（金）まで

ハロウィンジャンボ宝くじ
ハロウィンジャンボミニ
　
発売期間
９月24日（火）～10月18日（金）まで
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　当協会は、徳島県内の市町村の健全な発展を図るために、市町村振興宝くじの収益金等を

活用し、市町村の財政支援のための貸付事業等市町村を支援する各種事業を行っております。

平成30年度に実施した事業の概要を下記でご紹介します。

１．市町村に対する資金貸付事業

　市町村が行う災害対策事業や緊急に整備を必要とする施設等整備事業に対し、貸付を実

施しました。

　　 ● 貸付日：平成30年５月24日

　　 ● 貸付団体及び件数：９団体56事業

　　 ● 貸付総額：1,695,000千円

２．市町村振興宝くじ交付金交付事業

　徳島県から交付されたハロウィンジャンボ宝くじ収益金交付金を市町村に交付しました。

交付された収益金は、高齢化・少子化対応をはじめ、芸術・文化の振興、災害対策、地域

経済の活性化、環境保全など総務省令で定める事業に活用されています。

　　 ● 交付総額：140,988,000円

　　 ● 交付基準：均等割50％、人口割50％

３．市町村振興助成事業

　市町村に対し、下記の事業に対して助成しました。

　⑴　とくしま創生推進事業助成金

　市町村が行う地方版総合戦略の実現に資する各種事業及び行財政課題対応並びに災害

時の備蓄物資購入経費等に対して助成しました。

　　　 ● 助成額：70,700,000円

　⑵　とくしま創生連携事業助成金

　市町村が連携して行う人口減少対策等地方創生に資する事業に対して助成しました。

　　　 ● 助成額：8,500,000円

　⑶　市町村職員等研修受講助成金

　市町村アカデミー、国際文化アカデミー、建設研修センター、下水道事業団において

研修を受けた市町村職員等の研修経費等に対して助成しました。

　　　 ● 助成額：1,874,575円



あなたの自慢の写真を『阿波の自治』に掲載

します。徳島県内の景勝、史跡等、徳島に関

するものならテーマは問いません。

まちおこしや、むらおこしに関するあなた

の体験を手記や論文にまとめてみませんか？

詳しくは編集部までお問い合わせください。

『阿波の自治』の読者の皆さんに紹介したい

情報はありませんか？あなたのとっておきの

ニュースをお待ちしております。

「こんな特集を組んで欲しい！」「こんな情

報を知りたい！」「こんな記事にもの申す！」

など『阿波の自治』へのご意見、ご要望もお

寄せください。

阿波の自治より募集のお知らせ

写真

情報

原稿

ご意見

こちら編集部

　先日テレビ番組で、全国各地の危険な運転「ローカル交通ルール」の特集がされており、徳島県の危険運転も

取り上げられていました。

　徳島県では「阿波の黄走り」と呼ばれており、黄色信号では止まらずに、むしろスピードを上げて突っ切ると

いう危険なものでした。黄色信号で止まると後続車に追突されるから危険だと話していました。徳島県民の運転

マナーの悪さが全国に放送され、非常に恥ずかしく感じました。

　日頃自分が運転していると、車はもちろん、危険運転をする自転車もよく見かけ、怖くなるときがあります。

自分だけは大丈夫だと思うのでしょうか…。

　昔、自動車教習所で学んだことや、免許を取得したばかりの頃の緊張感を忘れてはいけないと改めて思いました。

　ローカル交通ルールと呼ばれていますが、それはルールではありません。「阿波の黄走り」をする車がゼロに

なり、その言葉が無くなる日が来て、交通事故のない社会になることを切に願っています。

Ｍ

Ｎ

　昨年10月24日から始まった宝くじ公式サイトでの宝くじのインターネット販売。私も早々と登録を済ませ、年

末ジャンボ宝くじからネット購入しています。仕事帰りの通勤列車の中でも、週末自宅で家事の合間でも、

「あ！」と思い出したときに購入出来るのは、最大のメリットだと思います。でも、おばちゃんの「当たります

ように」の声が嬉しくて、時には売り場で購入もしています。宝くじポイントも売り場で使えるようになり、

ネット購入と売り場の連携もバッチリですね！あとは１等が当たれば最高なのですが…☆

　さて、今年のサマージャンボ宝くじは、７月２日から８月２日まで32日間発売されます。公式サイトでの会員登

録方法も左ページに記載していますので、興味をお持ちの方は是非トライしてみていただければ幸いです。

阿波の自治
令  和  元  年  ６  月　発 行

編集・発行　　（公財）徳島県市町村振興協会
　　　　　　〒770－0847 徳島市幸町3丁目55番地　自治会館内 4階
　　　　　　TEL（088）652－1721　 FAX（088）655－0128

編集担当　　E-mail：sh inkoukyoka i@comet .ocn .ne . jp

印　　刷　　グランド印刷株式会社
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	阿波の自治94号後半軽いデータ
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